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は じ め に 
 
千葉市環境保健研究所は、市民の皆様の健康と安全な暮らしを守るため、保健衛生及び環境保

全の分野における科学的・技術的中核機関として、関係機関と連携を図りながら試験検査及び調

査研究を実施しております。 

 平成２２年度には、食中毒や感染症発生の原因究明等を目的とした試験検査で、分子疫学的解

析結果が疫学調査等の方向性を決定するための重要な情報となり、原因究明や感染拡大の防止に

寄与したと考えられる典型的な事例がありました。 

１例目は、潜伏期間が長いため原因究明が困難とされるＡ型肝炎ウイルスによる食中毒ですが、

患者及び調理従事者の糞便検体からＡ型肝炎ウイルス遺伝子が検出され、その遺伝子配列が一致

したことから、同一感染源に由来する株であることが強く示唆され、市内の寿司店を原因施設と

する食中毒と断定された事例です。 

 もう１例は、外国から帰国した患者が市内医療機関で麻しんと診断され、当研究所で血液検体

から遺伝子検出を行ったところ、国内で初めて確認されたタイプのウイルス株であることが判明

し、渡航先において感染したことが明らかとなった事例です。 

また、市民の皆様の食の安全に対する関心が高まる中、食品による健康被害等の発生に関する

保健所への相談件数は依然として高い水準を維持していることから、その科学的根拠となる当研

究所への検査依頼件数についても同様であり、加えて、質的にも高度な技術が求められておりま

す。 

環境分野においても、平成２１年度に環境基準が告示された微小粒子状物質（いわゆる PM2.5）

の調査を実施しているところですが、今後新たな問題等が生じた場合には、関係機関との連携を

密にしながら速やかに対応していく必要があると考えております。 

 このように、求められる試験検査の内容は年々高度化かつ多様化している中で、当研究所は、

職員の後継者の確保、老朽化する検査機器の更新など、多くの課題を抱えております。 

 しかしながら、この厳しい時期を創意と工夫で乗り越えるべく、職員が一丸となって取り組ん

でいるところでありますので、皆様方には御理解いただきますとともに、引き続きまして御指導、

御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

平成２３年１１月 

千葉市環境保健研究所 

所 長  中台 啓二 
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事業概要  

 

Ⅰ  環 境 保健研究所の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 沿 革 

昭和４９年４月１日 千葉市環境化学センターを設置し、環境関係の試験検査を開始。 
昭和６３年４月１日 保健所法政令市移行に伴い、千葉市保健所検査課で公衆衛生の試験検査を開始。

平成 ４年４月１日 地方自治法の政令指定都市移行に伴い、保健所検査課理化学部門、保健所

食品衛生課食肉部門および環境化学センターを統合して、衛生検査センターを

設置。 
平成 ５年３月８日 保健所検査課と衛生検査センターを改組し、新たに調査研究機能を備えた

環境保健研究所を千葉市総合保健医療センター内に開設。 
平成１２年４月１日 千葉市結核・感染症発生動向調査事業実施要綱の施行に伴い、医科学課内

に千葉市感染症情報センターを開設。 
平成１６年４月１日 機構改革に伴い、管理課を医科学課に統合。 
平成２３年４月１日 機構改革に伴い、生活科学課を医科学課に統合、課名を健康科学課に変更。

感染症情報センターを保健所へ移設。 
 
２ 施 設 

所 在 地 千葉市美浜区幸町１丁目３番９号（千葉市総合保健医療センター内） 
敷 地 面 積  １１，８３１ｍ２ （千葉市総合保健医療センター全体） 

鉄骨・鉄筋コンクリート 
地上５階・地下１階 
延床面積 １５，２００ｍ２ 
（環境保健研究所専用延床面積 ４，１４３ｍ２） 

建 物 

建築期間 平成２年６月 ～ 平成５年３月 
開 所 年 月 日 平成５年３月８日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JR京葉線千葉みなと駅より３分  千葉都市モノレール千葉みなと駅より３分 

ＪＲ京葉線
千葉みなと駅

ＪＲ総武線

京成線
千葉駅

新千葉駅

千葉市環境保健研究所
千葉市総合医療センター内

NTT

千葉銀行

千葉市役所

コミュニティセンター

ホテル

千葉都市モノレール

市役所前駅

至東京

至東京

至蘇我

国道16号線

至木更津

至成田

みなと公園

国道 14 号、357 号 

ホテル 

千葉市環境保健研究所 
千葉市総合保健医療センター内 



３　行政組織図と環境保健研究所の各課事務分掌

・所の庶務に関すること
・所の予算及び経理に関すること
・臨床病理学的検査及び調査研究に関すること
・生体試料中の化学物質の分析及び調査研究に関すること
・真菌の検査及び調査研究に関すること
・細菌学的検査及び調査研究に関すること
・ウイルス及びリケッチアの検査及び調査研究に関すること
・寄生虫学的検査及び調査研究に関すること
・感染症発生動向調査事業に関すること

・と畜場法に規定する獣畜の検査のうち精密な検査を要する
 　微生物学的な検査及び病理学的検査に関すること
・所に係る使用料及び手数料の徴収に関すること
・各種成績表の発行に関すること
・試験検査の統計に関すること
・所内の連絡及び調整に関すること
・所内他の課の主管に属しない事項に関すること

・食品中の添加物の検査及び調査研究に関すること
・食品中の栄養分析及び調査研究に関すること
・食品中に残留する農薬、動物用医薬品等の検査及び
　調査研究に関すること
・組換えＤＮＡ技術応用食品の検査及び調査研究
に関すること
・食品衛生に関するその他理化学的な検査及び調査研究
に関すること
・医薬品等の検査及び調査研究に関すること
・家庭用品の検査及び調査研究に関すること
・飲料水の検査及び調査研究に関すること
・公衆浴場水の検査及び調査研究に関すること
・プール水の検査及び調査研究に関すること
・室内空気中の化学物質の検査及び調査研究に関すること

・と蓄場法に規定する獣畜の検査のうち精密な検査を要する
　理化学的検査に関すること

・ばい煙、粉じん等の発生源に係る測定及び調査研究
に関すること
・環境大気に係る測定及び調査研究に関すること
・悪臭成分の測定及び調査研究に関すること
・騒音・振動の測定及び調査研究に関すること
・河川、海域、湖沼等の公共用水域の水質及び底質の検査
　並びに調査研究に関すること
・公共用水域に排出する工場排水の水質及び底質の検査
　並びに調査研究に関すること
・土壌汚染の検査及び調査研究に関すること
・産業廃棄物の検査及び調査研究に関すること

（平成２２年４月１日現在）

保健所

環境衛生課 食品安全課

桜木霊園管理事務所

環境衛生係

市立青葉病院

市立海浜病院

資格保健係

高齢医療係

病院事業室

　保健福祉局

動物保護指導センター

健康企画課

健康医療課

健康増進センター

生活衛生課

健康部 管理班

食品衛生係

環境保健研究所

感染症対策課

医科学課

保健指導課

平和公園管理事務所

健康・母子保健班

計画係

地域医療係

生活科学課

環境科学課

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥検査
　のうち精密な検査を要する微生物学的及び病理学的検査に関すること

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する
　食鳥検査のうち精密な検査を要する理化学的検査に関すること

感染症予防係

斎園整備室

総務課

健康保険課 管理係 保険料係 給付係



［突発的なもの］ ［行政計画に基づくもの］ ［市民等からの依頼］ ［関係機関］ ［主な法令等］

特定感染症検査等事業 保　健　所

(HIV検査)

(クラミジア検査)

  　　  (肝炎検査）

保健指導課

感染症対策課

精神保健福祉課

結核・感染症発生 食品安全課

動向調査

食品等

(収去等によるもの）

食 品 衛 生 法

水道水・プール水・

浴槽水等

水　　道　　法

保　健　所

環境衛生課

飲料水等

その他

苦情等

危機管理事例等 関係部局

飲料水・プール
水等の苦情
（微生物）

環境規制課事業場等の排水 水 質 汚 濁 防 止 法 等

建築物における衛生的環
境の確保に関する法律

関係部局

学校給食食材

厚生労働省健康危機管理
基本指針

千葉市健康危機管理
基本指針

教育委員会

食中毒・食品の
苦情（微生物）

４－１　検査業務の流れと根拠法令（医科学課）

三歳児健診

感染症

給食事業者等

母 子 保 健 法

感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関

する法律

被爆者健診
原子爆弾被爆者に対する
援護に関する法律



［突発的なもの］ ［行政計画に基づくもの］［市民等からの依頼］ 　［関係機関］ ［主な法令等］

保　健　所

食品安全課 食 品 衛 生 法

水　　道　　法　等

水道水・プール水・

浴槽水等

保　健　所

環境衛生課

室内空気中

化学物質

薬　　事　　法

その他

苦情等

保　健　所
総　務　課

有害物質を含有する家庭用
品の規制に関する法律

建築物における衛生的環境
の確保に関する法律

危機管理事例等 関係部局

厚生労働省健康危機管理
基本指針

千葉市健康危機管理
基本指針

関 係 部 局

飲料水・プール
水等の苦情（理
化学）

飲料水等

家庭用品等
（試買等によるもの）

医薬品等
（収去等によるもの）

４－２　検査業務の流れと根拠法令（生活科学課）

教育委員会

食中毒・食品の
苦情（理化学）

食品等
（収去等によるもの）

学校給食食材



［突発的なもの］ ［行政計画に基づくもの］ ［関係機関］ ［主な法令等］

　 　

地下水汚染

事業場排水

基準超過

環境保全部

水 質 汚 濁 防 止 法

（河 川・海 域 等）

公園緑地部 （事 業 場 排 水）

事業場排水

地　下　水

水 質 汚 濁 防 止 法

（放　流　水）

環境事業部

清　掃　工　場

放流水・廃棄物等

環境管理部

廃 棄 物 の 処 理 及 び

清 掃 に 関 す る 法 律

（廃　棄　物）

事　業　場　排　水 下水道管理部 下　 水　 道　 法　 等

浄化センター放流水 健　康　部 （事業場排水・放流水等）

煙道 排ガス 大　気　汚　染　防　止　法

有 害 大 気 （有害大気汚染・煙道排ガス等）

悪　　　 臭

燃 料 重 油 環境保全部

酸　性　雨

降 下 煤 塵 悪　臭　防　止　法

浮遊 粉じん （悪　　臭　　等）

アスベスト

苦　情　等 関 係 部 局

４－３　検査業務の流れと根拠法令（環境科学課）

危機管理事例等 関 係 部 局

河川・海域

千葉市健康危機管理基本指針



５　職員構成　( 平成23年度・22年度・21年度 )

1 1

1 1

1 1

副主査（事務）1 主任獣医師　2
主任臨床検査技師　3 主任薬剤師　1
主任技師（化学）1 主任臨床検査技師　1
主任薬剤師　3 獣医師 2
主任獣医師　1
技師（化学）1
獣医師　2
薬剤師　2

副主査（化学）3
主任技師（化学）5

生活科学課

医科学課

環境科学課

補佐（化学）1
主査（臨床検査技師）1 主査（薬剤師）1

課長（臨床検査技師）

主任薬剤師　1

主幹（技術その他）1 主幹（技術その他）1

次長（獣医師） 次長（獣医師）

主査補（化学）1

補佐（化学）1

補佐（事務）1 補佐（事務）1

主任獣医師　4

主査（化学）1

主任臨床検査技師　1
獣医師　1

副主査（事務）1

主査（事務）1
主査（臨床検査技師）2

技師（化学）2　

課長（化学） 課長（臨床検査技師）
補佐（薬剤師）1

技師（化学）2　

平成21年度
所長（技術その他） 所長（薬剤師）

391

所長

0

2

次長

医科学課

生活科学課

2

2

5

5

6

1

6

22

2

2 1

6

77

1

5

5

4

39

1

2

1

3

16

1

6

13

11

1313

3

所長

22

14

37

1

13

11

次長

医科学課

環境科学課

0計

13

3

2

事務医師

　
年
度

生活科学課

環境科学課

計

所長

年
度

健康科学課

獣医師

8 5

8

14

16

補佐（化学）1

計
技術職

（その他）
技術職
（化学）

臨床・衛生
検査技師薬剤師

1

13

主任臨床検査技師　1
主任薬剤師　4 主任薬剤師　4

課長（化学）
薬剤師　1 薬剤師　1
課長（化学）

技師（化学）2　

主査補（化学）2
副主査（化学）2 副主査（化学）3
主任技師（化学）4 主任技師（化学）3

主査（薬剤師）1

技師（化学）3　

主査（化学）1

主査補（獣医師）1
主査補（獣医師）1

主査（化学）1
補佐（化学）1

主任臨床検査技師　1

技師（化学）3　

平成22年度

所
所長（獣医師）

補佐（事務）1

主査（臨床検査技師）1
主査（獣医師）1

主査（臨床検査技師）2
主査（獣医師）1

環境科学課 課長（化学）

6

健康科学課

平成23年度

　
年
度

0計

補佐（薬剤師）1

8

課長（臨床検査技師）

6 16

環境科学課

2

所

課長（薬剤師）

23

22

21



  

６ 予算･決算 （平成 23 年度・22 年度・21 年度） 

（１）歳入                                 （単位：千円） 

平成 23年度 平成 22年度 平成 21年度 備考 
款 項 目 節 

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額  

使用料及

び手数料 手数料 衛生 
手数料

保健衛生

手数料 
21,261 - 21,261 9,159 21,261 9,042 水質検査

等収入 

 
（２）歳出（予算額：当初予算額）                       （単位：千円） 

平成 23年度 平成 22年度 平成 21年度 
款 項 目  節 

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

衛生費 保健衛生費 
環境保健

研究所費 
  83,247 - 90,651 78,071 99,556 91,081

      共済費 60 - 50 48 62 37

      賃金 3,191 - 3,363 3,079 3,363 2,922

      報償費 4 - 4 0 24 0

      旅費 1,299 - 1,328 976 1,460 1,356

      需用費 46,470 - 50,201 39,316 54,460 48,087

      （消耗品費） 2,100 - 2,790 2,165 2,836 2,850

      （燃料費） 95 - 100 52 123 69

      （食糧費） 0 - 1 0 2 0

      （印刷製本費） 58 - 425 50 425 393

      （光熱費） 152 - 580 188 880 708

      （修繕費） 5,777 - 4,246 4,588 4,316 4,169

      （医薬材料費） 38,288 - 42,059 32,273 45,878 39,898

      役務費 182 - 265 179 322 177

      （通信運搬費） 82 - 165 141 155 141

      （手数料） 100 - 100 38 167 36

      委託費 27,768 - 27,927 27,349 27,379 26,177

      使用料及び賃借料 927 - 1,009 923 1,009 952

      備品購入費 2,892 - 6,013 5,810 10,953 10,934

      
負担金補助金及び

交付金 
446 - 444 353 477 430

      公課費 8 - 47 38 47 9



 

 

７ 主要備品（平成 22 年度）                  

 
品     名 型     式 台数（台）

 ガスクロマトグラフ  島津 GC-14B 他 6 

 ガスクロマトグラフ質量分析計   

（汎用）  日本電子 JMS-AX505WA、Automass Sun200、      3 

  島津 GCMS-QP2010  

（カビ臭測定）  島津 GCMS-QP2010 Purge Trap 1 

（揮発性有害大気汚染物質測定）  島津 GCMS-QP5050 システム TD-1 他 1 

（GPC ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ付農薬測定）  島津 GCMS-QP2010 Prep-Q 1 

（有機塩素化合物測定）  島津 GCMS-QP5050nc システム 1 

（揮発性有機化合物測定） 島津 GCMS-QP5000 システム HS-40・Tekmar3000 1 

  島津 GCMS-QP2010 システム Turbo Matrix HS-40 1 

 原子発光検出器付ガスクロマトグラフ  横河 5921A システム 1 

 高速液体クロマトグラフ  島津 LC-10 シリーズ、日本分光 2000 シリーズ 他 7 

 高速液体クロマトグラフ質量分析計  ウォーターズ Quattromicro API システム 1 

 ポストカラム高速液体クロマトグラフ   

（カーバメート系農薬測定）  島津 LC-10 シリーズ 1 

（シアン測定）  島津 LC-10 シリーズ 1 

（臭素酸測定）  島津 LC-10 シリーズ 1 

 高速アミノ酸分析計  日立 L-8500 1 

 イオンクロマトグラフ  ダイオネックス DX－320、AQ-2211  2 

 誘導結合高周波プラズマ質量分析計  パーキンエルマージャパン DRC-e、DRC-Ⅱ 2 

 誘導結合高周波プラズマ発光分析計 バリアンテクノロジーズ Vista-Pro 1 

 赤外分光光度計  日本分光 VALOR－Ⅲ 他 2 

 分光光度計  島津 UV-2450 他 4 

 透過型電子顕微鏡  日立 H-7100 1 

 走査型電子顕微鏡  日立 S-4100 1 

 アスベスト測定用位相差分散顕微鏡  Nikon Eclipse 80i 1 

 遺伝子増幅分析装置（定量 PCR 装置）  ABI 7300 他 3 

 遺伝子配列解析装置  ABI Prism310-NT 1 

 PCR 遺伝子増幅装置  ABI GeneAmp PCR System 9700 他 7 

 有機体炭素測定装置  島津 TOC-5000A TOC-Vcph 2 

 窒素酸化物測定装置  紀本電子 MODEL-267P 1 

 水銀分析装置  日本インスツルメンツ RA-3A・SC-20 1 

 蛍光Ｘ線硫黄分析装置  リガク SAFA-X3670 1 

 周波数分析器  リオン SA-28 1 

 レベルレコーダー  リオン LR-06 2 

 超遠心分離機  日立 himac CP80α 1 

 高速冷却遠心機  トミー suprema21 他 3 

 オートクレーブ  ヒラサワ AⅡV-4E 他 7 

 培養器  ヒラサワ NX-1 他 10 

 超低温フリーザー  サンヨー MDF-U581ATR 他 8 

 超音波洗浄器  シャープ、東京超音波 他 5 

 マイクロウェーブ分解装置  アステック MDS-2000、Milestone Ethos 2 

 固相抽出用定流量ポンプ  日本ウォーターズ Sep-Pak Concentrator Plus 3 

 渦流式濃縮器  ザイマーク ターボパップ 500、LV 6 

 パルスフィールドゲル電気泳動装置  Bio Rad CHEF Mapper  1 

 



８　購読雑誌（平成22年度）

和　　　　書 　　洋　　　　書

エネルギーと環境 Analytical　Chemistry

環境と測定技術 Journal of AOAC international

検査と技術 Journal of Bacteriology

資源環境対策 Journal of Clinical Microbiology

質量分析 Journal of Infectious Disease

食品衛生学雑誌 Journal of Virology

食品衛生研究

生活と環境

全国環境研会誌

大気環境学会誌

日本公衆衛生雑誌

日本食品微生物学会雑誌

フードケミカル

ぶんせき

分析化学

保健衛生ニュース

水環境学会誌

用水と廃水

臨床検査

臨床と微生物

感染症学雑誌



９　会議・学会・研修会等への参加（平成22年度）

（１）医科学課

開催月 開催地

5月 鹿児島県

6月 東京都

東京都

7月 静岡県

8月 静岡県

9月 東京都

静岡県

10月 神奈川県

東京都

東京都

11月 東京都

千葉県

滋賀県

１月 愛知県

東京都

静岡県

2月 栃木県

東京都

東京都

千葉県

地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部公衆衛生情報研究部会準備
会

平成22年度地域保健総合推進事業に係る第1回関東甲信静ブロック会議

平成22年度地域保健総合推進事業に係る第2回関東甲信静ブロック会議

第24回公衆衛生情報協議会・研究会

平成22年度厚生労働科学研究費補助金 重症呼吸器ウイルス感染症の
サーベイランス・病態解明及び制御に関する研究班会議

第31回日本食品微生物学会 学術総会

千葉県危機管理フォーラム2010

平成22年度地研全国協議会関東甲信静支部細菌研究部会

平成22年度希少感染症診断技術研修会

平成22年度（第49回）千葉県公衆衛生学会

首都圏自治体食中毒防止衛生検査担当者連絡会合同会議

会議・学会・研修会等の名称

薬剤耐性菌解析機能強化技術研修会

第25回関東甲信静支部ウイルス研究部会

国立保健医療科学院 短期研修 新興・再興感染症技術研修

衛生微生物技術協議会第30回研究会

平成22年度指定都市衛生研究所所長会議

第61回地方衛生研究所全国協議会総会

地方衛生研究所全国協議会臨時総会及び研究発表会

全国地方衛生研究所所長会議

第64回地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部総会



（2）生活科学課

開催月 開催地

5月 東京都

6月 原子吸光分析法/ICP発光分析法の基礎セミナー 東京都

東京都

セミナー「液体クロマトグラフの基礎と上手な使い方」 東京都

神奈川県

9月 熊本県

10月 千葉県

東京都

千葉県

神奈川県

11月 兵庫県

東京都

千葉県

12月 東京都

2月 東京都

千葉県

神奈川県

3月 埼玉県

（３）環境科学課

開催月 開催地

4月 東京都

6月 東京都

 東京都

7月 神奈川県

埼玉県

9月 千葉県

宮城県

放射線のリスクに関する勉強会（国立保健医療科学院）

平成22年度地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部第23回理化学研
究会総会・研究発表会

平成22年度（第49回）千葉県公衆衛生学会

平成22年度関東・東海ブロック家庭用品安全対策会議

第47回全国衛生化学技術協議会年会

平成22年度日本水道協会関東地方支部水質研究発表会

平成22年度第2回水質検査担当者研修会

ガスクロマトグラフィー／前処理　基礎セミナー

アジレント無機分析基礎セミナー

2010分析展

日本分析化学会第59年会

会議・学会・研修会等の名称

平成22年度関東地方環境対策推進本部大気環境部会第1回浮遊粒子状物
質調査会議
平成22年度関東地方環境対策推進本部大気環境部会第2回浮遊粒子状物
質調査会議

大気環境中におけるアスベスト測定法セミナー

平成22年度環境測定分析統一精度管理関東甲信静支部ブロック会議

平成22年度石綿位相差顕微鏡法研修（第2回）

会議・学会・研修会等の名称

TLC薄層クロマト分析セミナー

千葉県衛生研究所勉強会

第99回日本食品衛生学会創立50周年記念学術講演会

平成22年度食品安全行政講習会

第33回農薬残留分析研究会

（社）日本食品衛生学会第100回学術講演会

FT-IR基礎セミナー2010



開催月 開催地

9月 静岡県

 大阪府

10月 東京都

東京都

11月 埼玉県

東京都

12月 東京都

1月 東京都

東京都

2月 東京都

茨城県

東京都

千葉県

3月 埼玉県

１０　研修会等の実施（平成22年度)

（1）技術研修指導

研修期間 担当課

H22.8.25, 26 生活科学課

（2）夏休み教室

対象者 参加者数 担当課

小学校５・６年生 ６名 医科学課

小学校５・６年生 ８名 生活科学課

小学校５・６年生 １２名 環境科学課ビックリ電池とスライムを作ろう

平成22年度関東地方環境対策推進本部大気環境部会第4回浮遊粒子状物質調
査会議

研修名

　テーマ・概要

統合型社会医学演習
-食品衛生-

研修生

ミクロの世界をのぞいてみよう

開催日：平成22年7月23日

東邦大学医学部学生
4年生 5名

第33回酸性雨問題研究会シンポジウム

平成22年度関東地方環境対策推進本部大気環境部会第3回浮遊粒子状物質調
査会議

第56回日本水環境学会セミナー

第37回環境保全・公害防止研究発表会

おいしい水を科学でさがせ

放射線のリスクに関する勉強会（国立保健医療科学院）

会議・学会・研修会等の名称

第26回全国環境研究所交流シンポジウム

第39回全国環境研協議会総会

平成22年度（第49回）千葉県公衆衛生学会

化学物質環境実態調査環境科学セミナー

平成22年度全国環境研協議会関東甲信静支部水質専門部会

シンポジウム「微小粒子状物質(PM2.5）の現状と今後の課題」

平成22年度全国環境研協議会関東甲信静支部大気専門部会

第51回大気環境学会年会



 
 
 

 
 
 

事業概要  

 

Ⅱ  各 課等の事業概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 医科学課 

 医科学課の主な業務は、細菌、ウイルス、臨床検査な

どの試験検査業務（表 1-1）と調査研究、結核・感染症

発生動向調査事業（感染症情報センター）、並びに研究所

の管理運営事業である。 
 細菌検査では、食中毒、苦情食品、収去食品や飲料水、

プール水、浴場水、環境水、結核・感染症発生動向調査

事業等の試験検査及び調査研究を行っている。 
 ウイルス検査では、感染症発生動向調査事業等に係る

検査と調査研究、並びに食中毒及び感染症の集団発生時

の検査、収去食品に係る検査を行っている。 
 臨床検査では、三歳児健康診査、被爆者健康診断に係

る検査の他、特定感染症検査等事業実施要綱に基づき、

HIV抗体検査及びクラミジア抗体検査等を行っている。
 感染症情報センターでは、結核・感染症発生動向調査

事業に係わる情報の収集･管理･分析等を行い、国に報告

するとともに、ホームページ上で情報提供･公開（毎週更

新）を行っている。 
 
 
（１）細菌検査 
 
ア  腸内細菌検査 
 保健所等からの依頼により、赤痢予防対策実施要綱に

基づき給食従事者の定期検便等を実施した（表 1-2）。赤

痢菌、チフス菌及び腸管出血性大腸菌等の病原菌は検出

されなかった。 
 
表 1-2 平成 22 年度 腸内細菌検査実施状況 

項 目 件 数 
  赤痢菌、チフス菌 

腸管出血性大腸菌等  
 305 
 326  

計   631  

 
 
 

  感染症法に基づき、感染症発生時及び海外渡航者等を

対象に細菌検査を実施した（表 1-3）。 

 
表 1-3 平成 22 年度 感染症発生時及び検疫 

通報時細菌検査実施状況 

項 目 海外 
渡航者等 

患者及び 
接触者等 計 

赤痢菌 10     6 16  
チフス菌 5     5 10  
コレラ菌 -     - -  

腸管出血性大腸菌 -     82   82  
計 15 93 108  

 
イ  食中毒発生時及び苦情食品の検査 
 食中毒及び苦情に伴う患者便、食品、拭き取り等につ

いて原因菌の検索を行った（表 1-4）。原因菌として、

ETEC、カンピロバクター等が検出された。 

 
ウ 収去食品等の細菌検査 
 食品衛生法に基づく規格基準、千葉市の指導基準及び
食品の汚染状況に係わるものについて検査を実施した。

種類及び項目については表 1-5のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表 1-1 平成 22 年度 医科学課検査件数 

区   分 20 年度 21 年度 22 年度 

総   計 68,261  64,601  65,354  

細菌 

病原細菌 

食品細菌 

食中毒細菌 

結核菌 

飲料水細菌 

プール水細菌 

河川水、放流水等の細菌 

冷却塔水、浴槽水等 

808
4,508
4,663

-
2,193
290
287
50

 744
2,660
5,688

-
1,713
280
275
20

 757
4,016
4,239

-
1,764
304
255
21

 

真菌 分離培養     3  3  -  

ウイルス 
分離同定(含食中毒と食品) 

血清、免疫血清 

2,303
1,600

 
 

1,330
1,728

 1,306
1,391

 

寄生虫 種同定 -  -  1  

  臨床 尿一般 51,556  50,160  51,300  
 



 
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス

 
細
菌
数

 
大
腸
菌
群

　
 
E
.
c
o
l
i

　
 
E
.
c
o
l
i
 
M
PN

 
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌

 
サ
ル
モ
ネ
ラ
属

 
セ
レ
ウ
ス
菌

 
ビ
ブ
リ
オ
属

 
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー

 
リ
ス
テ
リ
ア

 
ク
ロ
ス
ト
リ
ジ
ウ
ム
属
菌

 
抗
生
物
質

 
腸
管
出
血
性
大
腸
菌

 
腸
炎
ビ
ブ
リ
オ
最
確
数

 
恒
温
試
験

 
細
菌
試
験

　
乳
酸
菌
数

 
ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌

 
V
R
E

　
腸
球
菌

　
緑
膿
菌

　
そ
の
他

6 363 212 258 11 289 386 81 1454 186 3 0 22 271 85 5 5 6 75 0 2 2 300

6 83 1 72 11 8 511 22 68 85

1 1

12 12

7 7

53 45 42 33 28 241 15 40

19 11 34 34 62 108 29 8

4 13 3 6

10 10

55 10 46 53 45 4 240 40

61 21 57 45 26 1 204 27 5

40 40 40

5 2 2

13 13

4 4

1 26 76 225 76 150 75 150 5 5 75 300

55

1

55

55

1

1

551

1

55

551

1

3

S. Infantis 1 1

ウェルシュ菌 7

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

水等

19

4

64

55

55

55

64

1

55

4,239

187

182

182

総数 食品

207349

2,757

55

575

糞便

検
　
査
　
項
　
目

腸管出血性大腸菌

セレウス菌

エルシニア

エロモナス

生菌数

黄色ブドウ球菌

ビブリオ

病原性大腸菌

サルモネラ

ふきとり

15 873

吐物

1 82

検
　
出
　
菌

無加熱摂取冷凍食品 2

加熱後摂取冷凍食品(凍結前加熱） 24

黄色ブドウ球菌

0

アイスクリーム類、氷菓 20

4022

魚介類

14

魚介類加工品

867

加熱後摂取冷凍食品(凍結前加熱以外）

120

加工乳 0

肉卵類及びその加工品 305

清涼飲料水 9

牛乳

乳製品

乳加工品

その他の食品 1164

穀類及びその加工品 493

野菜類･果実及びその加工品 447

菓子類

氷雪 8

26

15

22

区　　　分

検　体　数

項　目　数

プレジオモナス

307

大腸菌群

表1-4　平成22年度　食中毒発生時及び苦情食品等の検査実施状況

表1-5　平成22年度　収去食品等の微生物検査実施状況

項　　目　　数

総
　
　
　
　
数

分類　　　　　　項目

チフス菌

パラチフス菌

C. jejuni

3

497

26

赤痢菌

カンピロバクター

ウェルシュ菌

コレラ菌

3

182

182

182

184

182

182

42

275

46

36

36

36

36

182

1

36

275

275

182

36

36

275

275

3

309

275

291

3

275

4

316

63

1

7

6

17

1

58

74

1

182

12

182 1

1

275

36

42

37

36

1

182

202

1

1

1

279 1

275

36

42

275

297

セレウス菌 7



 

 

エ 水質検査 
 水質細菌検査の種類及び項目数については、表 1-6 の

とおりである。水道法に基づく飲料水検査、千葉市遊泳

用プール指導要綱に基づくプール水検査及び、環境基本

法等に基づく事業場排水、河川水、海水、海水浴場水の

検査を実施した。また、公衆浴場法及び特定建築物維持

管理指導要綱に基づき、浴槽水、冷却塔水等のレジオネ

ラ検査を実施した。 
 
表 1-6 平成 22 年度 水質細菌検査実施状況 

検 査 項 目 件 数 
  飲料水 

  一般細菌 
  大腸菌 
  嫌気性芽胞菌 

 791
891
82

 

小 計  1,764  
プール水 
  一般細菌 
  大腸菌群 

 
153
151

 

小 計  304  

事業場排水 
  大腸菌群数 
河川水、海水 
  大腸菌群数（最確数） 
海水浴場水 
  EHEC O157 

 
125

128

2

 

小 計  255  

冷却塔・浴槽水等 
  レジオネラ 

 
21

 

小 計  21  
総 計  2,344   

 オ 医療機関等からの依頼検査 
 医療機関等からの依頼検査に係わる検査状況は表 1-7

のとおりである。MRSA については、PFGE による DNA 解析

を実施した。 

 

表 1-7 
平成 22 年度医療機関等からの検査実施状況

依頼内容 件 数 

ＭＲＳＡ  17  

ＥＨＥＣベロ毒素  1  

計  18  

 
 
（２）ウイルス検査 
 
ア 感染症発生動向調査事業に係る検査 
 保健所及び病原体定点から依頼された咽頭ぬぐい液、

糞便、及び髄液等 368 検体について検査を実施した（表

1-8）。 

 
イ 食中毒及び感染症の集団発生時のウイルス
検査 
 食中毒及び感染症関連の食品 39 検体、糞便 702 検体、

吐物 2 検体、拭き取り 50 検体、その他 65 検体の計 858

検体について検査を実施した（表 1-9）。 

 
ウ 収去食品のウイルス検査 
 保健所から依頼された生食カキ 6 件についてノロウイ
ルスの検査を実施した（表 1-5） 

 

エ 寄生虫検査 
 保健所から依頼された1検体について検査を実施した。

 

 

表 1-8 平成 22 年度 感染症発生動向調査事業実施状況 

依頼元 
咽頭ぬぐい液   鼻汁  喀痰  糞便等  髄液   尿   血清等  発疹分泌物  その他   計

(うがい液含む) 

病原体定点 

保健所 

  49      204     -     54    -      -       -        -       -    307

    23           1      -       13    16       2        6         -         -       61

計 72         205      -       67    16       2        6         -         -      368

 
表 1-9 平成 22 年度 食中毒及び感染症の集団発生時のウイルス検査実施状況 

項 目 食品    糞便    吐物    拭き取り    その他    計 

ノロウイルス 

その他のウイルス 

A 型肝炎ウイルス 

      17        307        1          22            28     375 

      17        300        1          22            -     340 

       5         95        -           6            37       143 

計    39        702        2          50            65       858 



 

 

（３）インフルエンザ A/H1N1pdm に係る検査 
 保健所から依頼された 54 検体及び、感染症発生動向調

査事業に係る検体の内 162 検体の計 216 検体についてリ

アルタイム PCR による検査を実施した（表 1-10）。 

 
（４）麻疹ウイルス検査 
 保健所から依頼された咽頭ぬぐい液 9 検体、血液 8 検

体の計 17 検体について検査を実施した。そのうち 1検体

から G3 型麻疹ウイルスを検出した。 

 
（５）鳥インフルエンザウイルス検査 
 平成 23年 3月に千葉市管内で発生した高病原性鳥イン

フルエンザウイルスにおいて、農場従事者の咽頭拭い液 3

検体について検査を実施したが、すべて陰性であった。

 
（６）臨床検査 
 
ア 被爆者健診 
 被爆者健康診断について尿検査を行った（表 1-12）。 
 
イ 三歳児健診 
 三歳児健康診査について尿検査(一次、二次)を行った。

一次検査は蛋白、糖、潜血、白血球、亜硝酸塩、比重に

ついて、二次検査は蛋白、糖、潜血、白血球、亜硝酸塩、

沈査について行った（表 1-11）。 

 一次検査 7,756 件のうち有所見（蛋白・糖・潜血が±

以上、白血球・亜硝酸塩が+以上）は 696 件（8.4％）で

あった。 

 

 ウ ＨＩＶ抗体検査及びクラミジア抗体検査 
「特定感染症検査等事業」について HIV 抗体検査を行

った。スクリーニング及び確認検査は合計 748 件であり、

最終判定で陽性は 4 件であった。（表 1-12）。 

 また、クラミジア抗体検査も実施した（表 1-13）。 

 

エ 肝炎ウイルス検査 
「特定感染症検査等事業」について HBs 抗原検査 58 件

及び HCV 抗体検査 58 件を実施した。 

 
表 1-12 平成 22 年度 ＨＩＶ抗体検査実施状況 

項 目 件 数 陽性数 

スクリーニング検査 743 5 

確認検査  5 4   

 
表 1-13 

平成 22 年度 クラミジア抗体検査実施状況

 項 目 件 数 陽性数 判定保留

クラミジア抗体検査 527 84 32 
 

表 1-10 平成 22 年度 インフルエンザ A/H1N1pdm に係る検査 

依頼元 咽頭ぬぐい液 鼻腔ぬぐい液 喀痰 髄液   尿    計 

保健所 17 36 － 1 － 54 

感染症発生動向調査 6 154 － 1 1 162 

計 23 190 － 2 1 216 

 

表1-11 平成22年度 臨床検査実施状況 

内       訳       区  分 

検 査 項 目 

総  数  

 被爆者健診 三歳児健診 

 

 

 

尿 

糖 

蛋白 

ウロビリノ－ゲン 

潜血反応 

白血球 

亜硝酸塩 

比重 

沈渣 

8,599 

8,599 

  147 

8,599 

8,452 

8,452 

7,756 

696 

147 

147 

147 

147 

- 

- 

- 

- 

8,452 

8,452 

- 

8,452 

8,452 

8,452 

7,756 

696 
 



 

 

２ 千葉市感染症情報センター 
 千葉市結核・感染症発生動向調査実施要綱に則り､地方感

染症情報センターとしての業務を行った。なお、国、他都

道府県等の感染症情報センター集計と同様に、本業務につ

いての集計は年単位（毎年 1 月から 12 月まで）とし、以下、

平成 22 年（2010 年）の概要を報告する。 

 

（１） 業務概要 
 
ア 対象感染症の類別と感染症情報の報告・還元に

ついて 
千葉市感染症情報センターは、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律に基づき分類された類型

によって調査対象となっている感染症の情報について、千

葉市内で収集された全ての情報を、国立感染症研究所感染

症情報センター（中央感染症情報センター）に報告してい

る。 

報告は、平成 18 年 4 月から稼動開始した国が一括管理す

る感染症サーベイランス新システム（NESID）によって、オ

ンラインで行なわれている。また、感染症の予防、まん延

防止に寄与することを目的に、情報の集計､分析結果を、保

健所等関係機関に提供するとともに、ホームページで週報、

月報等を公開している。 
 
イ 指定届出機関（定点）について 
平成 22 年の千葉市内の定点医療機関は、延べ 71 箇所で

ある。 

内訳は、小児科定点 18 箇所、内科定点 10 箇所、インフ

ルエンザ定点（小児科定点及び内科定点と重複）28 箇所、

眼科定点 5 箇所、STD 定点（基幹定点の重複含む）8 箇所、

基幹定点（市立青葉病院）1 箇所及び病原体定点 2 箇所であ

る。 
 
（２）感染症発生動向 
平成 11年 4月の感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（以下「法」という）施行時には、全数

把握対象感染症 45 疾患、定点把握対象感染症 28 疾患であ

ったが、その後の法の改正及び施行により（最新は平成 20

年 5 月）、全数把握対象感染症 76 疾患、定点把握対象感染

症 27 疾患について発生動向の調査を行っている。 

 

ア 対象感染症 
平成 22年の調査対象疾患について表 2-1-1～2に示した。 

 
イ 1 類～4 類及び全数把握 5 類感染症発生状況 
全数把握感染症の月別報告数を表 2-2-1～2 に、年齢層別

報告数を表 2-3-1～2に示した。 

なお、平成 21 年 3 月下旬からメキシコ及び米国で発生報

告のあった豚インフルエンザ（H1N1）については、厚生労

働省健康局長通知（平成 21 年 4 月 28 日付け健感発 0428003

号）において法第 6 条第 7 項に規定する新型インフルエン

ザ等感染症として位置付けられたが、その後の通知に基づ

き季節性インフルエンザを含めた通常のインフルエンザサ

ーベイランスとして報告されるようになったことから、平

成 22 年における患者報告はなかった。 

 
 
 

 
 
ウ 定点把握 5 類感染症 
 

（ア）定点把握感染症（毎週報告） 
毎週報告の基幹定点対象 4 疾患・小児科定点対象 11 疾

患・眼科定点対象 2 疾患について、週別定点当たりの報告

数を図 2-1-1～2に示した。 
 
（イ）定点把握感染症（毎月報告） 
毎月報告の基幹定点対象 3疾患について、報告数を表 2-4

に示した。STD（性感染症）定点対象 4 疾患及びその他の非

淋菌性尿道炎について、月別報告数を表 2-5 に、性別・年

齢別構成を図 2-2に示した。 



 

 
 

表 2-1-1 調査対象疾患（類別感染症）一覧  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について 
（平成 11年 3月 19日健医発第 458号通知）        （平成 20年 5月 12日健発第 0512003号改正現在) 

届出対象 
通
し
No 

類 

類
内 
番
号 

対象感染症 
届出種類 

(全数/定点) 

届出、報告時期 
（医師→保健所→ 
情報ｾﾝﾀｰ →国） 患者 

擬似症
患者 

無症状病
原体保有
者 

1 1 エボラ出血熱 ○ ○ ○ 

2 2 クリミア・コンゴ出血熱 ○ ○ ○ 

3 3 痘そう ○ ○ ○ 

4 4 南米出血熱 ○ ○ ○ 

5 5 ペスト ○ ○ ○ 

6 6 マールブルグ病 ○ ○ ○ 

7 

1 類 

7 ラッサ熱 

全数 直ちに 

○ ○ ○ 

8 1 急性灰白髄炎 ○   ○ 

9 2 結核 ○ ○ ○ 

10 3 ジフテリア ○   ○ 

11 4 
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコ
ロナウイルスであるものに限る) 

○ ○ ○ 

12 

2 類 

5 
鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）（病原体がインフルエンザ
ウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであってその血
清亜型がＨ5Ｎ1であるものに限る。） 

全数 直ちに 

○ ○ ○ 

13 1 コレラ ○   ○ 

14 2 細菌性赤痢 ○   ○ 

15 3 腸管出血性大腸菌感染症 ○   ○ 

16 4 腸チフス ○   ○ 

17 

3 類 

5 パラチフス 

全数 直ちに 

○   ○ 

18 1 Ｅ型肝炎 ○   ○ 

19 2 ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎を含む） ○   ○ 

20 3 Ａ型肝炎 ○   ○ 

21 4 エキノコックス症 ○   ○ 

22 5 黄熱 ○   ○ 

23 6 オウム病 ○   ○ 

24 7 オムスク出血熱 ○   ○ 

25 8 回帰熱 ○   ○ 

26 9 キャサヌル森林病 ○   ○ 

27 10 Ｑ熱 ○   ○ 

28 11 狂犬病 ○   ○ 

29 12 コクシジオイデス症 ○   ○ 

30 13 サル痘 ○   ○ 

31 14 腎症候性出血熱 ○   ○ 

32 15 西部ウマ脳炎 ○   ○ 

33 16 ダニ媒介脳炎 ○   ○ 

34 17 炭疽 ○   ○ 

35 18 つつが虫病 ○   ○ 

36 19 デング熱 ○   ○ 

37 20 東部ウマ脳炎 ○   ○ 

38 21 鳥インフルエンザ ○   ○ 

39 22 ニパウイルス感染症 ○   ○ 

40 23 日本紅斑熱 ○   ○ 

41 24 日本脳炎 ○   ○ 

42 25 ハンタウイルス肺症候群 ○   ○ 

43 26 Ｂウイルス病 ○   ○ 

44 27 鼻疽 ○   ○ 

45 28 ブルセラ症 ○   ○ 

46 29 ベネズエラウマ脳炎 ○   ○ 

47 30 ヘンドラウイルス感染症 ○   ○ 

48 31 発しんチフス ○   ○ 

49 32 ボツリヌス症 ○   ○ 

50 33 マラリア ○   ○ 

51 34 野兎病 ○   ○ 

52 35 ライム病 ○   ○ 

53 36 リッサウイルス感染症 ○   ○ 

54 37 リフトバレー熱 ○   ○ 

55 

4 類 

38 類鼻疽 

全数 直ちに 

○   ○ 

 



 

 
 

表 2-1-2 調査対象疾患（類別感染症）一覧  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について 
（平成 11年 3月 19日健医発第 458号通知）        （平成 20年 5月 12日健発第 0512003号改正現在) 

届出対象 
通
し
No 

類 

類
内 
番
号 

対象感染症 
届出種類 
(全数/定点) 

届出、報告時期 
（医師→保健所→ 
情報ｾﾝﾀｰ →国） 患者 

擬似症
患者 

無症状病
原体保有
者 

56 39 レジオネラ症 ○   ○ 

57 40 レプトスピラ症 ○   ○ 

58 

4 類 

41 ロッキー山紅斑熱 

全数 直ちに 

○   ○ 

59 1 アメーバ赤痢 ○     

60 2 ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く） ○     

61 3 
急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介
脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及び
リフトバレー熱を除く） 

○     

62 4 クリプトスポリジウム症 ○     

63 5 クロイツフェルト・ヤコブ病 ○     

64 6 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 ○     

65 7 後天性免疫不全症候群 ○   ○ 

66 8 ジアルジア症 ○     

67 9 髄膜炎菌性髄膜炎 ○     

68 10 先天性風しん症候群 ○     

69 11 梅毒 ○   ○ 

70 12 破傷風 ○     

71 13 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ○     

72 14 バンコマイシン耐性腸球菌感染症 

７日以内 

○     

73 15 風しん ○   

74 16 麻しん 

全数 

７日以内（24 時間以内） 
○   

75 17 ＲＳウイルス感染症 ○     

76 18 咽頭結膜熱 ○     

77 19 Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 ○     

78 20 感染性胃腸炎 ○     

79 21 水痘 ○     

80 22 手足口病 ○     

81 23 伝染性紅斑 ○     

82 24 突発性発しん ○     

83 25 百日咳 ○     

84 26 ヘルパンギーナ ○     

85 27 流行性耳下腺炎 

小児科定点 

○     

86 28 
インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエン
ザ等感染症を除く） 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ定点 ○     

87 29 急性出血性結膜炎 ○     

88 30 流行性角結膜炎 
眼科定点 

翌週の月曜日 

○     

89 31 性器クラミジア感染症 ○     

90 32 性器ヘルペスウイルス感染症 ○     

91 33 尖圭コンジローマ ○     

92 34 淋菌感染症 

ＳＴＤ定点 翌月初日 

○     

93 35 クラミジア肺炎（オウム病を除く） ○     

94 36 細菌性髄膜炎 
翌週の月曜日 

○     

95 37 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 翌月初日 ○     

96 38 マイコプラズマ肺炎 ○     

97 40 無菌性髄膜炎 
翌週の月曜日 

○     

98 41 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ○     

99 

5 類 

42 薬剤耐性緑膿菌感染症 

基幹定点 

翌月初日 
○     

100 1 新型インフルエンザ ○ ○ ○ 

101 

新型
イン 
フル 2 再興型インフルエンザ 

全数 直ちに 
○ ○ ○ 

102 1 
摂氏３８度以上の発熱及び呼吸器症状（明らかな外傷又は
器質的疾患に起因するものを除く。） 

小児科・内科擬
似症定点（第 1
号擬似症定点）

- - - 

103 

疑 
似 
症 

2 
発熱及び発しん又は水疱（ただし、当該疑似症が二類感染
症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状
であることが明らかな場合を除く。） 

小児科・内科・
皮膚科擬似症
定点 
（第 2 号擬似
症定点） 

直ちに 
 

擬似症定点 →国（オン
ラインシステムによる

報告） 
- - - 

 



 

 
 

表 2-2-1 全数把握感染症の月別発生状況（2010 年）  
診  断  月    別    件    数    (2010) 

類別 感染症の名称 
計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

エボラ出血熱 0             

クリミア・コンゴ出血熱 0             

痘そう 0             

南米出血熱 0             

ペスト 0             

マールブルグ病 0             

1 類 

ラッサ熱 0             

急性灰白髄炎 0             

結核 280 23 22 25 23 25 24 27 20 11 27 21 32

ジフテリア 0             

重症急性呼吸器症候群 0             

2 類 

鳥インフルエンザ（H5N1) 0             

コレラ 0             

細菌性赤痢 1             1   

腸管出血性大腸菌感染症 20  1    1 3 4 8 1 1 1 

腸チフス 1     1            

3 類 

パラチフス 0             

Ｅ型肝炎 0             

ウエストナイル熱（ｳｴｽﾄﾅｲﾙ脳炎を含む) 0             

Ａ型肝炎 4    2  1   1       

エキノコックス症 0             

黄熱 0             

オウム病 0             

オムスク出血熱 0             

回帰熱 0             

キャサヌル森林病 0             

Ｑ熱 0             

狂犬病 0             

コクシジオイデス症 0             

サル痘 0             

腎症候性出血熱 0             

西部ウマ脳炎 0             

ダニ媒介脳炎 0             

炭疽 0             

つつが虫病 1  1               

デング熱 4         1 3     

東部ウマ脳炎 0             

鳥インフルエンザ 0             

ニパウイルス感染症 0             

日本紅斑熱 0             

日本脳炎 0             

ハンタウイルス肺症候群 0             

Ｂウイルス病 0             

鼻疽 0             

ブルセラ症 0             

ベネズエラウマ脳炎 0             

ヘンドラウイルス感染症 0             

発しんチフス 0             

ボツリヌス症 0             

マラリア 0             

野兎病 0             

ライム病 0             

リッサウイルス感染症 0             

リフトバレー熱 0             

類鼻疽 0             

レジオネラ症 6     1  2 1   1  1 

レプトスピラ症 1           1     

4 類 

ロッキー山紅斑熱 0             

 

 

 



 

 
 

表 2-2-2 全数把握感染症の月別発生状況（2010 年）  
診  断  月    別    件    数    (2010) 

類別 感染症の名称 
計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

アメーバ赤痢 8    2 1 1   2 1   1 

ｳｲﾙｽ性肝炎（E型肝炎及び A型肝炎を除く) 2                2 

急性脳炎 7 3 1     1 1      1 

クリプトスポリジウム症 0                 

クロイツフェルト・ヤコブ病 1                1 

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1  1               

後天性免疫不全症候群 18 6   1 1 1 2 2   1 1 3 

ジアルジア症 0                 

髄膜炎菌性髄膜炎 0                 

先天性風しん症候群 0                 

梅毒 6  3           1 1 1 

破傷風 0                 

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0                 

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 0                 

風しん 2      1       1   

5 類 

麻しん 14 1 2 1 3 1 1 2   1 1  1 

新型インフルエンザ 0             新型インフ
ルエンザ 再興型インフルエンザ 0             

計 377 33 31 26 31 30 30 37 32 25 34 24 44

 



 

 
 

 
表 2-3-1 全数把握感染症の年齢階級別発生状況（2010 年） 

診  断  年  齢    別    件    数    (2010) 

類別 感染症の名称 
計 

0
歳

1
～
4 

5
～
9 

10
～
14

15
～
19

20
～
24

25
～
29

30
～
34

35
～
39

40
～
44 

45
～
49 

50
～
54 

55
～
59 

60
～
64

65
～
69

70
歳
～

エボラ出血熱 0     
クリミア・コンゴ出血熱 0     

痘そう 0     

南米出血熱 0     

ペスト 0     

マールブルグ病 0     

1 類 

ラッサ熱 0     

急性灰白髄炎 0     

結核 280 1 4 1 2 7 11 23 17 14 20 18 12 14 20 27 89

ジフテリア 0     

重症急性呼吸器症候群 0     

2 類 

鳥インフルエンザ（H5N1) 0     

コレラ 0     
細菌性赤痢 1 1     

腸管出血性大腸菌感染症 20 3 3 1 1 3 2 1  1  1 4

腸チフス 1 1     
3 類 

パラチフス 0     

Ｅ型肝炎 0     
ウエストナイル熱（ｳｴｽﾄﾅｲﾙ脳炎を含む) 0     

Ａ型肝炎 4 1  1   1 1

エキノコックス症 0     

黄熱 0     

オウム病 0     

オムスク出血熱 0     

回帰熱 0     

キャサヌル森林病 0     

Ｑ熱 0     

狂犬病 0     

コクシジオイデス症 0     

サル痘 0     

腎症候性出血熱 0     

西部ウマ脳炎 0     

ダニ媒介脳炎 0     

炭疽 0     

つつが虫病 1     1

デング熱 4 2 1 1     

東部ウマ脳炎 0     

鳥インフルエンザ 0     

ニパウイルス感染症 0     

日本紅斑熱 0     

日本脳炎 0     

ハンタウイルス肺症候群 0     

Ｂウイルス病 0     

鼻疽 0     

ブルセラ症 0     

ベネズエラウマ脳炎 0     

ヘンドラウイルス感染症 0     

発しんチフス 0     

ボツリヌス症 0     

マラリア 0     

野兎病 0     

ライム病 0     

リッサウイルス感染症 0     

リフトバレー熱 0     

類鼻疽 0     

レジオネラ症 6  1  1 2 2

レプトスピラ症 1     1

4 類 

ロッキー山紅斑熱 0     



 

 
 

 
表 2-3-2 全数把握感染症の年齢階級別発生状況（2010 年） 

診  断  年  齢    別    件    数    (2010) 

類別 感染症の名称 
計 

0
歳

1
～
4 

5
～
9 

10
～
14

15
～
19

20
～
24

25
～
29

30
～
34

35
～
39

40
～
44 

45
～
49 

50
～
54 

55
～
59 

60
～
64

65
～
69

70 歳
～ 

アメーバ赤痢 8 2  1 1 2 1 1
ｳｲﾙｽ性肝炎（E型肝炎及び A型肝炎を除く) 2    1 1

急性脳炎 7 2 1 1 1 1    1 

クリプトスポリジウム症 0     

クロイツフェルト・ヤコブ病 1     1

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 1     

後天性免疫不全症候群 18 6 1 2 3    4 2

ジアルジア症 0     

髄膜炎菌性髄膜炎 0     

先天性風しん症候群 0     

梅毒 6 1 1    1 1 1 1

破傷風 0     

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0     

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 0     

風しん 2 1 1     

5 類 

麻しん 14 7 1 1 1 1 2  1   

新型インフルエンザ 0                 新型インフ
ルエンザ 再興型インフルエンザ 0                 

計 377 1 13 6 9 10 23 32 25 20 20 23 13 25 23 33 101

 

 



図2-1-1　定点把握感染症（毎週報告感染症分）　縦軸は定点あたりの報告数

──：流行発生警報基準値　──：流行発生警報継続基準値　（基準があるもののみ）



図2-1-2　定点把握感染症（毎週報告感染症分）　縦軸は定点あたりの報告数

──：流行発生警報基準値　──：流行発生警報継続基準値　（基準があるもののみ）



表2-4　基幹定点把握の感染症発生状況

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

計 3 0 1 0 0 0 2 2 2 1 0 1 12

男 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7

女 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5

計 9 8 5 7 0 7 5 13 6 6 10 0 76

男 6 4 3 3 0 2 3 5 3 3 4 0 36

女 3 4 2 4 0 5 2 8 3 3 6 0 40

計 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

（数字は患者数）

表2-5　定点把握の性感染症発生状況

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

9 8 8 3 3 5 9 8 2 6 5 7 73
3.0 2.0 2.7 1.5 1.0 1.7 3.0 2.0 0.7 2.0 1.3 1.8 1.9
7 5 5 0 2 5 6 6 2 4 4 3 49
2.3 1.3 1.7 0.0 0.7 1.7 2.0 1.5 0.7 1.3 1.0 0.8 1.3
2 3 3 3 1 0 3 2 0 2 1 4 24
0.7 0.8 1.0 1.5 0.3 0.0 1.0 0.5 0.0 0.7 0.3 1.0 0.6

7 8 6 3 4 7 7 9 9 8 8 10 86
2.3 2.0 2.0 1.5 1.3 2.3 2.3 2.3 3.0 2.7 2.0 2.5 2.2
5 4 6 3 4 6 7 4 6 7 7 6 65
1.7 1.0 2.0 1.5 1.3 2.0 2.3 1.0 2.0 2.3 1.8 1.5 1.7
2 4 0 0 0 1 0 5 3 1 1 4 21
0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.3 1.0 0.3 0.3 1.0 0.5

8 4 6 6 5 7 5 6 5 6 9 6 73
2.7 1.0 2.0 3.0 1.7 2.3 1.7 1.5 1.7 2.0 2.3 1.5 1.9
8 3 2 5 5 6 3 4 3 4 3 4 50
2.7 0.8 0.7 2.5 1.7 2.0 1.0 1.0 1.0 1.3 0.8 1.0 1.3
0 1 4 1 0 1 2 2 2 2 6 2 23
0.0 0.3 1.3 0.5 0.0 0.3 0.7 0.5 0.7 0.7 1.5 0.5 0.6

7 5 5 3 3 1 5 6 3 5 1 4 48
2.3 1.3 1.7 1.5 1.0 0.3 1.7 1.5 1.0 1.7 0.3 1.0 1.2
6 5 5 3 3 1 4 5 2 5 1 3 43
2.0 1.3 1.7 1.5 1.0 0.3 1.3 1.3 0.7 1.7 0.3 0.8 1.1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5
0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.1

18 14 9 14 10 15 16 14 17 15 20 13 175
6.0 3.5 3.0 7.0 3.3 5.0 5.3 3.5 5.7 5.0 5.0 3.3 4.5
17 12 8 14 8 13 13 12 16 13 17 11 154
5.7 3.0 2.7 7.0 2.7 4.3 4.3 3.0 5.3 4.3 4.3 2.8 3.9
1 2 1 0 2 2 3 2 1 2 3 2 21
0.3 0.5 0.3 0.0 0.7 0.7 1.0 0.5 0.3 0.7 0.8 0.5 0.5

図2-2　性感染症の性別、年齢層別構成

上段：報告数、下段：定点あたりの報告数

計

男

女

計

男

女

計

女

計

なし
非クラミジア性非淋菌性
尿道炎

種類 感染症の名称

５類

月　別　件　数　　　　　　2010年

月　別　件　数　　　　　　2010年

男

感染症の名称

メチシリン耐性ブドウ球菌
感染症

５類

種類

５類

性器クラミジア感染症

性器ヘルペスウイルス
感染症

５類

５類 尖圭コンジロ-マ

淋菌感染症 男

女

５類
ペニシリン耐性肺炎球菌
感染症

５類 薬剤耐性緑膿菌感染症

男

女

計



 

 

３ 生活科学課 

 生活科学課の業務は、食中毒や飲料水汚染等から市民 
生活を守るための理化学的検査及び調査研究である。 
 検査業務には、年間計画に基づき市内に流通する食品、

家庭用品等について行なうＧＬＰ（検査結果の信頼性を 
担保するための検査業務管理制度）に則した試験検査の 
ほか、食中毒・苦情食品等の理化学検査や飲料水等及び 
プール水の水質検査、医薬品等検査、室内空気中の化学

物質検査などを実施している。 
平成 22 年度の業務概要は以下のとおりである。 

 

(１）食品等の理化学検査 
平成 22 年度の理化学検査総数は、食品等 582 検体（568

検体、14 食品群）、22,249 項目であった。 
 

ア 食品中の添加物等検査、乳及び乳製品・容器
包装等の規格試験検査、重金属検査、自然毒検査

（添加物等検査） 

  甘味料 359 項目、着色料 2,034 項目、保存料 364 
 項目、酸化防止剤 130 項目、漂白･殺菌剤 27 項目、発
 色剤 64 項目、防ばい剤 2 項目、品質保持剤 19 項目、
乳化剤 10 項目を実施した（表 3-1-1）。 

（乳等規格検査） 
  乳等規格検査 72 項目を実施した（表 3-1-1）。 

（容器包装等規格検査） 
  容器包装等規格検査 25 項目（うち器具容器包装の重

金属検査 5 項目を含む）を実施した（表 3-1-1）。 

（添加物規格検査）  
  規格検査 11 項目を実施した（表 3-1-1）。 
（重金属検査） 
  魚介類、清涼飲料水、器具容器包装などについて 227

項目を実施した（表 3-1-1～2）。 

（自然毒検査） 
  カビ毒、貝毒について 11 検体 17 項目を実施した（表

3-1-1、表 3-1-3）。 

イ 農産物等の残留農薬検査 

 穀類及びその加工品 1,591 項目、農産物（豆類、果実、

野菜、種実、茶）8,495 項目、学校給食食材 12 項目、そ

の他の食品 1,933 項目、苦情品 3,169 項目を実施した。 

また、厚生労働省による食品残留農薬等一日摂取量実

態調査に参加し、1,190 項目について検査を実施した。 

以上、全体で 16,378 項目の検査を実施した（表 3-1-1、

表 3-1-4-1～4）。 

ウ 畜水産物中の残留動物用医薬品の検査 
 
 乳（生乳・牛乳）232 項目、鶏卵 40 項目、食肉（牛肉・
豚肉・鶏肉）1,579 項目、魚介類（コイ・マダイ等 9種）

232 項目を実施した。 

また、厚生労働省による食品残留農薬等一日摂取量実

態調査に参加し、24 項目について検査を実施した。 

 以上、全体で 2,107 項目の検査を実施した（表 3-1-5）。

エ 組換えＤＮＡ技術応用食品の検査 

組換えＤＮＡ技術応用食品の検査に関して、トウモロ

コシ 10 検体、パパイヤ 2 検体、計 12 検体の検査を実施

した（表 3-1-6） 

 オ 苦情食品検査 

保健所から依頼された苦情食品検査は、51 検体で、

依頼項目は、3,570 項目であった（表 3-1-7～8）。 
 
（２）家庭用品の規格検査 
 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」 

 に基づき、健康被害を防止するため、ホルムアルデヒド

等 14 物質について検査を行った。内訳は繊維製品 15 種

256 項目、家庭用化学製品 10 種 65 項目であり、合計 25

種 321 項目の検査を実施した（表 3-2）。 

  

（３）飲料水等及び遊泳用プール水の水質検査 
  飲料水等の水質検査は、水道法の「水質基準に関する

 省令」に基づき、50 基準項目（30 健康項目＋20 性状項

 目）について実施した。また、「千葉市遊泳用プール指 
導要綱」に基づきプール水の検査を行なった。 

  平成 22 年度の全検査件数は 1,317 件で、このうち飲 

料水等の水質検査は 1,160 件、プール水は 157 件であっ

た（表 3-3-1）。 

自家用井戸水の検査件数 699 件中 146 件（20.9％）で

不適項目があった（表 3-3-2）。 

  必須項目検査を実施した自家用井戸水（424 件）の検
査結果を区別、項目別に集計した（表 3-3-3）。また、平

成 22 年度に検査を実施した飲料水等の検査項目別検査 

件数と不適合数を表 3-3-4に示した。なお、プール水 

の検査状況は表 3-3-5のとおりであった。 

 

（４）医薬品等検査 
 厚生労働省通知の「薬事監視指導要領」に基づく医薬

品等の一斉取締りに係る検査を 2検体 2項目について実

施した。基準違反はなかった（表 3-4）。 

 

（５）室内空気化学物質の検査 
 厚生労働省通知に基づく検査を 5件 245 項目について

実施した。また、「建築物における衛生的環境の確保に関

する法律」に基づく検査を 4 件 20 項目について実施し

た（表 3-5）。 

 

（６）内部精度管理・外部精度管理等 
 検査の信頼性確保を目的として「千葉市食品衛生検査

施設における検査等の業務管理要領」等に基づき、内部

精度管理・外部精度管理等を行った（表 3-6）。 
 内部精度管理は、日常の食品等や家庭用品の理化学検

査の精度確認であり、外部精度管理は、外部機関から送

付される擬似食品等を日常と同様に検査を行い、他の検

査施設との比較を目的に行うもので、食品等や飲料水等

の理化学検査について行っている。 
 各検査は、「標準作業書」に基づき実施しており、「検

査標準作業書」は常に見直し、必要な改定を実施してい 
る。また、食品等や家庭用品検査に使用する機器類につ 
いても、ＧＬＰで規定した「機械器具保守管理標準作業

書」に基づき保守点検を実施している。 
 
 
 
 



 

 

ア 食品等の理化学検査 

保健所で収去した食品等の検体については、厚生労働

省通知の「食品衛生検査施設等における検査等の業務管

理要領」を受け、全て「千葉市食品衛生検査施設におけ 
る検査等の業務管理要領」等に従い検査及び内部精度管

理を行った。 

(ｱ)内部精度管理  
検査精度確認のため、試験品の検査頻度に応じ、検査

項目ごとに添加回収試験を実施した。 

(ｲ)外部精度管理 

第三者機関である（財）食品薬品安全センターから送

付された検体について延べ 4 回の検査を実施し、結果は

良好であった。 

イ 家庭用品の理化学検査 

 保健所が「千葉市家庭用品監視指導要領」に基づき試

買した検体の検査については、「千葉市家庭用品検査施設

における検査等の業務管理要領」の考え方に従った。 
内部精度管理として、検査項目毎に件数に応じた頻度

での添加回収試験を実施した。 

ウ 飲料水等の理化学検査 

 千葉県水道水質管理連絡協議会及び厚生労働省が実施

する外部精度管理に参加し、延べ 3 回 5 項目について実

施した。 

表 3-1-1 平成 22 年度 食品理化学等検査実施状況 
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留
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動
物
用
医
薬
品 

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
食
品

 

そ
の
他 

総
検
査
項
目
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検査区分合計 582 359 2,034 364 130 27 64 2 19 10 72 25 11 227 17 16,378 2,107 12 391 22,249

魚介類 43 - - - - 2 - - - - - - - 183 12 - 232 - 1 430

冷凍食品 24 - - - - - - - - - - - - - - 1,876 - - - 1,876

魚介類加工品 79 130 576 164 26 10 14 - 7 - - - - - - - - - - 927

肉卵類及びその

加工品 
116 - 144 18 - - 50 - - - - - - - - 57 1,619 - - 1,888

乳製品 19 20 24 33 12 - - - - - 6 - - - - - - - -  95

アイスクリーム 

類・氷菓 
10 20 120 - - - - - - - 10 - - - - - - - - 150

穀類及び 

その加工品 
40 12 144 12 20 - - - 12 - - - - - 5 1,591 - 6 12 1,814

野菜類・果物 

及びその加工品 
105 59 348 68 - 13 - 2 - - - - - - - 8,495 - 2 - 8,987

菓子類 54 110 630 60 70 - - - - 10 - - - - - - - 4 - 884

清涼飲料水 5 6 36 8 - - - - - - - - - 20 - - - - - 70

添加物及び 

その製剤 
2 - - - - - - - - - - - 11 5 - - - - - 16

器具容器包装  5 - - - - - - - - - - 25 - 15 - - - - - 40

生乳 2 - - - - - - - - - 4 - - - - - 31 - - 35

牛乳 13 - - - - - - - - - 52 - - - - - 201 - - 253

食 

品 
等 

  小 計 517 357 2,022 363 128 25 64 2 19 10 72 25 11 223 17 12,019 2,083 12 13 17,465

苦情品（食品等） 51 2 12 1 2 2 - - - - - - - 4 - 3,169 - - 378 3,570

食品残留農薬等 

一日摂取量実態調査 
14 - - - - - - - - - - - - - - 1,190 24 - - 1,214

  



表 3-1-2　平成22年度　重金属検査

検体数 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 5 2 1 42

ヒ素 - - - - - - - - - - - - 5 - - 1 6

鉛 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 5 - 1 40

カドミウム 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 5 - 1 40

スズ - - - - - - - - - - - - 5 - - 1 6

亜鉛 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 - - - - 29

水銀 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 - - - - 29

銅 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 - - - - 29

ＴＢＴＯ - - 2 - 2 - 3 3 2 2 3 2 - - - - 19

ＴＰＴ - - 2 - 2 - 3 3 2 2 3 2 - - - - 19

ヒ素（添加物規格） - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2

鉛（添加物規格） - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1

重金属（添加物規格・容器包装規格） - - - - - - - - - - - - - 5 2 - 7

アンチモン　（容器包装規格） - - - - - - - - - - - - - - - - 0

ゲルマニウム (容器包装規格） - - - - - - - - - - - - - - - - 0

合　計 10 15 14 15 14 10 21 21 14 14 21 14 20 15 5 4 227

表 3-1-3　平成22年度　自然毒検査

検体数 2 1 1 1 2 2 2

アフラトキシン 2 1 1 1 - - -

下痢性貝毒 - - - - 2 2 2

麻痺製貝毒 - - - - 2 2 2

合　計 2 1 1 1 4 4 4
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表3-1-4-1　平成22年度　農作物等の残留農薬検査（検体種別　収去・買上検査）

分類 検体種 検体数 項目数

穀類及びその加工品 小麦粉 5 795

豆類 らっかせい 1 159

果実 日本なし 1 167

りんご 1 167

いちご 1 166

野菜 キャベツ 3 504

こまつな 4 668

だいこん類の根 1 168

はくさい 1 168

かんしょ 1 169

さといも類 2 338

ばれいしょ 1 165

かぼちゃ 1 169

きゅうり 4 672

すいか 1 167

ごぼう 2 338

レタス（サラダ菜を含む） 4 672

にんじん 5 845

トマト 1 168

なす 2 336

ピーマン 1 168

ねぎ 6 1014

らっきょう 1 169

ほうれんそう 3 501

種実類 アーモンド 1 159

くるみ 2 318

その他のナッツ類 1 159

茶 茶 5 585

その他 冷凍食品等 25 1933

90 12,007

表3-1-4-2　平成22年度　農作物等の残留農薬検査（検体種別　給食食材）

分類 検体種 検体数 項目数

野菜 キャベツ 2 2

はくさい 2 2

きゅうり 1 1

しめじ 1 1

トマト 1 1

たまねぎ 1 1

ねぎ 1 1

ほうれんそう 1 1

その他 冷凍コーン 1 1

冷凍グリーンピース 1 1

12 12合  計

合  計



表3-1-4-3　平成22年度　農作物等の残留農薬検査（農薬別　収去・買上、給食食材検査数）

農薬名 検査数 農薬名 検査数 農薬名 検査数

BHC 62 シハロトリン 62 フェントエート 82

DDT 62 ジフェナミド 67 フェンバレレート 62

EPN 87 ジフェノコナゾール 62 フェンブコナゾール 67

XMC 62 シフルトリン 62 フェンプロパトリン 62

アクリナトリン 62 ジフルベンズロン 47 フェンプロピモルフ 67

アザコナゾール 67 シプロコナゾール 67 フサライド 67

アジンホスエチル 20 シペルメトリン 62 ブタミホス 87

アジンホスメチル 20 シマジン 67 ブピリメート 67

アセタミプリド 62 ジメタメトリン 67 ブプロフェジン 67

アセトクロール 67 ジメチルビンホス 87 フラムプロップメチル 67

アセフェート 20 ジメトエート 82 フルアクリピリム 67

アトラジン 67 ジメピペレート 67 フルシトリネート 62

アメトリン 67 スルプロホス 20 フルトラニル 67
アルドリン及びディルドリン 49 ダイアジノン 82 フルトリアホール 67

イサゾホス 67 チオベンカルブ 67 フルバリネート 62

イソキサチオン 82 チオメトン 87 フルフェノクスロン 47

イソフェンホス 87 テクナゼン 67 フルミオキサジン 67

イソプロカルブ 67 テトラクロルビンホス 67 フルミクロラックペンチル 67

イソプロチオラン 67 テトラジホン 62 プレチラクロール 67

イプロバリカルブ 47 テニルクロール 67 プロシミドン 67

イプロベンホス 87 テブコナゾール 67 プロチオホス 82
イマザメタベンズメチルエステル 67 テブフェンピラド 62 プロパクロール 67

イミベンコナゾール 62 テフルトリン 67 プロパニル 67

エスプロカルブ 67 テフルベンズロン 47 プロパホス 20

エチオン 82 デルタメトリン及びトラロメトリン 62 プロパルギット 67

エディフェンホス 87 テルブホス 87 プロピコナゾール 62

エトフメセート 67 トリアジメノール 67 プロピザミド 67

エトプロホス 87 トリアジメホン 67 プロフェノホス 82

エトリムホス 87 トリアゾホス 65 プロポキスル 67

エンドスルファン 67 トリアレート 67 ブロマシル 67

エンドリン 32 トリブホス 67 プロメトリン 67

オキサジアゾン 67 トリフロキシストロビン 67 ブロモブチド 67

オキサジキシル 67 トルクロホスメチル 87 ブロモプロピレート 67

オキシフルオルフェン 67 トルフェンピラド 67 ブロモホスエチル 20

オメトエート 20 ナプロパミド 67 ヘキサジノン 67

カズサホス 87 ニトロタールイソプロピル 67 ベナラキシル 67

カルバリル 47 ノルフルラゾン 67 ベノキサコル 67

カルフェントラゾンエチル 67 パクロブトラゾール 67 ペルメトリン 62

カルボフラン 67 バミドチオン 20 ベンダイオカルブ 47

キナルホス 87 パラチオン 81 ペンディメタリン 67

キノキシフェン 67 パラチオンメチル 82 ベンフルラリン 67

キノクラミン 67 ハルフェンプロックス 62 ベンフレセート 67

キントゼン 67 ビテルタノール 67 ホサロン 82

クマホス 20 ビフェントリン 62 ホスチアゼート 87

クロマゾン 67 ピペロホス 67 ホスファミドン 87

クロルタールジメチル 67 ピラクロホス 82 ホスメット 87

クロルピリホス 94 ピラゾホス 67 ホルモチオン 20

クロルピリホスメチル 87 ピリダフェンチオン 87 ホレート 87

クロルフェンビンホス 87 ピリダベン 62 マラチオン 87

クロルフルアズロン 47 ピリフェノックス 62 ミクロブタニル 62

クロルプロファム 67 ピリプロキシフェン 67 メタミドホス 20

クロルベンジレート 67 ピリミカーブ 47 メタラキシル及びメフェノキサム 67

サリチオン 20 ピリミホスメチル 82 メチダチオン 82

シアノフェンホス 20 ビンクロゾリン 67 メトキシクロル 67

シアノホス 87 フェナミホス 87 メトミノストロビン 67

ジエトフェンカルブ 67 フェナリモル 67 メトラクロール 67

ジクロフェンチオン 20 フェニトロチオン 82 メフェナセット 67

ジクロホップメチル 67 フェノチオカルブ 67 メプロニル 67

ジクロラン 67 フェノトリン 67 モノクロトホス 87

ジクロルボス 20 フェノブカルブ 47 ルフェヌロン 47

ジコホール 62 フェンスルホチオン 87 レナシル 67

ジスルホトン 20 フェンチオン 87 合  計 12,019



表3-1-4-4　平成22年度　苦情食品、食中毒等の残留農薬検査（農薬別検査数）

農薬名 検査数 農薬名 検査数 農薬名 検査数
BHC 18 シハロトリン 18 フェントエート 20
DDT 18 ジフェナミド 18 フェンバレレート 18
EPN 20 ジフェノコナゾール 18 フェンブコナゾール 18
XMC 18 シフルトリン 18 フェンプロパトリン 18
アクリナトリン 18 シフルベンズロン 3 フェンプロピモルフ 18
アザコナゾール 18 シプロコナゾール 18 フサライド 18
アジンホスエチル 2 シペルメトリン 18 ブタミホス 20
アジンホスメチル 2 シマジン 18 ブピリメート 18
アセタミプリド 18 ジメタメトリン 18 ブプロフェジン 18
アセトクロール 18 ジメチルビンホス 20 フラムプロップメチル 18
アセフェート 20 ジメトエート 20 フルアクリピリム 18
アトラジン 18 ジメピペレート 18 フルシトリネート 18
アメトリン 18 スルプロホス 20 フルトラニル 18
アルドリンおよびディルドリン 18 ダイアジノン 20 フルトリアホール 18
イサゾホス 18 チオベンカルブ 18 フルバリネート 18
イソキサチオン 20 チオメトン 20 フルフェノクスロン 3
イソフェンホス 20 テクナゼン 18 フルミオキサジン 18
イソプロカルブ 18 テトラクロルビンホス 18 フルミクロラックペンチル 18
イソプロチオラン 18 テトラジホン 18 プレチラクロール 18
イプロバリカルブ 3 テニルクロール 18 プロシミドン 18
イプロベンホス 20 テブコナゾール 18 プロチオホス 20
イマザメタベンズメチルエステル 18 テブフェンピラド 18 プロパクロール 18
イミベンコナゾール 18 テフルトリン 18 プロパニル 18
エスプロカルブ 18 テフルベンズロン 3 プロパホス 20
エチオン 20 デルタメトリン及びトラロメトリン 18 プロパルギット 18
エディフェンホス 20 テルブホス 20 プロピコナゾール 18
エトフメセート 18 トリアジメノール 18 プロピザミド 18
エトプロホス 20 トリアジメホン 18 プロフェノホス 20
エトリムホス 20 トリアゾホス 18 プロポキスル 18
エンドスルファン 18 トリアレート 18 ブロマシル 18
エンドリン 18 トリブホス 18 プロメトリン 18
オキサジアゾン 18 トリフロキシストロビン 18 ブロモブチド 18
オキサジキシル 18 トルクロホスメチル 20 ブロモプロピレート 18
オキシフルオルフェン 18 トルフェンピラド 18 ブロモホスエチル 2
オメトエート 2 ナプロパミド 18 ヘキサジノン 18
カズサホス 20 ニトロタールイソプロピル 18 ベナラキシル 18
カルバリル 3 ノルフルラゾン 18 ベノキサコル 18
カルフェントラゾンエチル 18 パクロブトラゾール 18 ペルメトリン 18
カルボフラン 18 バミドチオン 2 ベンダイオカルブ 3
キナルホス 20 パラチオン 20 ペンディメタリン 18
キノキシフェン 18 パラチオンメチル 20 ベンフルラリン 18
キノクラミン 18 ハルフェンプロックス 18 ベンフレセート 18
キントゼン 18 ビテルタノール 18 ホサロン 20
クマホス 2 ビフェントリン 18 ホスチアゼート 20
クロマゾン 18 ピペロホス 18 ホスファミドン 20
クロルタールジメチル 18 ピラクロホス 20 ホスメット 20
クロルピリホス 20 ピラゾホス 18 ホルモチオン 20
クロルピリホスメチル 20 ピリダフェンチオン 20 ホレート 20
クロルフェンビンホス 20 ピリダベン 18 マラチオン 20
クロルフルアズロン 3 ピリフェノックス 18 ミクロブタニル 18
クロルプロファム 18 ピリプロキシフェン 18 メタミドホス 20
クロルベンジレート 18 ピリミカーブ 3 メタラキシル及びメフェノキサム 18
サリチオン 20 ピリミホスメチル 20 メチダチオン 20
シアノフェンホス 20 ビンクロゾリン 18 メトキシクロル 18
シアノホス 20 フェナミホス 20 メトミノストロビン 18
ジエトフェンカルブ 18 フェナリモル 18 メトラクロール 18
ジクロフェンチオン 20 フェニトロチオン 20 メフェナセット 18
ジクロホップメチル 18 フェノチオカルブ 18 メプロニル 18
ジクロラン 18 フェノトリン 18 モノクロトホス 20
ジクロルボス 20 フェノブカルブ 3 ルフェヌロン 4
ジコホール 18 フェンスルホチオン 20 レナシル 18
ジスルホトン 2 フェンチオン 20 合    計 3,169



 

 

表 3-1-5 平成 22 年度 畜水産物中の残留動物用医薬品検査 

          

 

検 体 名 

 

 

項 目 名 

 

牛
乳 

 

生
乳 

 

鶏
卵 

牛
肉 

豚
肉 

鶏
肉 

マ
ダ
イ 

 

コ
イ 

 

ニ
ジ
マ
ス 

 
 

ア
ユ 

 

ウ
ナ
ギ 

 

ヒ
ラ
メ 

 

ク
ル
マ
エ
ビ 

 

ブ
リ 

 

生
食
用
カ
キ 

総 
 

計 

検 体 数 13 2 10 7 12 66 3 3 2 2 3 3 3 3 11 142

オキシテトラサイクリン 13 2 10 7 10 66 3 3 2 2 3 3 2 3 11 140

クロルテトラサイクリン 13 2 10 7 10 66 - - - - - - - - - 108

テトラサイクリン 13 2 10 7 10 66 - - - - - - - - - 108

スピラマイシン - 2 - - - - 3 3 2 2 3 3 2 3 11 32

スルファメラジン 13 2 - 7 10 66 3 3 2 2 3 3 2 3 - 119

スルファジミジン 13 2 - 7 12 66 3 3 2 2 3 3 2 3 - 121

スルファモノメトキシン 13 2 - 7 10 66 3 3 2 2 3 3 2 3 - 119

スルファジメトキシン 13 2 - 7 10 66 3 3 2 2 3 3 2 3 - 119

スルファキノキサリン 13 2 - 7 10 66 3 3 2 2 3 3 2 3 - 119

オキソリン酸 13 2 - 7 10 66 3 3 2 2 3 3 2 3 - 119

チアンフェニコール 6 1 - 7 10 66 3 3 2 2 3 3 2 3 - 111

オルメトプリム 13 2 - 7 10 66 3 3 2 2 3 3 2 3 - 119

チアベンダゾール 13 2 - 7 10 66 - - - - - - - - - 98

フルベンダゾール 13 2 10 7 10 66 - - - - - - - - - 108

トリメトプリム 13 2 - 7 10 66 - - - - - - - - - 98

5-プロピルスルホニル-1H-ベン

ズイミダゾール-2-アミン 
13 2 - 7 10 66 - - - - - - - - - 98

レバミゾ－ル 13 2 - 7 10 66 - - - - - - - - - 98

オフロキサシン - - - 7 10 66 - - - - - - - - - 83

オルビロキサシン - - - 7 10 66 - - - - - - - - - 83

ダノフロキサシン - - - 7 10 66 - - - - - - - - - 83

項 目 数 合 計 201 31 40 133 192 1,254 30 30 20 20 30 30 20 30 22 2,083

               （食品残留農薬等の一日摂取量実態調査にかかる動物用医薬品検査 24 項目除く） 

               ＊総項目数は、食品残留農薬等一日摂取量実態調査を含め 2,107 項目。 

表 3-1-6 平成 22 年度 組換えＤＮＡ技術応用食品検査 

品  種 検体種類 項  目 検体数 項目数 検査方法 

トウモロコシ 加工食品 トウモロコシ（ＣＢＨ３５１） 10 10 定性ＰＣＲ 

パパイヤ 生食用 パパイヤ（５５－１） 2 2 定性ＰＣＲ 

               合  計 12 12  



 

 

 

 

表 3-1-7 平成 22 年度 苦情食品検査（理化学検査） 
 

搬入月 検 体 の 種 類 検体数 検 査 項 目 

４月 寿司 2 有機りん系農薬 57 項目 

５月 冷やしうどん 1 農薬 168 項目 揮発性有機化合物 19 項目 

６月 アボガド 4 農薬 169 項目×1 検体、178 項目×3 検体 

梅干し 2 保存料、甘味料、色、PH 
７月 

ウーロン茶 1 金属、農薬 168 項目  

アメリカンチェリー 1 農薬 168 項目  

本キスのてんぷら 2 揮発性有機化合物 19 項目 

煎餅 2 過酸価物価 
８月 

アルミホイル 1 鑑別 

９月 メカジキ切身 1 鑑別  

りんご 2 農薬 168 項目 

りんご 2 アスコルビン酸 １０月 

清涼飲料水 4 農薬 168 項目 

１２月 揚げ餅 1 揮発性有機化合物 19 項目、農薬 168 項目  

揚げ餅（対照品） 2 揮発性有機化合物 19 項目 
１月 

葛湯 1 揮発性有機化合物 19 項目、農薬 168 項目 

ボタンエビ（苦情同一ロット品） 1 揮発性有機化合物 19 項目、農薬 168 項目 

    〃   2 揮発性有機化合物 19 項目、二酸化イオウ ２月 

    〃   2 揮発性塩基窒素 

たこ焼き 2 揮発性有機化合物 19 項目、農薬 168 項目 

しじみ 2 揮発性有機化合物 19 項目 

弁当、菓子  11 フェノール類、クレゾール 
３月 

カレイ・ホタルイカ 2 揮発性有機化合物 19 項目 

苦情食品等検査依頼数 23 件 依頼検体数 51 検体 3,570 項目 

 

表 3-1-8 平成 22 年度 項目別苦情食品等検査依頼件数（農薬検査を除く） 
項    目 依頼件数 項    目 依頼件数 

揮発性有機化合物 19 項目 

揮発性塩基窒素 

フェノール類.クレゾール 

保存料 

甘味料 

タール系色素 12 項目 

ｐH 

アスコルビン酸 

 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

二酸化イオウ 

ヒ素 

鉛 

カドミウム 

スズ 

過酸化物価 

鑑別 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 



 

 

表 3-2 平成 22 年度 家庭用品検査 

ホルム 

アルデヒド 

 

 

 

 

      項 目 名 

 

 

 

 

 

 検 体 名 

生
後
二
十
四
ヶ
月
以
内
の
も
の 

生
後
二
十
四
ヶ
月
以
内
を
除
く
も
の 

小 
 
 
 

計 

 

塩
化
水
素 

 

有
機
水
銀 

 

デ
ィ
ル
ド
リ
ン 

 

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
錫
化
合
物 

 

水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
・
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム 

 

ト
リ
ブ
チ
ル
錫
化
合
物 

 

メ
タ
ノ
ー
ル 

 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

 

容
器
試
験 

 

ジ
ベ
ン
ゾ
（
ａ
・
ｈ
）
ア
ン
ト
ラ
セ
ン 

 

ベ
ン
ゾ
（
ａ
）
ア
ン
ト
ラ
セ
ン 

 
ベ
ン
ゾ
（
ａ
）
ピ
レ
ン 

検 

査 

数 

合 

計 

検 

体 

数 

合 

計 

試験検査数合計 67 21 88 2 62 11 62 2 62 4 6 6 4 4 4 4 321 114

基準違反数合計 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

おしめ 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - - - - - - - 12 3

おしめカバー 5 - 5 - 5 1 5 - 5 - - - - - - - 21 5

よだれ掛け 6 - 6 - 5 - 5 - 5 - - - - - - - 21 6

下着 10 6 16 - 16 - 16 - 16 - - - - - - - 64 16

中衣 6 - 6 - - - - - - - - - - - - - 6 6

外衣 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - 3 3

手袋 3 3 6 - 6 4 6 - 6 - - - - - - - 28 6

くつした 10 6 16 - 16 3 16 - 16 - - - - - - - 67 16

たび - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1

帽子 6 - 6 - - - - - - - - - - - - - 6 6

衛生パンツ - - - - 2 - 2 - 2 - - - - - - - 6 2

寝衣 10 3 13 - - - - - - - - - - - - - 13 13

寝具 5 - 5 - - - - - - - - - - - - - 5 5

床敷物 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 1

家庭用毛糸 - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2 2

繊 
 

維 
 

製 
 

品 

小  計 67 19 86 0 53 11 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 256 91

 家庭用接着剤 - - - - 3 - 3 - 3 - - - - - - - 9 3

くつしたどめ等接着

剤 
- 2 2 - - - - - - - - - - - - - 2 2

家庭用塗料 - - - - 2 - 2 - 2 - - - - - - - 6 2

家庭用ワックス - - - - 2 - 2 - 2 - - - - - - - 6 2

くつ墨・くつクリーム - - - - 2 - 2 - 2 - - - - - - - 6 2

家庭用エアゾル製品 - - - - - - - - - 4 4 4 - - - - 12 4

住宅用洗浄剤 - - - 2 - - - - - - - - 2 - - - 4 2

家庭用洗浄剤 - - - 2 - - - 2 - - 2 2 2 - - - 8 2

木材防腐剤・防虫剤 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 1

防腐木材・防虫木材 - - - - - - - - - - - - - 3 3 3 9 3

家

庭

用

化

学

製

品 

小  計 0 2 2 2 9 0 9 2 9 4 6 6 4 4 4 4 65 23

 

 



 

 

表 3-3-1 平成 22 年度 飲料水等及びプール水の検査種別件数  

検 体 名 検 査 種 別 一般依頼件数 保健所依頼件数 合  計 

全項目検査 18 0 18

省略不可能項目検査 60 0 60

必須項目検査 644 8 652

有機塩素系検査 165 0 165

給水設備関連項目検査 18 0 18

消毒副生成物検査 9 0 9

原水項目検査 4 0 4

単項目検査 234 0 234

飲料水等 

小        計 1,152 8 1,160

 プール水 157 0 157

合           計 1,309 8 1,317

 

 

表 3-3-2 平成 22 年度 飲料水等の検体種別検査結果 

検体種別 検査件数 適合件数 不適合件数 不適合率（％） 

自家用井戸水 699 553 146 20.9

専用水道原水 75 75 0 0.0

専用水道浄水 226 222 4 1.7

小規模専用水道原水 12 12 0 0.0

小規模専用水道浄水 45 43 2 0.0

簡易専用水道 26 26 0 0.0

小規模簡易専用水道 1 1 0 0.0

その他 77 73 4 5.2

合    計 1,161 1,005 156 13.4

 
 
表 3-3-3 平成 22 年度 自家用井戸水における区別必須項目検査結果 

項 目 別 不 適 合 数 
 

    項目 

 

 

区名 

検
査
件
数 

不
適
合
数 

 

不
適
合
率
（
％
） 

一般 

細菌 
大腸菌

硝酸・

亜硝酸

態窒素

塩素 

イオン
有機物 ｐＨ値 臭気 色度 濁度 

中央区 72 9 12.5 7 1 2 - - - - - -

花見川区 71 27 38.0 7 2 19 - - - - - -

稲毛区 46 14 30.4 3 1 10 - - - - 1 2

若葉区 149 29 19.5 10 1 15 1 - - 1 2 2

緑区 78 14 17.9 6 1 6 - - - 1 1 2

美浜区 8 4 50.0 3 - - 1 - - - - 1

その他 0 0 0.0 - - - - - - - - -

合  計 424 97 22.9 36 6 52 2 0 0 2 4 7

 



 

 

表3-3-4  平成22年度  項目別飲料水等検査 

 検査

件数 
不適 
合数 

不適合

率（％）

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 795 91 11.45

塩化物イオン 748 3 0.40

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 748 0 -

ｐＨ値 712 0 -

臭気 748 2 0.27

色度 749 7 0.93

濁度 749 10 1.34

カドミウム 18 0 -

水銀 19 0 -

セレン 18 0 -

鉛 36 0 -

ヒ素 30 4 13.33

六価クロム 19 0 -

シアン化物イオン及び塩化シアン 87 0 -

臭素酸 87 0 -

ホルムアルデヒド 87 0 -

フッ素 18 0 -

亜鉛 36 0 -

鉄 36 0 -

銅 36 0 -

ナトリウム 18 0 -

マンガン 29 1 3.45

カルシウム、マグネシウム等

（硬度） 
25 1 4.00

蒸発残留物 41 0 -

陰イオン界面活性剤 18 0 -

フェノール類 18 0 -

ホウ素 18 0 -

１,４－ジオキサン 19 0 -

アルミニウム 19 0 -

非イオン界面活性剤 19 0 -

ジェオスミン 18 0 -

２－メチルイソボルネオール 18 0 -

クロロ酢酸 87 0 -

ジクロロ酢酸 87 0 -

トリクロロ酢酸 87 0 -

ジクロロメタン 18 0 -

シス１,２－ジクロロエチレン及
びトランス１,2ジクロロエチレン

18 0 -

ベンゼン 18 0 -

クロロホルム 87 0 -

ジブロモクロロメタン 87 0 -

ブロモジクロロメタン 87 0 -

ブロモホルム 87 0 -

総トリハロメタン 87 0 -

四塩化炭素 183 0 -

テトラクロロエチレン 183 2 1.09

トリクロロエチレン 172 0 -

１,１,１－トリクロロエタン 172 0 -

塩素酸 88 1 1.14

合   計 7,584 122  

 表 3-3-5 平成 22 年度 プール水検査 

検 査 項 目 検査件数

 ｐＨ値 155

濁度 155

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 155

総トリハロメタン 2

合   計 467

 

 
 

表 3-4 平成 22 年度 医薬品検査 

項目数 項目

 
区別 

検体数
定量試験 崩壊試験 合計 

医 薬 品  2 2 0  2

  計  2 2 0  2

 

 
 
表 3-5 平成 22 年度  室内中化学物質検査 

項 
 

目 

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド 

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド 

ト
ル
エ
ン 

キ
シ
レ
ン 

パ
ラ
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン 

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン 

ス
チ
レ
ン 合 

 
 
 

計 

検体数 9 5 5 5 5 5 5 9

項目数 55 35 35 35 35 35 35 265

 
(内訳) 
厚労省通知に基づく依頼検査（5 件） 

検体数 5 5 5 5 5 5 5 5

項目数 35 35 35 35 35 35 35 245

 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく

依頼件数（4 件） 

検体数 4 - - - - - - 4

項目数 20 - - - - - - 20

 
 

 



 

 

表 3-6 精度管理に関する業務 

内部精度管理 外部精度管理 

 
実施 

頻度 
実施項目 

実施 

頻度 

実施項目数

実施検体数
実施項目 実施機関 

食品等 検査実

施毎 

試験品の検査項

目毎に添加回収

試験を実施 

年４回 ６項目 

４検体 

・漬物中の着色料の定性 

・飲料水中のサッカリンナトリウムの定量 

・とうもろこしペースト中のチオベンカルブ、

マラチオン及びクロルピリホスの定性及び

定量 

・鶏肉ペースト中のスルファジミジンの定量 

（財）食品薬品

安全センター

家庭用品 検査実

施毎 

試験品の検査項

目毎に添加回収

試験を実施 

 - - - - 

年２回 ２項目 

２検体 

第 1 回目：色度 

第 2 回目：カドミウム 

千葉県水道水質

管理連絡協議会

（水質検査精度

管理委員会） 

飲料水等 

- - 

年 1 回 ２項目 

２検体 

カドミウム 

フェノール類 

 

厚生労働省 

 

 



 

 

４ 環境科学課 

 環境科学課の業務は、行政依頼による検査測定業務と

未規制物質の分析手法等に係る調査研究業務である。 

検査・測定業務は、環境基本法に基づく大気や水質等

の環境基準の達成状況を評価する業務及び大気汚染防止

法・水質汚濁防止法・下水道法等に基づく、規制基準の

遵守状況を確認する業務である。 

 調査・研究業務としては、有害な化学物質による環境

汚染や地球温暖化問題に対応するため、有機塩素系化合

物の調査研究や環境ホルモンやフロン等の未規制物質に

関する分析手法の検討を行った。 

 また、近年の分析技術の進展等に対応するため、分析

機器の整備や分析精度の向上を図るなど、調査研究体制

の充実に努めた。 

 平成 22 年度の業務実績は次のとおりである。 

 
（１） 大気関係業務 
 行政からの依頼による検査測定及び調査研究として有

害大気汚染物質調査と関東浮遊粒子状物質合同調査を実

施した。 

平成 22 年度の検体数は、427 検体 6,171 項目であった

(表 4-1)。 

ア 検査測定 
(ｱ)浮遊粒子状物質検査 

千葉県の降下ばいじん及び浮遊粉じん調査計画に基づ

き、1 地点において年 12 回、粉じん量、金属成分 10 項目

の検査を行った（表 4-1）。 

(ｲ)降下ばいじん検査 

千葉県の降下ばいじん及び浮遊粉じん調査計画に基づ

き、ダストジャー法によるサンプリング調査を 12 地点に

おいて年 12 回、また乾性降下物質調査を 1 地点において

年 12 回、降下ばいじん量、金属成分 5 項目、ｐH、EC 及

びイオン成分 9 項目の検査を行った（表 4-1）。 

(ｳ)酸性雨検査 

千葉県の酸性雨調査計画に基づき、1 地点において年

12 回、雨水中のｐH、EC 及びイオン成分 9 項目の検査を

行った（表 4-1）。 

(ｴ)煙道排ガス検査 

大気汚染防止法に基づき、ボイラー排ガス中の窒素酸

化物濃度等について、8地点において 6 項目の検査を行っ

た（表 4-1）。 

(ｵ)有害大気汚染物質等の検査 

大気汚染防止法等に基づき、7 地点において年 12 回、有害

大気汚染物質15項目の検査を行った。このうち、アルデヒド

類2物質は、6地点において検査を行った。この他に季節的調

査も3地点において行った（表4-1）。 

(ｶ)アスベストの検査 

大気環境中のアスベスト濃度を把握するため、一般環

境大気測定局地域として各区 1 地点の計 6 地点において

年 4 回及び道路沿道大気測定局地域（高速道路・幹線道

路沿道）2 地点において年 2 回検査を行った（表4-1）。 

イ 調査研究 
(ｱ)関東浮遊粒子状物質合同調査 

浮遊粒子状物質の汚染実態及び発生源の把握を目的と

して、関東地方に山梨・長野・静岡県を加えた一都九県

六市による関東浮遊粒子状物質合同調査に参加し、夏季

に調査を実施した。 

 

 (ｲ) 有害大気汚染物質等の調査 

市境における有害大気汚染物質の挙動を把握するた

め、市境付近の 3 地点において年 12 回、有害大気汚染物

質19項目の検査を行った（表4-1）。 

 
（２）水質関係業務 
行政からの依頼による検査は、1,118 検体 15,876 項目

であった（表 4-2）。また、調査研究として環境ホルモン

調査及び界面活性剤（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）調査を実施

した。 

ア 検査測定 
(ｱ)河川・水路の水質調査 

水質汚濁防止法等に基づく常時監視として、健康項目

と生活項目を 9河川 25 地点において毎月実施した。 

また、有機塩素化合物・農薬等 15 項目を年 6 回、要監

視項目を年 1 回実施した（表 4-3）。検査数は、300 検体

4,993 項目であった（表 4-2）。 

(ｲ)海域の水質検査 

水質汚濁防止法に基づく常時監視として、健康項目と

生活項目を環境基準補足地点（3 地点）を含む 4地点にお

いて毎月実施した。 

環境基準補足地点については、有機塩素化合物・農薬

等 15 項目を年 4 回、要監視項目ついては、年 1回実施し

た（表 4-3）。検査数は、144 検体 1,374 項目であった（表

4-2）。 

(ｳ)事業場排水の水質検査 

水質汚濁防止法等に基づく排水基準の遵守状況を確認

するため、182 検体 2,865 項目の検査を実施した。 

また、下水道法に基づく下水排除基準の遵守状況の確

認のため、100 検体、1,924 項目の検査を実施した（表

4-2）。 

(ｴ)ゴルフ場排水の農薬検査 

国の「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防

止に係る暫定指導指針」に基づき、市内 6 ゴルフ場にお

いて、7検体 280 項目の検査を実施した（表 4-4）。 

イ 調査研究 
(ｱ)環境ホルモン調査 
市内の河川における環境ホルモン調査を年 2 回、水質

中のアルキルフェノール類を中心に調査を実施した。 

(ｲ)ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ調査  

市内の河川におけるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの汚染調査を

年 2 回、6 地点で実施した。 

 



有害大気

汚染物質

検　体　数 24 0 162 12 8 96 89 36 0 427

水素ｲｵﾝ濃度(pH) 155 12 167

電気伝導度(EC) 24 12 131 167

銅 12 12 24

亜鉛 12 12 24

鉄 12 162 12 186

ﾏﾝｶﾞﾝ 12 162 12 186

全ｸﾛﾑ 12 12 24

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 12 12 24

鉛 12 162 12 186

ﾆｯｹﾙ 12 12 24

ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ 12 162 12 186

ｱﾙﾐﾆｳﾑ 12 162 12 186

ﾋ素 0

ｱﾝﾁﾓﾝ 0

粉じん量 24 155 179

不溶解性降下物 161 161

溶解性降下物 155 155

塩素ｲｵﾝ 24 12 131 167

亜硝酸ｲｵﾝ 24 12 131 167

硝酸ｲｵﾝ 24 12 131 167

硫酸ｲｵﾝ 24 12 131 167

ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝ 24 12 131 167

ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ 24 12 131 167

ｶﾘｳﾑｲｵﾝ 24 12 131 167

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ 24 12 131 167

ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ 24 12 131 167

窒素酸化物 8 8

排ｶﾞｽ温度 8 8

一酸化炭素 8 8

二酸化炭素 8 8

酸素 8 8

窒素 8 8

硫黄 0

ﾌﾛﾝ11 132 132

ﾌﾛﾝ12 132 132

ﾌﾛﾝ113 132 132

ﾌﾛﾝ114 132 132

1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 132 132

四塩化炭素 132 132

ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ 96 36 132

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ 96 36 132

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 96 36 132

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 96 36 132

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 96 36 132

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 96 36 132

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 96 36 132

1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 96 36 132

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 96 36 132

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 72 72

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 72 72

ﾄﾙｴﾝ 96 36 132

O-ｷｼﾚﾝ 96 36 132

M,P-ｷｼﾚﾝ 96 36 132

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 96 36 132

ｱｽﾍﾞｽﾄ 89 89

その他 0

合　計 144 0 1,676 132 48 1,392 89 2,690 0 6,171

アスベス
ト

その他 合　計

 表4-1　平成22年度大気検査実施状況

項目　　　調査名
浮遊粒子
状物質

PM2.5
降下ばい
じん

酸性雨
煙道排
ｶﾞｽ測定

環境省
委託



検　体　数 300 144 182 0 12 178 816 24 78 102 24 12 100 136 60 4 1,118

pH 300 96 176 0 12 81 665 24 62 86 12 11 96 119 15 1 886

DO 300 96 0 0 0 74 470 0 0 0 0 0 4 4 0 1 475

BOD 300 0 72 0 0 72 444 24 62 86 0 0 28 28 28 0 586

COD 300 96 175 0 0 80 651 24 62 86 12 0 34 46 28 1 812

SS 300 0 175 0 0 79 554 24 62 86 12 0 28 40 28 1 709

大腸菌 72 48 97 0 0 0 217 24 4 28 0 0 0 0 9 0 254

Hex抽出物質 12 24 141 0 0 0 177 24 4 28 12 12 28 52 12 0 269

全窒素 300 96 175 0 0 67 638 24 62 86 12 12 34 58 28 0 810

全りん 300 96 175 0 0 67 638 24 62 86 12 12 34 58 28 0 810

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 62 16 70 0 0 9 157 24 4 28 24 12 62 98 12 0 295

ｼｱﾝ 62 48 66 0 0 2 178 24 4 28 24 12 66 102 12 0 320

鉛 62 48 71 0 0 9 190 24 4 28 24 12 62 98 12 0 328

六価ｸﾛﾑ 74 16 70 0 0 1 161 24 4 28 24 12 62 98 12 0 299

ひ素 62 16 65 0 0 1 144 24 4 28 24 12 62 98 14 0 284

総水銀 62 16 61 0 0 1 140 17 4 21 24 12 62 98 12 0 271

ｱﾙｷﾙ水銀 0 0 7 0 0 0 7 17 4 21 24 12 62 98 12 0 138

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ類 9 4 21 0 0 0 34 8 4 12 3 0 0 3 12 0 61

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 124 16 51 0 0 16 207 2 4 6 24 12 66 102 12 0 327

四塩化炭素 124 16 51 0 0 16 207 2 4 6 24 12 66 102 12 0 327

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 124 16 51 0 0 16 207 2 4 6 24 12 66 102 12 0 327

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 124 16 51 0 0 16 207 2 4 6 24 12 66 102 12 0 327

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 124 16 51 0 0 16 207 2 4 6 24 12 66 102 12 0 327

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 124 16 51 0 0 16 207 2 4 6 24 12 66 102 12 0 327

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 124 16 51 0 0 16 207 2 4 6 24 12 66 102 12 0 327

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 124 16 51 0 0 16 207 2 4 6 24 12 66 102 12 0 327

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 124 16 51 0 0 72 263 2 4 6 24 12 66 102 12 0 383

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 124 16 51 0 0 16 207 2 4 6 24 12 66 102 12 0 327

ﾁｳﾗﾑ 12 12 5 0 0 0 29 2 4 6 0 0 0 0 19 0 54

ｼﾏｼﾞﾝ(CAT) 12 12 5 0 0 0 29 2 4 6 0 0 0 0 19 0 54

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 12 12 5 0 0 0 29 2 4 6 0 0 0 0 12 0 47

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 124 16 51 0 0 16 207 2 4 6 24 12 66 102 12 0 327

ｾﾚﾝ 12 12 51 0 0 1 76 24 4 28 24 12 62 98 12 0 214

有機りん 0 0 21 0 0 0 21 24 4 28 24 12 0 36 12 0 97

ほう素 70 0 76 0 0 0 146 24 4 28 24 12 42 78 12 0 264

ふっ素 70 0 76 0 0 25 171 24 20 44 24 12 42 78 15 0 308

窒素3項目 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

ﾌｪﾉｰﾙ類 56 16 58 0 0 0 130 24 4 28 24 12 0 36 12 0 206

銅 59 16 58 0 0 9 142 24 4 28 24 12 62 98 12 0 280

亜鉛 0 0 65 0 0 9 74 24 4 28 24 12 62 98 12 0 212

鉄 56 16 60 0 0 1 133 24 4 28 24 12 62 98 12 0 271

ﾏﾝｶﾞﾝ 56 16 60 0 0 4 136 24 4 28 24 12 62 98 12 0 274

総ｸﾛﾑ 59 16 58 0 0 9 142 24 4 28 24 12 62 98 12 0 280

ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 62 72 20 0 0 0 154 24 4 28 24 0 0 24 0 0 206

亜硝酸態窒素 62 72 20 0 0 0 154 24 62 86 24 0 0 24 0 0 264

硝酸態窒素 62 72 20 0 0 0 154 24 62 86 24 0 0 24 0 0 264

りん酸態りん 62 72 0 0 0 0 134 6 0 6 24 0 0 24 0 0 164

塩化物ｲｵﾝ 62 0 0 0 12 0 74 12 4 16 0 0 0 0 3 0 93

電気伝導率 62 0 0 0 12 7 81 0 20 20 0 0 6 6 3 0 110

TOC 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 6 6 16 0 40

MBAS 62 0 0 0 0 65 127 0 0 0 0 0 6 6 0 0 133

ﾅﾄﾘｳﾑ等陽ｲｵﾝ 0 0 0 0 48 0 48 0 16 16 0 0 0 0 12 0 76

硫酸ｲｵﾝ 0 0 0 0 12 0 12 0 4 4 0 0 0 0 0 0 16

要監視項目 126 66 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192

ｺﾞﾙﾌ場農薬 0 0 0 0 0 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280

その他 0 0 9 0 24 24 57 0 8 8 0 0 0 0 126 6 197

合計 4,993 1,374 2,865 0 120 1,209 10,561 712 704 1,416 843 383 1,924 3,150 739 10 15,876

　窒素3項目とは、　ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

表4-2　平成22年度　水質検査実施状況

環境局　環境保全部
環境局 下水道局

小計 放流 その他 小計地下水

そ
の
他放流 流入 その他 小計その他

環
境
省

委
託
等

合計環境管理部　施設部 管理部

河川 海域 排水 底質



表4-3　平成22年度　要監視項目実施状況 表4-4　平成22年度　ｺﾞﾙﾌ場農薬実施状況

項　目 河川 海域 項　　　　目 件　数

トランス－１，２－ジクロロエチレン 3 3 イソキサチオン 7

１，２－ジクロロプロパン 3 3 イソフェンホス 7

ｐ－ジクロロベンゼン 3 3 クロルピリホス 7

イソキサチオン 3 3 ダイアジノン 7

ダイアジノン 3 3 トリクロルホン 7

フェニトロチオン 3 3 ピリダフェンチオン 7

イソプロチオラン 3 3 フェニトロチオン 7

オキシン銅 3 3 イソプロチオラン 7

クロロタロニル 3 3 イプロジオン 7

プロピザミド 3 3 エトリジアゾール 7

ＥＰＮ 25 0 アセフェート 7

ジクロルボス 3 3 メタラキシル 7

フェノブカルブ 3 3 オキシン銅 7

イプロベンホス 3 3 キャプタン 7

クロルニトロフェン 3 3 クロロタロニル 7

トルエン 3 3 クロロネブ 7

キシレン 3 3 チウラム 7

フタル酸ジエチルヘキシル 3 3 トリクロホスメチル 7

ニッケル 22 3 フルトラニル 7

モリブデン 3 3 ペンシクロン 7

アンチモン 22 3 メプロニル 7

小　　　計 123 60 アシュラム 7

計 ジチオピル 7

トリクロピル 7

シマジン 7

テルブカルブ 7

ナプロパミド 7

ブタミホス 7

プロピサミド 7

ベンスリド 7

ベンフルラリン 7

ペンディメタリン 7

メコプロップ 7

メチルダイムロン 7

ピリブチカルブ 7

アゾキシストロビン 7

フラザスルフロン 7

ハロスルフロンメチル 7

シデュロン 7

プロピコナゾール 7

計 280

＊表4-2の項目には、ｺﾞﾙﾌ場農薬として集計
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研究報告                          千葉市環境保健研究所年報 第１８号、49-51（２０１１）

 

 

千葉市内の 1 小児科クリニックにおける重症呼吸器ウイルスの検出状況 

 

 

○田中俊光、小林圭子、横井一 
 

要 旨 

2009年 1月から 2010年 12月までの期間に、千葉市内の１小児科クリニックで採取された鼻汁 145検体について、

重症呼吸器ウイルスの検出を行った。鼻汁 145 検体中、（RT-）PCRによる各ウイルスの検出数（検出率）は、RS
ウイルス（RSV）が 72 検体（49.7％）、ヒトライノウイルス（HRV）が 36 検体（24.8％）、ヒトメタニューモウイ
ルス（hMPV）が 8検体（5.5％）、ヒトボカウイルス（HBoV）が 8検体（5.5％）であった。また、培養細胞によ
りが 24 検体から RSVが分離され、分子系統解析を行った結果、13 検体からサブグループ A（遺伝子型 GA2 が 12
株、GA5 が 1 株）、10 検体からサブグループ B（遺伝子型 BA）が検出された。また、1株からサブグループ A（遺
伝子型 GA2）と B（遺伝子型 BA）の両方が検出された。 

１ はじめに 
 重症呼吸器ウイルスの包括的なサーベイランスの一

環として、1小児科クリニックにおいて下気道炎、また
はRSV感染症と診断された患者を対象にRSV、HRV、
hMPV、HBoV の検出を行い、病原ウイルスの特定及
び系統解析をすることにより地域的な流行状況を把握

し、公衆衛生行政における感染症予防対策に活用する

ことを目的とした。 
 
２ 方 法 
  2009 年 1 月から 2010 年 12 月までの期間に、千葉
市内の 1 小児科クリニックで下気道炎（肺炎、気管支
炎）と診断された 89 名の患者、及び RSV感染症と診
断された 56名の患者の計 145名から、受診時に保護者
の同意を得た上で採取した鼻汁を検体とした。Nylon 
Regular Flocked Swab（Copan）で鼻汁を採取の後、
Universal Transport Medium（Copan）に良く浸し、
10℃以下で保持して 1 週間以内に当所に搬入した。搬
入後、速やかに遠心分離を行い、その上清を分取して

High Pure Viral RNA Kit（Roche）を用いてウイルス
核酸を抽出した。（RT-）PCRは病原体検出マニュアル
（国立感染症研究所）に準拠した。すなわち RSVにつ
いては Stockton らの報告した N 蛋白領域を標的とし
た方法、HRV については Savolainen らが報告した
VP4-2 領域を標的した方法、hMPV については Peret
らが報告した F 蛋白領域を標的とした方法、HBoV に
ついては Allander らが報告した NP1 領域を標的とし
た方法を用いた。 
 また、ウイルス分離を目的に Vero-E6、HEp-2、

RD-18S、CaCo-2、MDCK細胞に検体上清を接種した。
RSV特有の CPE（合胞形成）が確認された検体につい
ては、培養上清から上記と同様に RNAを抽出し、Peret
らが報告したG蛋白領域を標的とした RT-PCRを実施
した。 
臨床検体からの直接（RT-）PCR 産物、培養上清の
RT-PCR産物は High Pure PCR Product Purification 
Kit（Roche）で精製した後、Big Dye Terminator v1.1 
Cycle Sequencing Kit（Applied Biosystems）を用い
てシークエンス反応を行い、ABI PRISM 310 Genetic 
Analyzer（Applied Biosystems）を使用してダイレク
トシークエンス法により塩基配列の決定をした。また、

得られた塩基配列については DDBJの BLASTで検索
を行い、既知のウイルスとの相同性を確認した。なお、

培養上清に対して行ったRSVのRT-PCRで得られた塩
基配列についてはMEGA4を使用し、Clustal Wによ
るアライメント後、NJ法により分子系統樹を作成した。 
 
３ 結 果 
 
検査を実施した 145 検体のうち、複数のウイルスが

検出されたものも含め、臨床検体からの直接（RT-）PCR
とウイルス分離で、117検体（80.7％）からウイルスが
検出された。各ウイルスの検出数（率）は、RSVが 72
検体（49.7％）、HRV が 36検体（24.8％）、hMPV が
8 検体（5.5％）、HBoV が 8 検体（5.5％）、アデノウ
イルス（AdV）が 4 検体（2.8％）、コクサッキーウイ
ルス（CV）が 1検体（0.7％）、単純ヘルペスウイルス
（HSV）が 1検体（0.7％）であった。 



 

 

 診断名別では、下気道炎と診断された 89検体中、63
検体（70.8％）からウイルスが検出され、各ウイルス
の検出数（率）は、HRV が 32 検体（36.0％）、RSV
が 20検体（22.5％）、hMPVが 8検体（9.0％）、HBoV
が 7 検体（7.9％）、AdV が 3 検体（3.4％）、CV が 1
検体（1.1％）、HSVが 1検体（1.1％）であった（表 1）。
なお、ウイルスが検出された 63検体のうち、8検体か
ら複数のウイルスが検出された。 
 RSV感染症と診断された56検体中、54検体（96.4％）
からウイルスが検出され、各ウイルスの検出数（率）

は、RSVが 52検体（92.9％）、HRVが 4検体（7.1％）、
HBoVが 1検体（1.8％）、AdVが 1検体（1.8％）であ
った（表 2）。 
 また、培養細胞に RSV 特有の CPE（合胞形成）を
認められたものは 24 検体で、培養上清の RT-PCR の
結果、サブグループ A が 13 検体、サブグループ B が
10 検体、サブグループ A と B の両方が 1 検体から検
出された。A、B 併せて 25 株の RSV の分子系統樹を
図 1に示した。サブグループ Aでは 14株のうち 13株
が遺伝子型 GA2、1株が GA5に分類された。サブグル
ープ Bの 11株はすべて遺伝子型 BAに分類された。 
４ 考 察 
 2年間にわたり、1小児科クリニックにおいて検出さ
れる重症呼吸器ウイルスを調査した。その結果、全検

体の 80.7％からウイルスが検出された。当該小児科ク
リニックでは、呼吸器疾患患者に対して、インフルエ

ンザウイルスや RSV や AdV などの市販迅速診断キッ
トによる検査を状況に応じて実施しており、RSV感染
症と診断された 56名のうち、54名が RSV迅速診断キ
ット陽性であった。このことが RSV感染症と診断され
た患者からのウイルス検出率を高めている要因である

と考えられる。下気道炎と診断された 89名は、上記市
販迅速診断キット陰性のものであるが、HRV が 32 検
体（36.0％）と最も多く検出され、一般に症状が軽い
と考えられていた一方で、小児において肺炎や気管支

炎などを引き起こす公衆衛生上重要なウイルスである

ことが示唆された。なお、検出された 32検体の遺伝子
群は、A と C がそれぞれ 16 検体ずつで、遺伝子群 B
が検出されないことが特徴であった（表 3）。次に検出
数が多かったのは RSVであったが、検出された 20 検
体（22.5%）のうち、17検体がサブグループ Aで、サ
ブグループ Bに比べて優位であった。これに対し RSV
感染症と診断された患者では、検出された 52 検体の
RSVのうちサブグループ A が 24 検体、サブグループ
Bが 27検体、サブグループ Aと Bの両方が 1検体と、
サブグループによる優位差がみられなかった（表 4）。
また、RSV感染症と診断された患者の臨床症状は上気
道炎が 6名、下気道炎が 39名、上気道炎と下気道炎の
両方を呈したものが 11名と、下気道炎を呈した患者が
多かったが、臨床症状によっても検出されるサブグル

ープによる優位差は見られなかった。このことは RSV
の市販迅速診断キットの反応性とRSVのサブグループ
の間に何らかの相関があるものと考えられたが、今後

の更なる抗原解析や遺伝子解析等の検証が必要である。 
 この他、下気道炎患者から hMPVが 8検体、HBoV
が 7検体から検出されたが、hMPVが 8検体すべて単
独で検出されているのに対し、HBoV は 7 検体中、単
独で検出されたのが 2 検体に過ぎず、残りの 4 検体は
RSV、1検体が HRVと一緒に検出されるなど、他のウ
イルスと混合感染を呈していることが特徴であった。 
 培養細胞により分離されたRSVの遺伝子解析の結果、
サブグループ Aの遺伝子型 GA2、GA5、サブグループ
Bの遺伝子型 BAが検出された（図１）。このことは近
年、世界で流行している RSVの遺伝子型に合致してい
るが、2005 年以降、国内での遺伝子型 GA5 の検出は
珍しく、GA5が本市に浸潤しているかに興味が持たれ
た。そこで GA5が検出された検体が採取された時期を
挟み、分離陰性であった臨床検体のうち、サブグルー

プ A が検出された 9 検体について、G 蛋白領域の

RT-PCRを実施して、遺伝子解析を行ったが、9検体と
もすべて遺伝子型 GA2 であった。遺伝子型 GA5 が検
出された患者についての情報を主治医から得たが、海

外渡航歴も無く、他の患者と同じく周辺の保育所に通

っており、疫学的な特徴は認められなかった。 
 ２年間にわたり、１小児科クリニックにおいて検出

される重症呼吸器ウイルスを調査することにより、地

域での流行状況を把握することができた。しかし、重

症呼吸器ウイルスの全体像を明らかにするには、更な

る調査が必要と考えられ、今後、パラインフルエンザ

ウイルスなどの他のウイルスの検査項目を加え、解析

していくことが重要であると考える。 
 
本研究は平成２２年度厚生労働科学研究費補助金

（新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業）

重症呼吸器ウイルス感染症のサーベイランス・病態解

明及び制御に関する研究（研究代表者：木村博一）の

一環として実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

表１ 下気道炎と診断された検体からのウイルス検出 
状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２ RSV感染症と診断された検体からのウイルス検 

出状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
表３ 下気道炎と診断された検体から検出したウイル 

スの型別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表４ RSV感染症の臨床症状と遺伝子型別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 RSVサブグループ A及び Bの G蛋白領域 

遺伝子の塩基配列に基づく分子系統樹 

検出ウイルス 検出数 検出率(%)

HRV 28 31.5

RSV 14 15.7

hMPV 8 9.0

RSV+HBoV 3 3.4

RSV+HRV 2 2.2

HBoV 2 2.2

RSV+HBoV+AdV 1 1.1

HRV+HBoV 1 1.1

HRV+AdV 1 1.1

AdV 1 1.1

CV 1 1.1

HSV 1 1.1

計 63 70.8

検出ウイルス 検出数 検出率(%)

RSV 48 85.7

HRV 2 3.6

RSV+HRV 2 3.6

RSV+HBoV 1 1.8

RSV+AdV 1 1.8

計 54 96.4

臨床症状 検体数 サブグループ 検出数

A 2
B 3

A 18
B 18

上気道炎 A 4

＋ B 6
下気道炎 A+B 1

計 56 52

11

上気道炎 6

下気道炎 39

検出ウイルス 検出数 検出率(%) 型 検出数
A 16
C 16

A 17
B 3

A2 4
B1 1
B2 3

HBoV 7 7.9 7

1 1
2 2

CV 1 1.1 B4 1

HSV 1 1.1 1

36.0

AdV 3

22.5

9.0

3.4

HRV 32

RSV 20

hMPV 8
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寿司店を原因施設とするＡ型肝炎ウイルス食中毒事例 

 

 

○田中俊光、小林圭子、横井一 
 

要 旨 

2011 年 1 月に千葉市内の寿司店を原因施設とする A 型肝炎ウイルス（HAV）による食中毒事例が発生した。患
者便 31 検体、寿司店従事者便 34 検体、患者家族便 27 検体、寿司店の拭き取り 6 検体、及び参考食材 5 検体の計

103 検体について HAV遺伝子の検出を行った。その結果、患者便 31 検体、寿司店従事者便 3 検体、患者家族便 1
検体の計 35 検体から HAV遺伝子が検出され、系統解析が可能であった 34 検体はすべてⅠAに分類された。 
 

１ はじめに 

同時期に複数の医療機関から A型肝炎の届け出が出
された事例において、患者便からの HAV遺伝子の検出、
及び系統解析を行うことにより、保健所の疫学調査を

支援し、感染の拡大防止、再発防止の一助とすること

を目的とした。 

2011年1月21日に市内の医療機関から千葉市保健所

に 4件の A型肝炎発生届が出された。保健所が当該患
者 4名の聞き取り調査を実施したところ、発症がほぼ

同時期であること、隣接地域内に居住していることが

判明した。その後、1月 26 日までに同医療機関を含む

5医療機関から 12 件の A型肝炎発生届が出され、調査
の結果、届出患者 16 名のうち患者 14 名は 1 月 8 日か

ら 19 日にかけて食欲不振、発熱、肝機能異常等の症状

を呈していること、居住区が一部の区域に限局してい

ることが判明した。更に喫職調査の結果、患者 14 名中

10 名が 2010 年 12 月に同一の市内寿司店を利用してい

ることが確認された。以上のことから保健所は患者、

患者家族の検便及び行動調査、並びに当該寿司店の施

設拭き取り、食材の採取と従事者の検便を実施した。

検査の結果、患者及び調理従事者のふん便から HAVが
検出されたことを踏まえ（表 1）、2011 年 1 月 28 日付

けで当該寿司店を原因施設とする食中毒と断定し、3

日間の営業停止措置を行った。 

 なお、2011 年 1 月 1 日から 1 月 20 日までの感染症

法に基づく本市の A型肝炎の発生届は 0件であるが、1
月 21 日以降、2月 20 日現在までの発生届は 45 件であ

り、保健所は感染経路の解明や、感染源の特定などの

詳細な調査を継続中である。 

 

２ 方 法 

保健所が同意を得た上で採取した患者便 31 検体、寿

司店従事者便 34 検体、患者家族便 27 検体の計 92 検体

のふん便、及び保健所が 2011 年 1 月 25 日付けで採取

した寿司店の拭き取り 6検体、参考食材 5検体の計 87

検体を用いた。ふん便については PBS(-)で 10％乳剤
を作成し、遠心分離を行った上清、拭き取りは、Nylon 
Regular Flocked Swab（Copan）で施設を拭き取り、
1ml の PBS(-)に良く浸し、攪拌後に遠心分離を行った
上清、参考食材は等量の PBS(-)で表面を良く洗い、そ
の 20ml を超遠心法で濃縮して 200μl にしたものを検

査材料とした。 

検査は厚生労働省通知（平成 21 年 12 月 1 日付 食安

監発第 1201 第 2 号）に準拠して行った。検査材料各 200

μl から High Pure Viral RNA Kit（Roche）を用いて
ウイルス核酸を抽出し、DNaseⅠ処理後、Super Script 
Ⅲ（Invitrogen）で逆転写を行い cDNAを得た。この
cDNAを用いてリアルタイム PCRを実施した。また、
リアルタイム PCR で HAV 遺伝子が検出された cDNAに
ついては PCRを実施し、その産物について High Pure 
PCR Product Purification Kit（Roche）で精製した後、
Big Dye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
（Applied Biosystems）を用いてシークエンス反応を
行い、ABI PRISM 310 Genetic Analyzer（Applied 
Biosystems）を使用してダイレクトシークエンス法に
より塩基配列の決定をした。得られた塩基配列につい

ては DDBJの BLASTで検索を行い、既知のウイルス
との相同性を確認した。なお分子系統樹はMEGA4 を
使用し、Clustal Wによるアライメント後、NJ法によ
り作成した。 



 

 
 

３ 結 果   

患者便 31 検体、寿司店従事者便 3検体、患者家族便 1

検体の計35検体からリアルタイムPCRでHAV遺伝子
が検出された（表 1）。拭き取り 6検体、参考食材 5検

体はすべて陰性であった。なお、保健所のその後の調

査により、HAV陽性の患者家族 1名は、当該寿司店を
利用していることが判明している。 

 HAV陽性の 35 検体のうち、解析可能だった 34 検体
の塩基配列の解析の結果、患者便 2検体に 1 塩基の置

換が見られたが、残り 32 検体は 100％一致し、34 検体

すべてが genotype ⅠAに分類された。 
 また、当該寿司店を利用した市外在住の患者につい

て、千葉県、横浜市、東京都から塩基配列情報の提供

を得て、解析を行ったところ、千葉県患者 2 検体、横

浜市患者 1検体、東京都患者 1 検体と 100％一致した。 

これらの株は過去に大阪市で報告された

1005-13313-OsakaC-100142 と 100%の相同性を示した。
また、長野市で報告された 1012-37891-NaganC-102
と 1 塩基異なるものであった。千葉市に関連する株と

も解析を行ったが、2010 年 6 月に本市で散発した株や、

2007 年から 2008 年に千葉市内でサンプリングされた

ブラックタイガー（ウシエビ）から検出された株とは

異なるものであった（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 考 察  

 本事例については千葉市保健所の調査が現在も継続

中であるため、喫食状況等の詳細なデータが示せない

が、千葉市内の患者 32 名（うち 1 名は患者家族便とし

て採取）と、市街在住の患者 4名の計 36 名のうち、35

名が 2010 年 11月下旬から 12月中旬に当該寿司店を利

用していること、さらに、33 名のふん便から検出され

た HAVの塩基配列と、寿司店従事者 3名のふん便から
検出された HAVの塩基配列が完全に一致したこと、ま
た、この寿司店従事者 3 名のうち 2 名は調理を担当し

ていたことから、本事例は当該寿司店の提供した料理

を原因とした食中毒であることが判明した。A 型肝炎
は HAVの暴露から発症までの潜伏期間が長く、感染源
を特定するには非常に困難を極めるケースが多い。本

事例は同時期に複数の医療機関から A 型肝炎の発生届
が出されたことに対して、保健所の迅速な調査と衛生

研究所の速やかな検査対応によって、原因施設が判明

した貴重なケースであると言える。なお、本事例は 2010

年に我が国で広域に流行したⅠA-2 クラスターやⅢA
と異なっていたが、2000 年以降国内各地で報告されて

いるⅠA-1 に分類され、特に 2010 年 5 月に大阪市で散
発した事例や 2010 年 12 月に長野市で散発した事例と

高い相同性を示している。本市事例を含むこれらの事

例が疫学的にどう結びつくかは、今後の調査が期待さ

れるところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

表１ ＨＡＶ陽性検体一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検体番号 年齢 性別 届出年月日 発症年月日 検体採取日 copies/cDNA sequence NESID-ID 

58013 44 男 2011/1/31 - 2011/1/26 5.3×101 ⅠA 04662 

58015 48 男 2011/1/28 2010/12/19 2011/1/26 1.4×104 ⅠA 04652 

58032 20 男 2011/2/2 2011/1/28 2011/1/27 3.5×108 ⅠA 03465 

KHAV1 37 女 2011/1/21 2011/1/8 2011/1/26 2.7×104 ⅠA 02334 

KHAV2 56 女 2011/1/21 2011/1/15 2011/1/24 5.0×106 ⅠA 02330 

KHAV3 43 男 2011/1/21 2011/1/9 2011/1/28 4.1×104 ⅠA 02335 

KHAV4 43 男 2011/1/21 2011/1/12 2011/1/27 7.9×105 ⅠA 02333 

KHAV5 61 男 2011/1/24 2011/1/9 2011/1/25 3.0×102 ⅠA 02505 

KHAV6 43 男 2011/1/24 2011/1/14 2011/1/25 3.1×105 ⅠA 02507 

KHAV7 54 男 2011/1/24 2011/1/13 2011/1/26 4.0×103 ⅠA 02506 

KHAV9 56 女 2011/1/24 2011/1/18 2011/2/3 6.4×105 ⅠA 02606 

KHAV10 21 男 2011/1/25 2011/1/15 2011/1/31 1.9×103 ⅠA 02624 

KHAV12 61 男 2011/1/25 2011/1/10 2011/1/28 3.5×105 ⅠA 02743 

KHAV13 42 男 2011/1/26 2011/1/17 2011/1/28 8.7×106 ⅠA 02749 

KHAV14 55 女 2011/1/26 2011/1/16 2011/1/28 4.8×105 ⅠA 02744 

KHAV15 43 男 2011/1/26 2011/1/10 2011/1/28 2.9×105 ⅠA 02745 

KHAV17 28 女 2011/1/27 2011/1/17 2011/2/9 5.0×106 ⅠA 02968 

KHAV19 31 女 2011/1/27 2011/1/21 2011/2/3 4.1×106 ⅠA 02970 

KHAV20 35 男 2011/1/27 2011/1/18 2011/1/31 2.9×105 ⅠA 02971 

KHAV21 61 男 2011/1/31 2011/1/18 2011/2/3 9.7×105 ⅠA 03259 

KHAV22 54 男 2011/1/31 2011/1/20 2011/2/1 1.1×102 - 23261 

KHAV23 76 女 2011/1/31 2011/1/17 2011/2/7 1.2×103 ⅠA 03263 

KHAV24 12 男 2011/2/1 1900/5/3 2011/2/2 7.1×102 ⅠA 03776 

KHAV25 58 男 2011/2/2 2011/1/13 2011/2/4 5.2×101 ⅠA 03460 

KHAV29 18 女 2011/2/2 2011/1/31 2011/2/10 3.8×105 ⅠA 03464 

KHAV30 31 女 2011/2/3 2011/1/17 2011/2/8 1.1×105 ⅠA 03623 

KHAV31 42 女 2011/2/3 2011/1/10 2011/2/8 5.7×104 ⅠA 03625 

KHAV32 41 女 2011/2/4 2011/1/20 2011/2/10 3.6×104 ⅠA 03700 

KHAV33 53 女 2011/2/4 2011/1/23 2011/2/7 1.2×105 ⅠA 03708 

KHAV34 33 女 2011/2/7 2011/1/23 2011/2/8 2.0×105 ⅠA 03965 

KHAV35 34 男 2011/2/7 2011/1/22 2011/2/10 3.3×105 ⅠA 03966 

KHAV38 35 男 2011/2/10 2011/1/17 2011/2/17 1.4×103 ⅠA 04452 

KHAV39 33 女 2011/2/10 2011/1/15 2011/2/17 9.7×104 ⅠA 04458 

KHAV41 38 男 2011/2/17 2011/2/3 2011/2/18 5.6×103 ⅠA 05100 

K107 43 女 2011/2/8 - 2011/1/31 1.1×105 ⅠA 04664 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 HAVの VP1-2A領域の一部約 200ntの塩基配列

に基づく分子系統樹（ⅠA） 
※ ●：千葉市患者 ▲：調理従事者 ■：市外患者  
○：ブラックタイガー由来 △：千葉市散発例 

 

 1102-04458-ChibaC-KHAV39

 Tokyo10-12149

 1005-13313-OsakaC-S100142

 1101-02334-ChibaC-KHAV1

 1101-02507-ChibaC-KHAV6

 1101-02745-ChibaC-KHAV15

 1101-02333-ChibaC-KHAV4

 1101-02506-ChibaC-KHAV7

 1101-02505-ChibaC-KHAV5

 1101-03465-ChibaC-58032

 1101-02743-ChibaC-KHAV12

 ChibaP/10K863

 ChibaP/10K848

 1012-37891-NaganC-102

 Yokohama/10

 1101-02335-ChibaC-KHAV3

 1101-04652-ChibaC-58015

 1101-02749-ChibaC-KHAV13

 1101-04662-ChibaC-58013

 1101-02330-ChibaC-KHAV2

 1101-02744-ChibaC-KHAV14

 P1/NiigataC/2006/J

 Kawasaki/HAV100701

 1004-11051-SagaP-10s52

 Shiga2006-24/J

 Tokyo/10-11921

 Kawasaki/HAV100616

 X75215GBM/WT/Germany 1A

 X83302FG/Italy 1A

 AB567666La2/Mar2009/MNL/PL

 Kanagawa/N21

 AB567669Pa1/Apr2009/MNL/PL

 AB567670Pa3-2/Apr2009/MNL/PL

 Kanagawa/N10

 Kanagawa/N12

 AB567672Ps2/Apr2009/MNL/PL

 1004-09702-SagaP-10s49

 1004-09659-NigatC-10-1

 1006-17662-SagaP-10s56

 1004-09811-NigatC-10-18

 1004-10257-NigatC-10-16

 1004-11042-SagaP-10s54

 1004-09070-NigatC-10-8

 EU825856HAV-DE-2007/08-196

 AB567673La2/Aug2009/MNL/PL

 1003-09032-NigatC-10-4

 AB567671Pa4/Apr2009/MNL/PL

 1008-25329-NigatC-201010007

 2006-15/Nagoya/2006/J

 EU131373HAV5/Uruguay 1A

 ChibaC/22188

 K02990LA/USA 1A

 AB300206KRM031G47/Japan 1A

 AB020569FH3/Japan 1A

 AF485328LY6/China 1A

 AF357222LU38/China 1A

 AF512536DL3/China 1A

 AB020564AH1/Japan 1A
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１ はじめに 
 不揮発性アミン類は、アミノ酸の微生物的腐敗による

分解過程で生じるアミン類のうちヒスタミン、カダベリ

ン、スペルミジン、チラミン、プトレシンなどをいう。

不揮発性アミン類の試験は魚介類や食肉類等たんぱく

質を主とする食品の腐敗の目安に、あるいはアレルギー

様食中毒の原因検索の為に行われる。 
アレルギー様食中毒の主体はヒスタミンであるが、ヒ

スタミンが最少発症量(100mg/100g 程度と言われてい
る)より少ない場合でも食中毒を起こすことがあり、こ
れはカダベリン等の他の不揮発性アミン類の相乗効果

によるとされている文献 2) 。 

 これまで、不揮発性アミン類の分析はヒスタミン測定

用簡易キットで行っていたが、他の不揮発性アミン類も

同時に精度よく測定できる分析方法文献 1),2)を導入する

必要があると考え今回、複数の不揮発性アミンを高速液

体クロマトグラフ（以下 HPLC という）で同時に測定
する方法を検討し、試験法の妥当性評価文献 3) をしたの
で報告する。 
 
２ 試験法の概要 
 試料から酸性下で不揮発性アミンを抽出し、オクタン

スルホン酸ナトリウムでイオン対を形成し、カラム精製

する。精製後ダンシルクロライドで誘導体化し、過剰な

ダンシルクロライドを除去後、トルエンに逆抽出し濃縮

する。アセトニトリルで定容し、HPLCで測定する。 
 
３ 検体 
 検体は、重金属等のモニタリング検体として搬入され

た魚を使用した。 
 
４ 試薬・試液 
トリクロロ酢酸：試薬特級 
オクタンスルホン酸ナトリウム：試薬特級 
Ｃ18,1000ｍｇミニカラム 
（Sep-Pak Vac 6cc 1g C18 Cartridges） 
ミニカラムはメタノール 10 mL、水 5 mL、0.05mol/L
オクタンスルホン酸ナトリウム5 mLの順で洗浄してか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら使用した。 
メタノール：残留農薬用 
無水炭酸ナトリウム：試薬特級 
ダンシルクロライド:生化学用 
アセトン：試薬特級 
プロリン：試薬特級 
トルエン：残留農薬用 
アセトニトリル：HPLC用 
塩酸：試薬特級 
ヒスタミン二塩酸塩：試薬特級 
カダベリン二塩酸塩：試薬特級 
プトレシン二塩酸塩：試薬特級 
1,8-ジアミノオクタン：試薬特級 
(検討ではチラミン塩酸塩・スペルミジンリン酸塩 6水 
和物も使用した) 
20％トリクロロ酢酸：トリクロロ酢酸 20ｇを水に溶解 
し 100mLとした。 
0.1mol/L オクタンスルホン酸ナトリウム：オクタンス
ルホン酸ナトリウム 2.16gを蒸留水に溶かして 100 mL
とした。 
(0.05mol/L オクタンスルホン酸ナトリウムは 0.1mol/L
オクタンスルホン酸ナトリウムを２倍に希釈して使用

した。) 
メタノール:水(8:2)：メタノール及び水を容量比で 8：2
になるように混合した。 
1％ダンシルクロライド・アセトン溶液：ダンシルクロ
ライド 100 mgをアセトンに溶かして 10ｍLとした。 
10％プロリン溶液：プロリン 1.0g を水に溶かして 10 
mLとした。 
 
５ HPLC測定条件 
HPLC：島津製作所 LC-10シリーズ 
カラム：COSMOSIL5C18-AR-Ⅱ 
    長さ  25cm 
    内径  4.6mm 
    粒径  5μm 
col温度：40℃ 
移動相：アセトニトリル：水=65:35 

資料                           千葉市環境保健研究所年報 第１８号、56-60（２０１１） 

 
 

不揮発性アミン類分析法の検討 

（HPLC 法について） 
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検出器：蛍光検出器 励起波長 325nm  
蛍光波長 525nm 

流量：１mL/min 
サンプル量：10μL 
 
６ 抽出方法 
試料 10g をホモジナイザーカップに採り、これに

20％トリクロロ酢酸 10 mLおよび水 50 mLを加えて
15000回転/分で 10分間ホモジナイズした。これを水で
200 mLに定容し、混和して 30分間放置後、必要に応
じて遠心・濾過し試験溶液とした。 
試験溶液 5 mL を分取し、0.1mol/L オクタンスルホ

ン酸ナトリウム 5 mLを加えてよく混和後、ミニカラム
に負荷した。次いで水 20 mLでミニカラムを洗浄した
後、メタノール：水(8:2)10 mL でアミン類を溶出し、
溶出液を全量採取し 40℃以下で減圧濃縮し、約 1 mL
の濃縮液とした。 
誘導体化は、濃縮液に内部標準溶液 0.5mL, 無水炭酸

ナトリウム 0.2g、1％ダンシルクロライド・アセトン溶
液 2mLを加えてよく混和し、遮光して 45℃の水浴中で
1時間加温した。加温後 10％プロリン溶液 0.5mLを加
え、振とうし 10 分間放置した。その後トルエン 5mL
を加えて 1分間激しく振とうし、上層のトルエン層を採
取した。再度トルエンを加えこの操作を 2回行い、トル
エン層を合わせて 40℃以下で減圧濃縮・乾固した。 
残留物にアセトニトリル 1mLを加えてよく混和した

ものを HPLC分析用試料とした(図 1)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回の検討では添加回収試験・枝分かれ試験を行い、

添加量は、高濃度としてヒスタミンの最小発症量(100 
mg/100ｇ)の 4分の 1、低濃度として Codex規制値(100
μg/g) となるように標準液を添加した (表１)。 

 
 
 
 
 
 
７ 検量線の作製 
ヒスタミン標準原液(1000μg/mL)：ヒスタミン二塩

酸塩 165.6mgを 0.5mol/L塩酸で溶解し 100.0mLとし
た。 
カダベリン標準原液(1000μg/mL)：カダベリン二塩

酸塩 171.4mgを 0.5mol/L塩酸で溶解し 100.0mLとし
た。 
プトレシン標準原液(1000μg/mL) ：プトレシン二塩

酸塩 182.7mgを 0.5mol/L塩酸で溶解し 100.0mLとし
た。 
 ヒスタミン標準原液 25.0 mL, カダベリン標準原液
5.0 mL, プトレシン標準原液 5.0 mLを 100 mLメスフ
ラスコに採り 0.5mol/L塩酸で定容し、これを混合標準
溶液とした。 
(検討ではチラミン及びスペルミジンもそれぞれ 1000
μg/mL標準原液を作製し、チラミン標準原液 10mL、
スペルミジン標準原液 5.0 mLを加えて混合標準溶液と
して使用した) 
 内部標準物質 1.8-ジアミノオクタン原液 (1000μ
g/mL)：1.8-ジアミノオクタン 100.0mg を 0.5mol/L 塩
酸で溶解し 100.0mLとした。 
 内部標準溶液の調製は、1,8-ジアミノオクタン原液
2.0 mLを 100 mLメスフラスコに採り 0.5mol/L塩酸で
定容し、内部標準溶液とした。 
 混合標準溶液 0.05、0.1、0.25、0.5、1.0mLを採り各々
に 0.5mol/L塩酸を加えて 1.0 mLとしたものを調製し、
誘導体化以降の操作を検体と同様に行って検量線を作

成した。 
 
８ 添加回収試験 
ヒスタミン、カダベリン、プトレシンでは

92.6~109.3%の回収率(真度)であった。チラミンでは
42.5~74.9％、スペルミジンでは 39.6~104.8％の回収率
(真度)であった。真度は 70～120％で分析方法として妥
当性があると評価できる文献 3）。今回の検討では、ヒスタ

ミン、カダベリン、プトレシンでは妥当性があると評価

できたが、チラミン、スペルミジンではばらつきも大き

く、妥当性があると評価できなかった(図 2)。 
 
 

試料10g
20%トリクロロ酢酸10mL  水50mL

ホモジナイズ10分

蒸留水で200mLに定容

混和後30分間放置

遠心・濾過し試験溶液とする

試験溶液5.0mL
0.1mol/Lオクタンスルホン酸ナトリウム5mL

ミニカラム精製（C18 1000mg)
水20mLで洗浄
メタノール：水(8:2)　10mLで溶出

溶出液

40℃以下で減圧濃縮　1mL
内部標準溶液 0.5mL
無水炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ 0.2g
1％ﾀﾞﾝｼﾙｸﾛﾗｲﾄﾞ･ｱｾﾄﾝ溶液 2mL

混和して遮光し放置（45℃水浴中で1時間）
10％ﾌﾟﾛﾘﾝ溶液 0.5mL

振とう後10分間放置
ﾄﾙｴﾝ 5.0mL

１分間振とう(２回)

ﾄﾙｴﾝ層(上層)

遮光し40℃以下で減圧濃縮・乾固

残渣
ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 1.0mL

HPLC測定  
食品衛生検査指針理化学編 2005 を一部改変  

図 1 抽出方法 

表１ 添加量 

低濃度高濃度低濃度高濃度低濃度高濃度低濃度高濃度低濃度高濃度
添加量(μg) 1000 2500 200 500 200 500 400 1000 200 500
計算濃度(μg/mL) 25 62.5 5 12.5 5 12.5 10 25 5 12.5

スペルミジンヒスタミン カダベリン プトレシン チラミン



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヒ ス タ ミ ン
カ ダ ベ リ ン
プ ト レ シ ン

濃 度 濃 度 内 標
(μ g/ m l ) 面 積 値 内 標 比 (μ g/ m l ) 面 積 値 内 標 比 面 積 値 内 標 比 面 積 値

12. 5 2 7 3 2 7 0 . 0 5 2 2 . 5 1 5 8 6 5 3 0 . 3 0 2 1 5 1 6 2 5 0 . 2 8 8 5 2 6 1 3 9
2 5 5 6 3 8 3 0 . 1 0 8 5 3 0 4 2 3 0 0 . 5 8 1 2 9 3 2 9 6 0 . 5 6 1 5 2 3 2 5 3

6 2 . 5 1 4 4 4 8 9 0 . 2 8 1 1 2 . 5 7 6 3 3 9 6 1 . 4 8 4 7 1 7 4 0 5 1 . 3 9 5 5 1 4 3 0 7
1 2 5 2 8 0 6 0 2 0 . 5 2 7 2 5 1 4 8 8 0 8 5 2 . 7 9 6 1 3 9 6 0 5 7 2 . 6 2 3 5 3 2 2 1 6
2 5 0 4 7 0 1 6 2 1 . 0 5 2 5 0 2 4 2 9 8 3 7 5 . 4 3 5 2 2 4 9 0 7 3 5 . 0 3 1 4 4 7 0 7 9

ヒ ス タ ミ ン カ タ ベ リ ン プ ト レ シ ン
低 濃 度 1 4 9 6 2 5 0 . 1 0 4 3 0 7 3 7 1 0 . 6 4 5 2 8 8 1 7 2 0 . 6 0 4 4 7 6 8 1 1 2 3 . 4 5 . 3 5 . 2
低 濃 度 2 5 1 6 7 0 0 . 1 0 5 3 1 3 3 3 0 0 . 6 3 4 3 0 3 4 1 2 0 . 6 1 4 4 9 4 1 5 2 2 3 . 6 5 . 2 5 . 3
低 濃 度 3 5 1 7 6 6 0 . 1 0 4 3 1 9 3 9 6 0 . 6 4 2 2 9 5 7 4 8 0 . 5 9 4 4 9 7 8 1 3 2 3 . 4 5 . 3 5 . 1
低 濃 度 4 3 3 3 4 5 0 . 1 0 3 2 0 8 0 2 6 0 . 6 4 2 2 0 2 1 1 9 0 . 6 2 3 3 2 4 1 9 1 2 3 . 2 5 . 3 5 . 4
低 濃 度 5 3 8 5 9 1 0 . 1 0 6 2 3 1 0 3 9 0 . 6 3 5 2 2 2 8 8 3 0 . 6 1 2 3 6 3 9 5 5 2 3 . 9 5 . 2 5 . 3
高 濃 度 1 1 3 6 1 3 6 0 . 2 9 2 6 8 4 4 0 0 1 . 4 6 9 6 0 6 9 5 6 1 . 3 0 3 4 6 5 9 9 4 6 8 . 3 1 3 . 0 1 2 . 2
高 濃 度 2 1 4 8 0 3 4 0 . 2 8 5 7 7 5 4 9 8 1 . 4 9 4 7 4 5 8 2 5 1 . 4 3 7 5 1 8 9 4 9 6 6 . 7 1 3 . 2 1 3 . 6
高 濃 度 3 1 3 5 9 8 9 0 . 2 6 5 7 7 0 6 1 3 1 . 5 0 3 7 0 8 5 6 6 1 . 3 8 2 5 1 2 7 9 2 6 1 . 9 1 3 . 3 1 3 . 0
高 濃 度 4 1 4 3 4 9 1 0 . 2 9 2 7 2 3 7 6 6 1 . 4 7 1 6 3 8 7 8 6 1 . 2 9 8 4 9 2 0 1 1 6 8 . 2 1 3 . 0 1 2 . 2
高 濃 度 5 1 4 1 7 3 5 0 . 2 6 4 8 2 2 1 4 8 1 . 5 3 0 7 6 4 0 4 7 1 . 4 2 2 5 3 7 2 0 5 6 1 . 6 1 3 . 5 1 3 . 4

低 濃 度 高 濃 度 低 濃 度 高 濃 度 低 濃 度 高 濃 度
1 9 3 . 8 1 0 9 . 3 1 0 6 . 5 1 0 3 . 7 1 0 3 . 8 9 7 . 6
2 9 4 . 3 1 0 6 . 7 1 0 4 . 5 1 0 5 . 6 1 0 5 . 8 1 0 8 . 4
3 9 3 . 7 9 9 . 0 1 0 5 . 9 1 0 6 . 2 1 0 1 . 8 1 0 4 . 0
4 9 2 . 6 1 0 9 . 1 1 0 5 . 9 1 0 3 . 9 1 0 7 . 7 9 7 . 3
5 9 5 . 7 9 8 . 5 1 0 4 . 6 1 0 8 . 3 1 0 5 . 4 1 0 7 . 2

平 均 94 . 0 1 0 4 . 5 1 0 5 . 5 1 0 5 . 6 1 0 4 . 9 1 0 2 . 9

1 3 . 0 0
1 2 . 1 6
1 3 . 4 0

濃 度 (μ g / m l )

カ ダ ベ リ ンヒ ス タ ミ ン
添 加 回 収 率 (% )

プ ト レ シ ン

プ ト レ シ ンヒ ス タ ミ ン カ ダ ベ リ ン

y = 0.0 995 x +  0. 088 7
R 2 =  0. 999 3

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

0 2 0 4 0 6 0

W

濃 度 (μ g/ mL )

プ ト レ シ ン

y = 0.1 078 x +  0. 071 6
R 2 =  0. 999 5

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

0 2 0 4 0 6 0

W

濃 度 (μ g/ mL )

カ ダ ベ リ ン

y = 0.0 042 x +  0. 006
R 2 =  0. 999 7

0 .0 

0 .2 

0 .4 

0 .6 

0 .8 

1 .0 

1 .2 

0 1 00 2 00 3 00

W

濃 度 (μ g/ mL )

ヒ ス タ ミ ン

 チ ラ ミ ン
ス ペ ル ミ ジ ン

濃 度 チ ラ ミ ン 濃 度 ス ペ ル ミ ジ ン 内 標
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図 2 添加回収試験 



 

 

９ 枝分かれ試験 
2検体で 5日間の枝分かれ試験を行った。各分析値が

0.1以上なので、ヒスタミン、カダベリン、プトレシン
では、併行精度は 10％未満、室内精度は 15％未満であ
り妥当性があると評価できる。チラミン、スペルミジン

では、ばらつきが大きく今回の検討では妥当性があると

は評価できなかった文献 3）(表 2、図 3)。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヒスタミン 枝分かれ試験
濃度

1日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 12.5 27327 526139 0.052
STD2 25 56383 523253 0.108
STD3 62.5 144489 514307 0.281
STD4 125 280602 532216 0.527
STD5 250 470162 447079 1.052

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 23.5 49625 476811 0.104
低濃度2 23.6 51670 494152 0.105
高濃度1 68.3 136136 465994 0.292
高濃度2 68.2 143491 492011 0.292

濃度
2日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 12.5 27809 434200 0.064
STD2 25 50566 459485 0.110
STD3 62.5 145708 501393 0.291
STD4 125 279423 548500 0.509
STD5 250 614411 582630 1.055

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 22.5 50207 479413 0.105
低濃度2 22.4 54469 522780 0.104
高濃度1 62.2 132330 491464 0.269
高濃度2 62.2 145373 539851 0.269

濃度
3日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 12.5 24297 472821 0.051
STD2 25 54501 516334 0.106
STD3 62.5 144288 540524 0.267
STD4 125 283594 549668 0.516
STD5 250 564408 530835 1.063

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 24.5 47562 469187 0.101
低濃度2 24.9 48238 469274 0.103
高濃度1 62.4 129328 493322 0.262
高濃度2 62.1 130423 499686 0.261

y = 0.0042x + 0.006
R2 = 0.9997
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濃度
4日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 12.5 26806 464383 0.058
STD2 25 62626 535832 0.117
STD3 62.5 149442 533548 0.280
STD4 125 290084 536998 0.540
STD5 250 594055 525930 1.130

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 24.1 51085 481466 0.106
低濃度2 24.8 51925 474584 0.109
高濃度1 61.8 136960 496714 0.276
高濃度2 62.5 138879 498146 0.279

濃度
5日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 12.5 26141 450711 0.058
STD2 25 45873 438843 0.105
STD3 62.5 124259 455855 0.273
STD4 125 243176 450521 0.540
STD5 250 524104 469879 1.115

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 24.5 44679 431718 0.104
低濃度2 24.8 45868 436793 0.105
高濃度1 61.8 126052 467150 0.270
高濃度2 61.4 120561 449280 0.268

y = 0.0045x - 0.0017
R2 = 0.9993
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カダベリン
濃度

1日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 2.5 158653 526139 0.302
STD2 5 304230 523253 0.581
STD3 12.5 763396 514307 1.484
STD4 25 1488085 532216 2.796
STD5 50 2429837 447079 5.435

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 5.3 307371 476811 0.645
低濃度2 5.2 313330 494152 0.634
高濃度1 13.0 684400 465994 1.469
高濃度2 13.0 723766 492011 1.471

濃度
2日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 2.5 136310 434200 0.314
STD2 5 296022 459485 0.644
STD3 12.5 822216 501393 1.640
STD4 25 1638925 548500 2.988
STD5 50 3307393 582630 5.677

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 4.4 293780 479413 0.613
低濃度2 4.3 311777 522780 0.596
高濃度1 12.5 747890 491464 1.522
高濃度2 12.4 814657 539851 1.509

濃度
3日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 2.5 123871 472821 0.262
STD2 5 274471 516334 0.532
STD3 12.5 833724 540524 1.542
STD4 25 1722396 549668 3.134
STD5 50 3224466 530835 6.074

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 4.6 252571 469187 0.538
低濃度2 4.9 268416 469274 0.572
高濃度1 12.1 719035 493322 1.458
高濃度2 12.1 730625 499686 1.462

y = 0.1078x + 0.0716
R2 = 0.9995
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プトレシン
濃度

1日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 2.5 151625 526139 0.288
STD2 5 293296 523253 0.561
STD3 12.5 717405 514307 1.395
STD4 25 1396057 532216 2.623
STD5 50 2249073 447079 5.031

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 5.2 288172 476811 0.604
低濃度2 5.3 303412 494152 0.614
高濃度1 12.2 606956 465994 1.303
高濃度2 12.2 638786 492011 1.298

濃度
2日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 2.5 120726 434200 0.278
STD2 5 279589 459485 0.609
STD3 12.5 848042 501393 1.691
STD4 25 1644445 548500 2.998
STD5 50 3293869 582630 5.653

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 4.3 281649 479413 0.588
低濃度2 4.3 309061 522780 0.591
高濃度1 12.4 740156 491464 1.506
高濃度2 12.4 810431 539851 1.501

濃度
3日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 2.5 110663 472821 0.234
STD2 5 253771 516334 0.492
STD3 12.5 838323 540524 1.551
STD4 25 1751251 549668 3.186
STD5 50 3150446 530835 5.935

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 4.7 256818 469187 0.547
低濃度2 4.9 269086 469274 0.573
高濃度1 10.8 636948 493322 1.291
高濃度2 11.0 653129 499686 1.307

y = 0.0995x + 0.0887
R2 = 0.9993
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          表 2 枝分かれ試験 

計算濃度(μg/mL) 25 62.5 5 12.5 5 12.5 10 25 5 12.5
併行精度(%) 1.17 0.41 2.65 0.81 3.33 0.62 23.90 14.66 9.37 25.77
室内精度(%) 4.1 4.42 7.25 2.66 7.56 5.35 24.59 15.27 16.70 31.57

ヒスタミンカダベリンプトレシン チラミン スペルミジン

濃度
4日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 2.5 119322 464383 0.257
STD2 5 336453 535832 0.628
STD3 12.5 778306 533548 1.459
STD4 25 1651541 536998 3.076
STD5 50 3040995 525930 5.782

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 4.9 290370 481466 0.603
低濃度2 4.7 274251 474584 0.578
高濃度1 12.5 735407 496714 1.481
高濃度2 12.3 728857 498146 1.463

濃度
5日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 2.5 130730 450711 0.290
STD2 5 238764 438843 0.544
STD3 12.5 612201 455855 1.343
STD4 25 1260467 450521 2.798
STD5 50 2575098 469879 5.480

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 4.9 232963 431718 0.540
低濃度2 4.7 229613 436793 0.526
高濃度1 12.4 640558 467150 1.371
高濃度2 12.2 603707 449280 1.344

y = 0.1162x + 0.0322
R2 = 0.9986
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１０ まとめ 
 不揮発性アミン類の試験法について今回は、食品衛生

検査指針理化学編 2005に掲載されているトリクロロ酢
酸で抽出する方法を一部改変して検討した。ヒスタミン、

カダベリン、プトレシンの 3項目は、真度、併行精度、
室内精度共に妥当性があると評価できたため標準作業

書に追加した。チラミン、スペルミジンでは妥当性があ

るとは評価できなかった。また発酵食品については、検

討することが出来なかった。魚介類のチラミン、スペル

ミジン及び発酵食品については、今後の検討課題とした

い。 
 
参考文献 
1) 食品衛生検査指針 理化学編 2005 
厚生労働省監修 日本食品衛生学会 

2) 衛生試験法・注解 2005 
日本薬学会編集 金原書店株式会社 

3) 『食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性
評価ガイドライン』  

 食安発第 1115001号 平成 19年 11月 15日 
 
 
 
 

濃度
4日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 2.5 103438 464383 0.223
STD2 5 327115 535832 0.611
STD3 12.5 740994 533548 1.389
STD4 25 1682494 536998 3.133
STD5 50 2949387 525930 5.608

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 5.0 286438 481466 0.595
低濃度2 4.6 258940 474584 0.546
高濃度1 12.4 715165 496714 1.440
高濃度2 12.3 709931 498146 1.425

濃度
5日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 2.5 109045 450711 0.242
STD2 5 217118 438843 0.495
STD3 12.5 567991 455855 1.246
STD4 25 1159330 450521 2.573
STD5 50 2331764 469879 4.963

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 5.0 218913 431718 0.507
低濃度2 4.9 216235 436793 0.495
高濃度1 12.5 585330 467150 1.253
高濃度2 12.3 556872 449280 1.240

y = 0.1137x + 0.0324
R2 = 0.9953
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チラミン
濃度

1日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 5 47873 526139 0.091
STD2 10 97304 523253 0.186
STD3 25 246910 514307 0.480
STD4 50 477649 532216 0.898
STD5 100 798026 447079 1.785

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 4.5 44439 476811 0.093
低濃度2 4.8 48995 494152 0.099
高濃度1 18.2 156968 465994 0.337
高濃度2 10.9 101961 492011 0.207

濃度
2日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 5 36961 434200 0.085
STD2 10 79224 459485 0.172
STD3 25 217868 501393 0.435
STD4 50 470383 548500 0.858
STD5 100 995694 582630 1.709

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 8.8 73589 479413 0.154
低濃度2 5.3 48989 522780 0.094
高濃度1 20.1 170052 491464 0.346
高濃度2 18.4 171002 539851 0.317

y = 0.0177x + 0.0137
R2 = 0.9996
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濃度
2日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 2.5 58059 434200 0.134
STD2 5 158341 459485 0.345
STD3 12.5 600072 501393 1.197
STD4 25 1177717 548500 2.147
STD5 50 2418221 582630 4.151

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 3.5 139106 479413 0.290
低濃度2 3.2 135993 522780 0.260
高濃度1 8.7 355321 491464 0.723
高濃度2 10.6 476391 539851 0.882

濃度
3日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 2.5 71224 472821 0.151
STD2 5 155684 516334 0.302
STD3 12.5 603046 540524 1.116
STD4 25 1354327 549668 2.464
STD5 50 2301862 530835 4.336

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 3.3 117567 469187 0.251
低濃度2 3.3 121330 469274 0.259
高濃度1 5.9 243521 493322 0.494
高濃度2 6.3 264503 499686 0.529

y = 0.0841x - 0.0028
R2 = 0.9965
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濃度
3日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 5 46818 472821 0.099
STD2 10 98432 516334 0.191
STD3 25 254443 540524 0.471
STD4 50 512940 549668 0.933
STD5 100 975558 530835 1.838

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 8.2 74971 469187 0.160
低濃度2 4.8 46422 469274 0.099
高濃度1 16.8 156861 493322 0.318
高濃度2 18.9 178150 499686 0.357

濃度
4日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 5 43522 464383 0.094
STD2 10 100451 535832 0.188
STD3 25 250254 533548 0.469
STD4 50 491050 536998 0.914
STD5 100 978913 525930 1.861

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 6.3 56442 481466 0.1172
低濃度2 7.3 64420 474584 0.1357
高濃度1 20.7 190521 496714 0.3836
高濃度2 17.7 163314 498146 0.3278

濃度
5日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積内標比
STD1 5 46093 450711 0.102
STD2 10 84167 438843 0.192
STD3 25 221055 455855 0.485
STD4 50 431267 450521 0.957
STD5 100 887167 469879 1.888

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 8.1 69624 431718 0.161
低濃度2 7.6 66339 436793 0.152
高濃度1 19.4 174674 467150 0.374
高濃度2 19.2 166376 449280 0.370

y = 0.0183x + 0.0104
R2 = 1
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y = 0.0186x - 0.0002
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スペルミジン
濃度

1日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 2.5 105161 526139 0.200
STD2 5 203735 523253 0.389
STD3 12.5 468049 514307 0.910
STD4 25 931655 532216 1.751
STD5 50 1498612 447079 3.352

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 3.0 123364 476811 0.259
低濃度2 3.1 131665 494152 0.266
高濃度1 5.0 182037 465994 0.391
高濃度2 12.3 430716 492011 0.875

y = 0.0662x + 0.0632
R2 = 0.9996
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濃度
4日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 2.5 58890 464383 0.127
STD2 5 218750 535832 0.408
STD3 12.5 497429 533548 0.932
STD4 25 1211430 536998 2.256
STD5 50 2035624 525930 3.871

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 4.2 160621 481466 0.334
低濃度2 3.3 122118 474584 0.257
高濃度1 9.2 364789 496714 0.734
高濃度2 10.5 415259 498146 0.834

濃度
5日目 (μｇ/ml)面積値 内標面積 内標比
STD1 2.5 67969 450711 0.151
STD2 5 132727 438843 0.302
STD3 12.5 367159 455855 0.805
STD4 25 742272 450521 1.648
STD5 50 1513744 469879 3.222

計算濃度
(μｇ/ml)

低濃度1 4.6 124767 431718 0.289
低濃度2 4.3 118976 436793 0.272
高濃度1 12.8 384785 467150 0.824
高濃度2 13.0 374607 449280 0.834

y = 0.0794x + 0.0107
R2 = 0.9904
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y = 0.0649x - 0.0071
R2 = 0.9998
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                    図 3 枝分かれ試験 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ はじめに 

有害物質を含む家庭用品の検査のうち、繊維製品のデ

ィルドリンについては、公定法を一部改変しキャピラリ

ーカラムを用いて GC-ECDで測定を行ってきた。しか
し GC-ECDの老朽化に伴い、他の分析機器による測定
方法が必要と考え、今回ガスクロマトグラフ質量分析計

(以下 GC-MS という)による測定方法文献 1)を検討し、試

験法の妥当性評価文献 2)をしたので報告する。 
 
２ 測定法の概要 
試料からメタノールでディルドリンを抽出し、メタノ

ールを 15％エチルエーテルヘキサン溶液に置換する。
カラム精製後 15％エチルエーテルヘキサン溶液で溶出
し、濃縮・乾固後定容して、GC-MSで測定する。 
 
３ 検体 
 検体は、平成 21 年度家庭用品試買検査の検体として

搬入された繊維製品を使用した。 
 
４ 試薬・試液 
メタノール：試薬特級 
ヘキサン：残留農薬試験用 
ジエチルエーテル：残留農薬試験用 
ディルドリン標準品：残留農薬試験用 
フェナントレン-d10標準品：水質試験用 
15％エチルエーテル・ヘキサン溶液 
フロリジルミニカートリッジカラム 
(Sep-pak plus Florisil Cartridges) 
 
5 GC-MS分析条件 
GC-MS：島津製作所 QP2010 
カラム：DB-5MS   長さ 30m 
               内径  0.25 mm 
          膜厚 0.25 μm 
スプリットレス分析 
    Total flow：30mL/min 
    Purge flow：5mL/min 
    Purge time：1.2min 
Injecter温度：280℃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イオン源温度：200℃ 
Interface温度：230℃ 
モニターイオン 

   ディルドリン：m/z=345 

フェナントレン-d10：m/z=188   

サンプル量：1μL 
 
6 抽出方法 
 試験溶液作製は、従来の分析方法と同様に行った。試

料 1.0gをなす型フラスコに量りとり、メタノール 40mL
を加えてよく撹拌後、還流冷却器を付け、70℃の水浴中
で 30分間加温した。加温後、温時ろ過して 50mLメス
フラスコにとり、器具をメタノールで洗いながら定容し

て試験溶液とした。 
 試験溶液 2.5mL分取し濃縮・乾固後、残留物に 15%
エチルエーテルヘキサン溶液 0.5mL 加えて溶解した。
この溶液をフロリジルミニカートリッジカラムに負荷

後、15%エチルエーテルヘキサン溶液 10mLで溶出し全
量採取した。再び濃縮・乾固し、残留物を 15%エチル
エーテルヘキサン溶液 0.5mLで溶解した。このうち 200
μLを GCサンプル瓶に採取し、内部標準溶液 1μLを
加えて GC-MS分析用試料とした(図 1)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
分析機器に GC-MSを採用するにあたり、内部標準物
質を使用し、フロリジルミニカートリッジカラムで抽出
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繊維製品でのディルドリン分析法の検討 

（GC-MS による測定について） 
 
 

山口 玲子、宮本 廣

試料　1g(100mLなす型フラスコ)
特級メタノ－ル　40mL

70℃水浴中で30分間抽出
（冷却循環器・還流冷却器使用）

G2ガラスろ過（温時ろ過）

器具をメタノ－ルで洗いながら50mＬにメスアップ
試験溶液とする

試験溶液2.5mL採取（10mL共栓試験管）

濃縮(ターボバップＬＶ使用・約38℃)乾固
15％エチルエーテルヘキサン溶液　0.5mL

フロリジルミニカートリッジカラムに負荷
15％エチルエーテルヘキサン溶液15mLで溶出

全量を採取（10mL共栓試験管）

濃縮(ターボバップＬＶ使用・約38℃)乾固
15％エチルエーテルヘキサン溶液　0.5mL

ガスクロ用サンプル瓶200μｌL採取

内標（10μg/mL）1μLを添加

GC-MSにて測定

          図 1抽出方法 



 

 

 

液を精製することとした文献 1）。 
 今回の検討では添加回収試験・枝分かれ試験を行い、

添加量が 15μg、計算濃度が 1.5μg/mL となるように
標準液を添加した。 
 
７ 検量線の作製 
ディルドリン標準品 20mgを 100mL褐色メスフラス

コに精密に量りとり、ヘキサンで溶解・定容して 200
μg/mL標準原液とした。この標準原液 1.5mLを 10mL
褐色メスフラスコに精密に量りとり、ヘキサンで定容し

て 30μg/mL標準溶液を作製し、これをヘキサンで希釈
して、3.0、1.5、 0.3μg/mL の標準溶液系列を作製し
た。 
内部標準物質はフェナントレン-d10 標準品 10mg を

100mL 褐色メスフラスコに精密に量りとり、ヘキサン
で溶解・定容して 100μg/mL内部標準原液とした。こ
れをヘキサンで 10μg/mL に希釈して内部標準溶液と
した。 
 
８ 添加回収試験 

5 検体に添加回収試験を行い、93.7～108.7％の回収
率(真度)であった。真度は 70～120％で分析方法として
妥当性があると評価できる文献 2）（図 2）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
９ 枝分かれ試験 
２検体で５日間の枝分かれ試験を行った。併行精度は

1.62％と 1.58％、室内精度は 3.80％と 5.44％であった。
各分析値が 0.1 以上なので併行精度は 10％未満、室内
精度は 15％未満で分析方法として妥当性があると評価
できる文献 2）(図 3)。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０ まとめ 
 有害物質を含む家庭用品の検査のうち、繊維製品のデ

ィルドリを GC-MS で測定する分析方法を検討し、真
度・併行精度・室内精度共に妥当性があると評価できた

ため標準作業書に追加した。 
違反が疑われる場合には公定法であるパックドカラ

ムを用いて GC-ECDで測定する方法で検査する必要が
ある。 
 
参考文献 
1) 『有害物質を含有する家庭用品の検査における疑義
事例』 
岡山県環境保健センター年報 31、141-147、2007 

2) 『食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性
評価ガイドライン』  

  食安発第 1115001号 平成 19年 11月 15日 

添加回収試験
濃度
(μg/mL)面積値 内標面積値内標比

0.3 4700 53017 0.09
1.5 24233 58822 0.41
3 49639 60452 0.82

濃度 回収率
(μg/mL) （％）

添加1 23510 60638 0.39 1.41 93.7
添加2 17741 42846 0.41 1.50 100.1
添加3 20944 51641 0.41 1.47 98.1
添加4 19714 45681 0.43 1.57 104.5
添加5 21172 47184 0.45 1.63 108.7

添加量15μg
計算濃度1.5μg/mL

y = 0.2713x + 0.0065
R2 = 1
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         図２ 添加回収試験 

 
 
1日目 濃度 枝分かれ試験

(μg/mL)面積値 内標面積値内標比 濃度
0.3 4700 53017 0.09 (μg/mL)
1.5 24233 58822 0.41
3 49639 60452 0.82

No.3-1 20944 51641 0.41 1.47
No.3-2 23059 57400 0.40 1.46
No.5-1 21172 47184 0.45 1.63
No.5-2 23872 54969 0.43 1.58

2日目 濃度
(μg/mL)面積値 内標面積値内標比 濃度

0.3 4450 51322 0.09 (μg/mL)
1.5 23374 59124 0.40
3 48922 57409 0.85

No.3-1 22452 57354 0.39 1.41
No.3-2 21776 54382 0.40 1.44
No.5-1 22823 58413 0.39 1.41
No.5-2 22720 57788 0.39 1.42

3日目 濃度
(μg/mL)面積値 内標面積値内標比 濃度

0.3 4481 57736 0.08 (μg/mL)
1.5 24083 57865 0.42
3 50290 58966 0.85

No.3-1 22098 55401 0.40 1.43
No.3-2 23757 60993 0.39 1.39
No.5-1 24843 61480 0.40 1.44
No.5-2 21848 52787 0.41 1.48

y = 0.2713x + 0.0065
R² = 1
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4日目 濃度
(μg/mL)面積値 内標面積値内標比 濃度

0.3 4121 53209 0.08 (μg/mL)
1.5 23674 58834 0.40
3 48111 53243 0.90

No.3-1 23525 58020 0.41 1.42
No.3-2 23236 59580 0.39 1.37
No.5-1 24009 59555 0.40 1.41
No.5-2 24994 61987 0.40 1.41

5日目 濃度
(μg/mL)面積値 内標面積値内標比 濃度

0.3 4746 58939 0.08 (μg/mL)
1.5 22779 54882 0.42
3 47751 57446 0.83

No.3-1 22683 61450 0.37 1.34
No.3-2 23278 64054 0.36 1.32
No.5-1 22344 56145 0.40 1.44
No.5-2 23297 57064 0.41 1.48

y = 0.3072x -0.0303
R² = 0.9966
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図３ 枝分かれ試験 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに 

 有害物質を含む家庭用品の検査のうち、繊維製品のホ

ルムアルデヒドについては、公定法のアセチルアセトン

法を用いて測定を行ってきた。しかしアセチルアセトン

法の発色は安定性が悪いため、多数の検体を処理した場

合、測定の最初と最後では測定結果に違いが出る。一方、

2,4-ジニトロフェニルヒドラジン（以下 DNPHという）
を用いてアルデヒド類を誘導体化し、高速液体クロマト

グラフ（以下 HPLC という）で測定する方法は室内環
境測定や環境大気測定に用いられ、発色後の安定性が高

いことが分かっている。そこで今回、繊維製品のホルム

アルデヒド分析法としてDNPH誘導体化HPLCによる
方法文献 1)を検討し、試験法の妥当性評価文献 2)をしたので

報告する。 
 
２ 測定法の概要 
 試料から精製水でホルムアルデヒドを抽出し、DNPH
で誘導体化した後、酢酸エチルに転溶し、HPLC で測
定する。 
 
３ 検体 
 検体は、平成 21 年度に家庭用品試買検査の検体とし

て搬入された繊維製品を使用した。 
 
４ 試薬・試液 
 DNPH：試薬特級 
酢酸エチル：残留農薬用 
アセトニトリル：HPLC用 
リン酸：試薬特級 
ホルムアルデヒド標準液：水質試験用(1000μg/mL) 
DNPH試液：DNPH0.2gを 2mol/Lリン酸 1000mLに 
      溶解する(用事調製)。 
 
５ HPLC分析条件 
HPLC：島津製作所 LC-10シリーズ 
カラム：Cadenza 5CD-C18 
       長さ  15cm 
       内径  4.6mm 
       粒径  5μm 
col温度：40℃ 
移動相：アセトニトリル：水：りん酸＝500：500：1 

流量：１mL/min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
検出器：UV計(測定波長：355nm) 
サンプル量：10μL 
 
６ 抽出方法 
 試験溶液作製はアセチルアセトン法と同様に行った。

試料 2.5g(24 ヶ月以内)または 1.0g(24 ヶ月以上)を共栓
三角フラスコに量りとり、精製水 100mLを加えてよく
撹拌後、40℃の水浴中で 1 時間加温し、温時ろ過して
試験溶液とした。 
 試験溶液 2mL分取し、DNPH試液 2mLを加えて混
和後、酢酸エチル 2mL 添加し 10 分間振とうした。そ
の後、2500rpm で 5 分間遠心し、酢酸エチル層を分取
して HPLC 分析用試料とした。標準溶液についても試
験溶液と同様に操作した(図 1)。 
今回の検討では、発色安定性の比較・添加回収試験・

枝分かれ試験を行い、添加量が 37.5μg、計算濃度が
0.375μg/mLとなるように標準液を添加した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 発色安定性の比較 
アセチルアセトン法と DNPH法で発色後の経時変化

を確認した。比較は発色直後の面積値を 100％として行
った。 
アセチルアセトン法の発色は、発色後 60分で発色直

後と比べて 92.5%に低下しその後も経時的に低下した。
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山口 玲子、宮本 廣

試料： 2.5ｇ(24ヶ月以内)または 1.0ｇ(24ヶ月以上)
（200ｍL共栓フラスコ）

精製水　100mL

40℃水浴１時間

Ｇ2ガラスろ過（温時ろ過）

試験溶液（100ｍL三角フラスコ）

試験溶液，標準液各2.0mLを分取（試験管）

DNPH試液2.0mL添加し混和
酢酸エチル2.0mL添加

振とう10分間

2500rpm 5分間遠心

酢酸エチル層を分取しHPLC

        図 1 抽出方法 



DNPH法は発色後 240分以上経過してもほとんど変化
がなかった(図 2，3)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 標準溶液の調製 
 1000μg/mL の水質試験用ホルムアルデヒド標準液
1mLを 10mLメスフラスコに精密に量りとり、精製水
で定容したものを 100μg/mL標準原液とした。標準原
液を希釈して、4.0、1.0、 0.4、 0.1μg/mL の標準溶
液系列を作製した。 
 
９ 添加回収試験 

5検体に添加回収試験を行い、107.2～119.5％の回収
率(真度)であった。真度は 70～120％で分析方法として
妥当性があると評価できる文献 2）（図 4）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１０ 枝分かれ実験 
 ２検体で５日間の枝分かれ試験を行った。併行精度は

1.32％と 0.78％、室内精度は 7.91％と 2.34％であった。
各分析値が 0.1 以上なので併行精度は 10％未満、室内
精度は 15％未満で分析方法として妥当性があると評価
できる文献 2） (図 5)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１ まとめ 
 有害物質を含む家庭用品の検査のうち、繊維製品のホ

ルムアルデヒドをDNPHで誘導体化しHPLCで測定す
る分析方法を検討し、真度・併行精度・室内精度共に妥
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図３ DNPH法経時変化 

ブランク検体
濃度(μｇ/ml) 面積値

STD1 4 3039465
STD2 1 797247
STD3 0.4 344365 計算濃度
STD4 0.1 99863 (μｇ/ml)

1 40011 0.004
2 91531 0.072
3 23042 0
4 23560 0
5 37006 0

y = 751137x + 37422
R2 = 0.9999
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濃度(μg/mL)
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添加回収試験
濃度(μｇ/ml) 面積値

STD1 4 3042671
STD2 1 810137
STD3 0.4 327996 計算濃度
STD4 0.1 92905 (μｇ/ml)

1 372565 0.452
2 395625 0.477
3 355616 0.424
4 343741 0.408
5 339430 0.402

添加回収率(%)
1 119.5
2 108.0
3 113.1
4 108.8
5 107.2 平均値＝ 111.32 %

最終添加濃度＝0.375μｇ/ml
添加回収率=(添加検体計算濃度-未添加検体計算濃度)÷0.375×100

y = 754094x + 31548
R2 = 0.9998
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図４ 添加回収試験 

枝分かれ試験
濃度

1日目 (μｇ/ml) 面積値
STD1 4 3039465
STD2 1 797247
STD3 0.4 344365
STD4 0.1 99863

計算濃度
(μｇ/ml)

3T 359758 0.429
3T 350546 0.417
5T 340758 0.404
5T 339515 0.402

濃度
2日目 (μｇ/ml) 面積値
STD1 4 3042671
STD2 1 810137
STD3 0.4 327996
STD4 0.1 92905

計算濃度
(μｇ/ml)

3T 300301 0.357
3T 299859 0.356
5T 331307 0.398
5T 333443 0.400

濃度
3日目 (μｇ/ml) 面積値
STD1 4 2960620
STD2 1 786626
STD3 0.4 321233
STD4 0.1 93060

計算濃度
(μｇ/ml)

3T 342269 0.423
3T 345958 0.428
5T 328881 0.405
5T 326244 0.401

濃度
4日目 (μｇ/ml) 面積値
STD1 4 3204943
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      図２ アセチルアセトン法経時変化 



当性があると評価できたため標準作業書に追加した。 
違反が疑われる場合には公定法であるアセチルアセ

トン法で検査する必要がある。 
 
参考文献 
1) 『市販タトゥーシール及びフェイスペインティング
用品に含有されるホルムアルデヒドについて』 
東京都健康安全研究センター研究年報第 58号、2007 

2) 『食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性
評価ガイドライン』  

  食安発第 1115001号 平成 19年 11月 15日 
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１ はじめに 

平成 20 年度から千葉市における PFOS、PFOA の汚染実

態調査を進めている。一般に河川水や海水中の PFOS 、

PFOA は ng/L レベルの極端に低い濃度であるために、高

倍率の濃縮と高感度な測定器の使用が必要とされる。特

に、LC/MS/MS は適切な測定条件が設定できれば非常に

高感度かつ信頼性の高い測定が可能になるため、有機フ

ッ素化合物の分析においてその活用メリットは大きい

と考えられる。本研究では以下のとおり LC/MS/MS を用

いてその最適条件等を検討し調査を行った。 

（１）有機フッ素化合物について、千葉市内の濃度調査

を行い、汚染状況を明らかにすること。 

（２）ng/L レベルの極低濃度を分析するため、濃縮法

について検討すること。 

（３）LC/MS/MS を用いたフッ素系界面活性剤の分析法

の改良・開発を行うこと。 

 
２ 濃縮法に関する検討 

 試料を Sep-Pak Concentrator を用いて加圧通水する

際のカートリッジの取り付け位置をシリンジ後方位置

とラインの先端とで比較し、機器通過時の汚染や損失に

ついて検討した。なお、濃縮に用いる固相カートリッジ

は前報で検討した Presep-C（PFC）Short（和光純薬）

を使用した。 

2.1 カートリッジの取り付け位置について 

 濃縮時にはあらかじめ Sep-Pak Concentrator を残農

用メタノールで数時間洗浄し妨害成分等を除去し、先端

に装着したカートリッジは外部を残農用メタノールで

洗浄して使用した。しかし、結果において PFOS、PFOA

共に BL 値は小さく、回収率もほぼ同等で有意差は認め

られなかった。今回の実態調査は従来どおり十分に

concentrator を洗浄しカートリッジをシリンジ後方に

装着して行ったが、カートリッジを先端に装着して濃縮

をおこなうことは構造上 Concentrator の洗浄操作を省

くことが可能でルーチンワークの合間に濃縮操作を行

うことが可能になるなどメリットは大きい。 

 

３ LC/MS/MS 分析法に関する検討 

 これまで標準液、試料ともにメタノール溶液を

LC/MS/MS に注入していたが、移動相（10mM 酢酸アンモ

ニウム及びアセトニトリル）に成分を近づけた方が再現

性及び定量性の向上に繋がるのではないかと考え、検量

線溶液を調製する溶媒について比較検討した。 

3.1 検量線溶液の溶媒について  

 検量線溶液の溶媒として 10mM 酢酸アンモニウム：ア

セトニトリル（1：1）、メタノール 100％、50％、5％の

４通りについて比較したところ、感度については差が見

られなかった。さらに、再現性についてメタノール100％、

50％について比較したが大きな差は見られなかった。 

 

４ 千葉市内における有機フッ素化合物（PFOS 及び

PFOA）の実態調査 

 夏季（8 月）及び冬季（2 月）に市内主要河川等から

6 地点を選び調査を行った。全地点で PFOS および PFOA

が検出された。夏季には、PFOS は 0.7～5.6 ng/L 、PFOA

は 7.1～32 ng/L で六方調整池が高値を示したが、地点

による差はさほど大きくなかった。昨年度の最高濃度を

示した動物公園前及びその上流となる六方調整池にお

いては、やや高い濃度が検出されたが、その他の地点で

はそれほど地点による差はみられなかった。しかし、冬
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千葉市の水域における PFOS・PFOA 調査（第 3報） 
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要 旨 

 加圧型濃縮器を使った PFOS 及び PFOA の固相抽出による濃縮において固相カラムの取り付け位置を変えて妨

害成分の除去・低減効果を検討した。取り付け位置による有意差は認められなかったが、固相カラムを最先端

に装着して濃縮をおこなうことは構造上、加圧型濃縮器の洗浄操作を省くことが可能でルーチンワークの合間

に濃縮操作を行うことが可能になるなどメリットは大きい。河川の実態調査で全地点から PFOS および PFOA が

検出された。夏季には、PFOS は 0.7～5.6 ng/L 、PFOA は 7.1～32 ng/L と昨年同様であったが冬季には、PFOS

は 2.6～180 ng/L、PFOA は 13～130 ng/L と高い値を示した地点が見られた。 



 

 
 

 

 

季には、PFOSは2.6～180 ng/Lと汐留橋で高値を示し 、

PFOA は 13～130 ng/L と八千代芦太で高値を示し PFOS、

PFOA ともに夏季よりかなり高めの値となった。冬季に

は採水前夜に降水があり各試料に濁りを確認したがそ

れが高値の原因かは不明である。 

今年度は河川のほかに下水道の流入水と放流水につ

いて測定を行った。浄化センターA について PFOS が流

入、放流ともに河川よりも高い値を示し高濃度の PFOS

の流入があると推測される。しかし、PFOA については

河川とほぼ同様な値を示した。また、浄化センターBは

PFOS,PFOA ともに河川水とほぼ同じ値を示していた。 

 

表 1 PFOS の分析結果 （単位 ng/L） 

 

表 2 PFOA の分析結果 （単位 ng/L） 

 

５ まとめ 

固相カラムを最先端に装着して濃縮をおこなうこと

は構造上、加圧型濃縮器の洗浄操作を省くことが可能で

ルーチンワークの合間に濃縮操作を行うことが可能に

なるなどメリットは大きく、測定を随時、簡便に行うに

は適した方法と思われる。 

夏季は昨年同様であったが、冬季は、PFOA、PFOS 共

に夏季よりかなり高い値となった。試料中の濁り等の

SS 成分に PFOS や PFOA が含まれていたのかどうかは不

明であり、次年度以降にその原因追及の調査も引き続き

行なっていきたい。 

 

６ 参考文献 
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2）吉澤正ら：有機フッ素化合物の千葉県内公共用水域

における汚染実態－PFOS 及び PFOA－.平成 19 年度千葉
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 H20 H21 夏 H22 夏 H22 冬

八千代芦太 - 3.1 4.2 180  

勝田管理橋 - - 2.9 6.6 

汐留橋 3.1 4.7  5.3  33  

六方調整池 -   36 2.0  2.6 

動物公園前 25     23 5.6  14  

下泉橋 0.5 2.1  0.7  7.6 

青柳橋 1.3 0.3  - - 

高本谷橋 1.4 - - - 

浄化センターA放流水 - - 16   - 

浄化センターB放流水 - - 5.7  - 

浄化センターA流入水 - - 63   - 

 H20 冬 H21 夏 H22 夏 H22 冬

八千代芦太 - 5.9  9.3  23  

勝田管理橋 - -  14   13  

汐留橋 7.9 11   15   130  

六方調整池 - 9.2  32   53  

動物公園前 23  16   17   48  

下泉橋 3.5 7.9  7.1  28  

青柳橋 8.9 2.4  - - 

高本谷橋 8.2 - - - 

浄化センターA放流水 - - 21   - 

浄化センターB放流水 - - 18   - 

浄化センターA流入水 - - 14   - 



 

1）千葉市環境保健研究所 千葉市美浜区幸町 1-3-9 〒261-0001 
2）千葉市環境局環境保全部、3）千葉市総合政策局総合政策部、4）千葉市環境局資源循環部 
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１ はじめに 
平成 10年に環境省が実施した全国一斉調査において

花見川で高濃度 4-ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(NP)等が河川から検出され
た。その後、環境省から、NPの魚類への内分泌かく乱
作用が確認されたとの報告がなされたこともあり、本研

究所では平成 13年度より 10年間継続して主にｱﾙｷﾙﾌｪﾉ
ｰﾙ類を中心とした環境ホルモン調査をおこなってきた。 
近年は予測無影響濃度（PNEC）を上回る濃度は検出

されず、検出地点も減少してきたので平成 22年度の測
定結果報告とこれまでの 10年間の結果とりまとめを行
うこととした。 

 
２ 方法 
２．１ 調査対象物質 
ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類：4-t-ﾌﾞﾁﾙ、4-n-ﾍﾟﾝﾁﾙ、4-n-ﾍｷｼﾙ、 

4-n-ﾍﾌﾟﾁﾙ、4-t-ｵｸﾁﾙ、4-n-ｵｸﾁﾙ、 
4-n-ﾉﾆﾙ、4-ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A 

２．２ 採水日 
平成 22年 8月 12日、平成 23年 2月 21日 

２．３ 採取地点 
花見川、葭川、都川、鹿島川の 5地点 

２．４ 採水方法および測定 
 外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定ﾏﾆｭｱﾙに従って、

試料の採取を行い、前処理後、GC/MSを用いて測定を
おこなった。 
 
３ 平成 22年度結果 
３．１ 8月調査 
 ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A(BPA)が 0.01から 0.05μg/Lの範囲ですべ
ての河川 5 地点から検出されたが、予測無影響濃度
（PNEC：24.7μg/L）をはるかに下回った。その他 4-t-
ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ（4-t-OP）、NP 等、ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類はすべて検

出限界未満であった。 
３．２ 2月調査 
夏期と同様に BPAが 0.02から 0.07μg/Lの範囲で河
川 4地点から検出されたが、予測無影響濃度（PNEC：
24.7μg/L）をはるかに下回った。4-t-OP、NPはすべて
検出限界未満であった。 

 
４ 考察 
平成 22年度の調査では魚類への内分泌かく乱作用が
確認された３物質のうち BPAは例年同様低いレベルで
はあるが検出されており検出率は非常に高く、低濃度の
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千葉市内河川の環境ホルモン調査（第 10報） 
 

 

平山雄一 1)、武田鉄生 2)、高野比呂子 3)、武蔵 沙織 1)、宮崎 高之 4)、 
塚本 欣貴 5)、木下 英明 2)、奥村修平 2)、佐久間紀行 2) 

 

要 旨 
 ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類を対象とした市内主要河川の環境ホルモン調査を平成 13 年度から 10 年間実施したが、検出数も検
出濃度も減少、低下してきており、平成 18 年度以降は全ての地点で環境省が発表した魚類に対する予測無影響濃
度（PNEC）を下回っている。10年間の測定結果についてとりまとめを行った。 
  

Fig. 1 Map of sampling site  
a: Yachiyo-Ashibuto, b: Katsuta, c: Hanashima, d: Shiodome 
e: Shinhanami, f: Roppo, g: Nihon, h: Takane, i: Shinmiyako 
j: Miyako, k: Shimo-oowada, l: Hirakawa, m: Shimoizumi. 
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汚染は継続していると思われる。また、4-t-OP、NPは
全ての地点で検出限界未満であり PNEC（4-t-OP：
0.992μg/L、NP: 0.608μg/L、BPA：24.7μg/L）よりも
はるかに低いことから、河川の水質に関しては環境への

影響は少ないと思われる。 
 

５ まとめ 
調査開始当初に PNEC（0.608μg/L）を大きく上回る

24μg/L と高濃度の NP が検出された花見川八千代都市
下水路では、年々顕著な減少傾向が見られた。平成 19
年度には、PNECを下回る濃度となり、さらに平成 20
年度調査からは検出下限値未満の値が続いている。 
環境基準点である花見川新花見川橋、都川都橋、葭川

日本橋でも同様な傾向が見られている。 
また、高濃度の NPが検出された六方調製池について

も原因調査を行ったが排水路が複雑で究明できなかっ

たが年々顕著な減少傾向が見られた。 
調査対象物質であるｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類は、主として産業活

動に起因するものであるが、排水基準や製造、使用の制

限がない。濃度低下の詳細な原因は不明であるが、事業

者による使用削減努力や代替物質への転換による効果

が大きいのではないかと考えられる。特に NPについて
は、産業界での削減協力要請や代替化等が積極的に行わ

れており、平成 13年度の製造量（輸入量含む）が 17,971t
であったのに対し、平成 20年度には 7,781tまで減少し
たとの報告もされている。市内下水処理場における NP
の流入水濃度も平成 15 年度の 10μg/L 以上から 1μg/L

未満へと減少しており事業者による使用削減等を反映

していると思われる。 
調査開始以降、市内調査地点における各対象物質濃度

は概ね減少しており、低い値で推移している。また、検

出される地点も BPA以外はほとんどない状態である。
現在の市内河川の水質に関してはｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類による環

境への影響は少ないと推定される。他自治体における調

査結果も千葉市と同様の傾向を示している。既に、継続

調査を終えている自治体もあり、対象物質についても、

使用の削減や代替化が進んでいることから、研究所とし

ては、今後は PFOSや PFOAなどの残留性有機汚染物
質（POPs）等へ調査計画を変更していく予定である。 
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リスク評価管理研究会： ノニルフェノール及びノニル
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Table 1. 市内河川における環境ホルモン類の検出状況     
  年度 河川地点数 4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 4-ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A 

 2001夏 10 <0.01 （0） <0.01～0.94 （2） <0.1～24.0 （3） <0.01～0.23 （6） 
 2001冬 10 <0.01～0.03 （4） <0.01～0.07 （6） <0.1～8.1 （10） <0.01～0.70 （10） 
 2002夏 11 <0.01～0.02 （5） <0.01～0.51 （9） <0.1～13.6 （10） <0.01～0.30 （10） 
 2002冬 0 - - - - - - - - 
 2003夏 17 <0.01～0.03 （7） <0.01～0.14 （13） <0.1～7.6 （4） <0.01～1.16 （16） 
 2003冬 14 <0.01～0.01 （1） <0.01～0.11 （8） <0.1～7.1 （6） <0.01～0.44 （12） 
 2004夏 13 <0.01～0.03 （4） <0.01～0.01 （4） <0.1～2.1 （10） <0.01～0.26 （12） 
 2004冬 10 <0.01～0.08 （8） <0.01～0.05 （3） <0.1～2.8 （9） <0.01～0.17 （10） 
 2005夏 5 <0.01～0.02 - <0.01～0.21 - <0.1～1.0 - <0.01～0.21 - 
 2005冬 0 - - - - - - - - 
 2006夏 10 <0.01～0.04 （4） <0.01～0.10 （2） <0.1～0.9 （4） <0.01～0.23 （9） 
 2006冬 9 <0.01 （0） <0.01 （0） <0.1～3.1 （8） <0.01～0.38 （7） 
 2007夏 10 <0.01 （0） <0.01～0.25 （6） <0.1～0.4 （8） <0.01～0.83 （5） 
 2007冬 4 <0.01 （0） <0.01～0.84 （4） <0.1～0.3 （2） <0.01～0.08 （4） 
 2008夏 6 <0.01～0.21 （4） <0.01～0.12 （3） <0.1～0.5 （1） <0.01～0.05 （6） 
 2008冬 6 <0.01 （0） <0.01～0.05 （1） <0.1～0.3 （1） <0.01～0.04 （3） 
 2009夏 5 <0.01 （0） <0.01 （0） <0.1～0.1 （2） <0.01～0.08 （3） 
 2009冬 5 <0.01 （0） <0.01 （0） <0.1～0.1 （1） <0.01～0.22 （4） 
 2010夏 5 <0.01 （0） <0.01 （0） <0.1 （0） <0.01～0.05 （5） 
 2010冬 5 <0.01 （0） <0.01 （0） <0.1 （0） <0.01～0.07 （4） 

 合計 155 <0.01～0.21 （37） <0.01～0.94 （61） <0.1～24.0 （79） <0.01～1.16 （126）

   PNEC： なし 0.992 0.608 24.7 または 47  

 単位は ug/L、（ ）内は検出数。 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 千葉市河川中のノニルフェノールの濃度変化 
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学会等発表 

 

仕出し弁当を原因とした黄色ブドウ球菌集団食中毒

事例 

 
北橋智子、木村智子、岩撫晴子、野口喜信 
（千葉市環境保健研究所） 

 

平成22年度（第23回）地研全国協議会 
関東甲信静支部細菌研究部会 
 

要旨：平成22年10月5日、保健所は国体運営の関係者が

食中毒様症状を呈して緊急搬送されたとの通報を受理し、

調査を開始したところＳ施設が製造した弁当を喫食した

国体関係者1,096名のうち114名が発症していることが判

明した。Ｓ施設が提供した弁当はＡ（1,200 個）、Ｂ（300

個）の2種類で、患者はＡ弁当を喫食した者に限られてい

た。 

Ａ弁当残品2検体、検食6検体（10月3～5日に提供さ

れたＡ及びＢ弁当）、原材料6検体、拭き取り15検体、患

者便10検体、従事者便15検体の計54検体について常法

により食中毒菌の検索を実施した。 

その結果、患者便7検体、Ａ弁当残品2検体、検食2検

体（10月5日に提供された弁当Ａ及びＢ）からコアグラー

ゼⅣ型、EntA産生の黄色ブドウ球菌が検出された。分離
されたコアグラーゼⅣ型、EntA産生の黄色ブドウ球菌の
PFGEパターン、及びPOT型は全て一致した。Ａ弁当残
品1検体、検食2検体（Ａ及びＢ弁当）の「鶏の照焼き」

から、当該菌が 108/ｇ、102/ｇ、103/ｇ検出され、また、

RPLA法によっても直接EntAが検出された。 
以上のことから「鶏の照焼き」が原因であることが強く

疑われたが、汚染経路を特定するまでにはいたらなかっ

た。保健所はＳ施設を原因施設とする食中毒と断定し処分

を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学会等発表 

 

新型インフルエンザウイルス A/H1N1pdm におけるリア

ルタイム RT-PCR によるオセルタミビル耐性マーカー

のスクリーニング 

 

横井一、田中俊光、小林圭子、岩撫晴子、野口喜信、 
三井良雄、岡本明 
（千葉市環境保健研究所） 
 
平成22年度（第25回）関東甲信静支部ウイルス研究部会

 
要旨：新型インフルエンザウイルス A/H1N1pdm（以下
AH1pdm）株のノイラミニダーゼ（以下 NA）における
H275Yのアミノ酸置換（以下H275Y耐性マーカー）の有
無を臨床検体からスクリーニングするためのリアルタイム

RT-PCRについて検討した。 
感度と特異性の検討には、当所において分離同定した

AH1pdm 感受性株と千葉県衛生研究所から分与された

AH1pdm 耐性株を使用した。また、H275Y 耐性マーカー
のスクリーニングには、AH1pdm株が分離同定された臨床
検体 112 検体を使用した。一方、他の呼吸器ウイルスとの

交差反応性の検討には、当所にて分離同定された季節性

A/H1N1、季節性A/H3N2、RSウイルス、麻疹ウイルス、
ヒトメタニューモウイルス、エコーウイルス、A群コクサッ

キーウイルスの分離培養液、および感染研より配布された

高病原性鳥インフルエンザA/H5N1のRNAを用いた。 
リアルタイムRT-PCRに用いたTaqMan MGBプローブ
については、Chutinimitkul らの報告を参考にオセルタミ
ビル感受性株検出用と耐性株検出用の 2 種類を設計した。

QuantiTect Probe RT-PCR Kit（QIAGEN）によるリアル
タイムRT-PCRを行い、感受性株と耐性株それぞれの増幅
曲線（蛍光シグナル）とCt値を確認した。 
本法では、感受性株に対しては 10-7倍希釈まで、耐性株

では 10-6倍希釈までのサンプルに対して増幅曲線（蛍光シ

グナル）が認められた。また、臨床検体112検体において、

リアルタイムRT-PCRによるH275Y耐性マーカーのスク
リーニング結果と NA遺伝子の部分塩基配列解析による耐
性マーカーの検索結果は、両者ともに全て感受性（H275H）
であり完全に一致した。しかしながら、感受性株検出用プ

ローブが耐性株に交差反応し、耐性株に対しては２種類の

蛍光シグナルが認められた。本法における他の急性呼吸器

ウイルスとの交差反応について検討した結果、高病原性鳥

インフルエンザA/H5N1にのみ反応が認められた。 
以上の結果から、今回検討したリアルタイムRT-PCRは、
耐性株に対して交差反応が認められるものの、耐性株が地

域社会に拡大していない現時点において、オセルタミビル

耐性マーカーの有無のスクリーニング法として有用である

と考えられる。 

  



学会等発表 

 

リアルタイム RT-PCR 法による胃腸炎患者からのアス

トロウイルスの検出 

 

小林圭子、横井一、田中俊光、北橋智子、岩撫晴子、 

野口喜信、三井良雄、岡本明 

（千葉市環境保健研究所） 

 

平成22年度（第49回）千葉県公衆衛生学会 

 

要旨：コンベンショナルRT-PCR法（以下、RT-PCR法）
はアストロウイルス遺伝子を感度良く検出することが可

能だが、電気泳動およびダイレクトシークエンスによる増

幅産物の確認が必要であり、迅速性に欠ける。アストロウ

イルス遺伝子を高感度かつ迅速に検出可能なリアルタイ

ムPCR法を開発した。 
アストロウイルスの陽性コントロールプラスミドの調

製には、愛媛県立衛生環境研究所から分与された血清型1

～7型のウイルス株、および当所において分離した血清型

8型のウイルス株を使用した。 

一方、臨床検体における本法の有用性と他の下痢症ウイ

ルスとの交差反応の有無を検討するために、平成 17 年 4

月～平成 22 年 8 月に市内医療機関等において採取された

胃腸炎患者の糞便、直腸ぬぐい液、および吐物534検体を

使用した。 

センスプライマー3種類、アンチセンスプライマー1

種類、および TaqMan MGBプローブ1種類を設計し、
アストロウイルス分離株の培養上清、または10％糞便乳剤

に対しQuantiTect Probe PCR Master Mix(Qiagen)を用
いてリアルタイム PCR を行った。さらに、既報の
RT-PCR法も併せて行った。 
今回開発したリアルタイムPCR法は、1～8型の各血清
型において、30コピー/tube以上の遺伝子が存在すれば、
アストロウイルス遺伝子の検出と定量が可能であること

が確認できた。また、胃腸炎患者の糞便等534検体のうち

18検体からアストロウイルス遺伝子が検出された（1型：

12検体、2型および6型：1検体、3型：2検体、4型：2

検体、8型：1検体）。なお、他の下痢症ウイルス（ノロウ

イルス、サポウイルス、Ａ群ロタウイルス、およびアデノ

ウイルス）との交差反応もなく、高い特異性を有すること

が明らかとなった。本法の検出感度についても、既報の

RT-PCR法に比べ感度が高いことが確認された。 
今回開発したリアルタイムPCR法はRT-PCR法と比

べ、高感度かつ迅速にアストロウイルス 1～8 型の各血清

型の遺伝子検出と定量が可能であることから、食中毒や感

染性胃腸炎の集団発生時における行政検査だけではなく、

アストロウイルスの流行状況等に関する疫学調査、および

臨床検査等にも極めて有用であると考えられる。 

 

学会等発表 

 

室内空気中化学物質検査の変遷について 

 

高梨嘉光、近藤文、山口玲子、木原顕子、宮本廣、 

三井良雄、岡本明 

（千葉市環境保健研究所） 

 

平成22年度（第49回）千葉県公衆衛生学会 

 

要旨：平成12年度より当研究所は千葉市保健所環境衛生課

が行っている個人住宅のシックハウス相談の空気中化学物

質測定を担当してきた。今回、平成 12 年から平成 22 年ま

でのシックハウス検査について空気中化学物質測定データ

について取りまとめた。 

結果：検査件数は建築基準法が改正された平成15年を境に

減少に転じ、現在は年間10件前後で推移している。検査件

数に伴い指針値超過数も減少-横ばいの状態であるが、指針

値超過率は減少傾向を示していない。 

各項目の指針超過率をみると、パラジクロロベンゼン

11.9 %、ホルムアルデヒド6 %、アセトアルデヒド5.5 %、

トルエン0.6 %の順であり、その他の項目では指針値超過は

なかった。また月別の指針値超過傾向では、ホルムアルデ

ヒド指針値超過は 6月～10 月、平均室温 24 ℃以上かつ相

対湿度50 %以上の時に検出されていた。パラジクロロベン

ゼン指針値超過は8、9月の高温期および12、1月の厳寒期

以外に広く検出された。アセトアルデヒド指針値超過は 5

月～11 月の平均室温 18～28 ℃の温暖期に検出されていた

が、8、9月の高温期にはみられなかった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



学会等発表 

 

畜水産物中の動物用医薬品一斉分析法の検討 

 

山下範之、張能太郎＊、木原顕子、宮本廣、三井良雄、 

岡本明 

（千葉市環境保健研究所、千葉市環境規制課＊） 

 

平成22年度（第49回）千葉県公衆衛生学会 

 

要旨：ポジティブリスト制の施行後、800項目以上の農薬

等に基準値が設定された。動物用医薬品にも施行前の 33

項目から200項目以上に基準値が設けられ、従来の個別分

析から同時に多成分を測定できる一斉分析への取り組み

が多く見られるようになった。現在、高速液体クロマトグ

ラフ質量分析計（LC/MS/MS）で 16 項目について一斉分析

を行っており、今後は行政検査依頼が増加していくことが

予想される。標準品調製の際の手間を軽減するため、市販

の混合標準液に当所で分析を行なっている項目を加え 55

項目について条件検討を行なった。さらに、実際の検体を

用いてイオン化法の検討および添加回収試験を行ない、当

所での適用を検討した。 

動物用医薬品の一斉分析は厚生労働省通知の一斉分析

法Ⅰに基づいて操作し、異なるイオン化法（ESI および

APCI）で添加回収試験を行なった結果、ESI の方が感度良

く定量できた。さらにマトリクス検量線を用いると、最大

で 9 割以上の項目について回収率 70～120 ％を満たすこ

とができた。 

 

学会等発表 

 

千葉市の湧水の状況について 

 

鈴木新 

（千葉市環境保健研究所） 

 

平成22年度全国環境研協議会関東甲信静支部水質専門部会

 

要旨：平成１８年度から２１年度にかけて行われた市内湧

水の現地踏査による分布状況、水量及び水質調査の結果に

ついて整理した。 

 過去の調査結果と比べると湧水の確認数は大きく変化し

ていないが、分布は西部の都市化が進んだ地域から、東部

の市街化調整区域を主とした地域へ移っていた。 

 季節により湧水量は大きく変動したが、増減傾向はそれ

ぞれの湧水によって異なり、一定の傾向を示していない。 

 水質については、湧水量と異なり季節が変わってもイオ

ンの組成に変化が無く、湧水が通過する地下経路の安定し

ていることが示唆される。また、それぞれの湧水の組成に

差は小さく、千葉市の地理、地形条件に起因するものと思

われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

学術誌発表 

 

Ａ型肝炎ウイルスによる食中毒事例－千葉市 

 
横井一1、田中俊光1、小林圭子1、岩撫晴子1、野口喜信1、

三井良雄1、岡本明1、若岡未記2、西郡恵理子2、 

渡部展彰2、清田智子2、加曽利東子2、大山照雄2、 

西村正樹2、本橋忠2、小川さやか2、小山大雅2、 

長嶋真美2、大野喜昭2、大塚正毅2、中台啓二2、池上宏2、

石井孝司3、野田衛4 
 

（１千葉市環境保健研究所、２千葉市保健所、３国立感染

症研究所、４国立医薬品食品衛生研究所） 

 
掲載紙：病原微生物検出情報月報 
Vol.32,78-79,2011 
 

要旨：2011（平成 23）年 1月に千葉市内の飲食店（寿司
店）を原因施設とする A 型肝炎ウイルス（HAV）による
食中毒事例が発生したのでその概要について報告する。 
なお、本事例は、患者の共通食が当該寿司店によって提

供された食事に限られていること、患者及び調理従事者の

便からHAVが検出されたこと、患者を診察した医師から
食中毒患者等届出票が提出されたことから、寿司店を原因

施設とする食中毒と断定し、2011年 1月 28日～1月 30
日までの3日間の営業停止処分となった。 

2月7日における感染症法に基づくA型肝炎発生届患者
は 36名であり、千葉市保健所は感染経路等の詳細な調査
を現在も継続中である。 

2011年1月21日、4件のＡ型肝炎発生届が市内医療機
関から千葉市保健所にあり、同保健所は食品や井戸水等の

同一感染源を介した集団発生を疑い調査を開始した。その

後、複数の市内医療機関からＡ型肝炎発生届があり、1月
28日における届出患者は合計20名となった。 
調査の結果、患者 20名は 1月 8日から 1月 21日にか
けて全身倦怠感、発熱、黄疸等の肝炎症状を呈しているこ

とが明らかとなった。また、これらの患者に共通の食事や

利用施設等を特定するために、2010年 11月下旬から 12
月中旬（A 型肝炎の潜伏期間（2～7 週間）を考慮）にお
ける喫食状況等の調査を実施したところ、患者は市内寿司

店で調理、提供された食事を喫食していたことが明らかと

なった。 
保健所が採取した患者 15名の糞便検体についてリアルタ
イムPCR法（平成 21年 12月 1日付食安監発 1201第 2
号「Ａ型肝炎ウイルスの検出法について」）による HAV
遺伝子（5'UTR領域）の検出を行ったところ、患者15名
中15名からHAV遺伝子が検出された（糞便1g当たりの
RNAコピー数は3.0×105～8.7×109表は省略）。同様に寿

司店の従事者 34名の糞便検体について遺伝子の検出を行
ったところ、従事者34名中3名からHAV遺伝子が検出 

 された（糞便 1g当たりの RNAコピー数は 5.3×104～3.5
×1011）。 
また、患者家族への二次感染の有無を把握する目的で、

協力が得られた家族 27 名の糞便検体について検査を行っ
た結果、1名からHAV遺伝子が検出された（糞便1g当た
りの RNAコピー数は 1.1×108）。その後の調査により、

この1名は寿司店を利用していることが判明した。 
一方、寿司店における参考食品 5 検体、及び拭き取り 6
検体についてもリアルタイム PCR 法を実施したが、HAV
遺伝子は検出されなかった。 
なお、HAV遺伝子が検出された寿司店の従事者3名のう
ち2名は調理を担当し、うち1名（糞便1g当たりのRNA
コピー数は 1.4×107）は、2010年 12月 19日から発熱や
全身倦怠感等の症状を呈したことから、12月 22日に医療
機関を受診し、同日に入院していた（後日A型肝炎と診断）。
2011年 1月 7日に退院した後、1月 16日から再び調理に
従事していた。 
リアルタイムPCR法によってHAV遺伝子が検出された
患者15名、従事者3名、及び患者家族1名の合計19検体につ
いて、VP1/2A領域のPCR産物（HAV+2799/HAV-3273プ
ライマーを使用）の塩基配列をダイレクトシークエンス法

により決定し、その一部約300bpについてclustalX（1.83）
を用いた多重アライメントを行った。分子系統樹は

Neighbor joining法（NJ法）により作成し、今回得られた
遺伝子配列の解析を行った。 
その結果、解析可能であった18検体（従事者1名を除く）
は全てgenotypeⅠAに分類され、そのクラスターの1つで
あるⅠA-1に属し、2010年に日本で広域的に流行したⅠA-2
やⅢAに属する株とは異なることが明らかとなった。また、
2010年6月に千葉市内での散発事例から検出された1株と
は異なる塩基配列を有していた。ⅠA-1クラスターは、2006
年に滋賀や新潟で小流行した株と類似しており、2001年か
ら継続して検出されていることが報告されている

（IASR31：287-289，2010）。このことから、本事例で検
出された株は、国内に常在していた株であると考えられた。

また、その遺伝子配列は患者1検体（99.7％）を除く17検
体が 100％一致し、同一感染源に由来する株であることが
強く示唆された。なお、DDBJにおけるBLAST検索では
HAJ04-3（accession no. AB258604）に最も高い相同性を
示した。 
A 型肝炎の潜伏期間は長く、感染源や感染経路の特定が極
めて困難である。従って、患者や調理従事者から検出され

た HAV の分子疫学的解析結果が疫学調査等の方向性を決
定するための重要な情報（ウイルス株間の関連性や感染地

域の推定）となり、原因究明や感染拡大の防止に寄与する

ものと考えられた。 
 
 
 
 



 

 

学術誌発表 

 

インドネシアからのG3型麻疹ウイルス輸入症例－ 

千葉市 

 

田中俊光1、横井一1、小林圭子1、岩撫晴子1、野口喜信1、

三井良雄1、岡本明1、小川さやか2、小山大雅2、 

長嶋真美2、大野喜昭2、大塚正毅2 

 

（１千葉市環境保健研究所、２千葉市保健所） 

 

掲載紙：病原微生物検出情報月報 
Vol.32,79-80,2011 
 

要旨：2011年 2月に、千葉市内の医療機関で麻疹と診断
された患者からG3型麻疹ウイルス遺伝子が検出されたの
で報告する。 

患者は 28歳女性で麻疹ワクチン接種歴および麻疹既往
歴はなく、2011年1月31日からインドネシアに滞在し2
月 9日に帰国した。2月 14日から咳、微熱などの風邪様
症状を認め、19日に近医を受診し風邪と診断された。2月
20 日に顔面に発疹が出現し、翌日には頚部まで拡大した
ため、22日に他医療機関を受診したところ、発熱（39℃）、
咳、結膜充血、コプリック斑、発疹などの臨床症状から麻

疹が疑われ入院措置がとられた。 

2 月 23日に採取された患者の血液を検体として、麻疹
ウイルスN遺伝子を標的としたRT– nested PCR法を実
施し、得られた増幅産物についてダイレクトシークエンス

法で塩基配列を決定した。決定した塩基配列の一部456bp
について系統樹解析を行ったところ遺伝子型G3に分類さ
れた。また、DDBJのBLAST検索の結果、2010年にイ
ギリスで検出された株（MVs/Watford.GBR/40.10）と
99.8%（455bp/456bp）の相同性を示した。 

G３型麻疹ウイルスはインドネシアや東ティモールなど
に分布しているが、本邦で確認されたのは今回が初めてで

あり、本症例は患者の渡航歴からインドネシアからの輸入

例であると考えられた。 

なお、患者は3月2日に退院予定であり、3月2日現在、
渡航に同行した者の発症、及び患者周囲での二次感染例は

確認されていない。国内での麻疹患者の発生数の減少に伴

い、2011年に入っても海外に由来するD9型やD4型など
の検出例が相次いでいることから、輸入例の鑑別に有用な

遺伝子型別による検査室診断が重要になってきているも

のと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

学術誌発表 

 

小学校におけるノロウイルスGⅡの集団感染事例－ 

千葉市 

 

横井一1、小林圭子1、田中俊光1、岩撫晴子1、野口喜信1、

三井良雄1、岡本明1、小川さやか2、小山大雅2、 

長嶋真美2、大野喜昭2、大塚正毅2 

 

（１千葉市環境保健研究所、２千葉市保健所） 

 

掲載紙：病原微生物検出情報月報 
Vol.32,19-19,2011 

 

要旨：2010年11月8日、教育委員会から「市内のA小学
校において下痢、嘔吐等の症状を呈して欠席した児童が多

数いる」旨の連絡が千葉市保健所にあった。保健所の調査

の結果、発症者は4年生と5年生にのみ認められ、その多
くが4年生に集中し、殆どが11月5日発症していた。4年
生では11月2日に4年生男子トイレの便器に汚物（下痢便）
が付着していたことが判明しており、汚物は4年2組の担
任が水で流したが消毒等の処理を実施していなかった。汚

物を処理した担任は11月6日に発症していた。 
一方、5年生では11月5日に5年1組の教室内で児童1
名が嘔吐し、その吐物が付着した座布団を5年1組の担任
が消毒等を実施せずに処理していたことが確認されてお

り、この担任は11月6日に発症していた。11月1日以降
に4年生と5年生の児童同士が交流する共通行事はなく、
また、給食の調理従事者を対象に11月2日から2週間遡っ
て健康調査を実施したところ、体調不良を呈する職員はい

なかった。 
本事例の患者数は4年生2クラス48名中42名、5年生

1クラス36名中6名、担任（職員）3名の計51名であり、
千葉市環境保健研究所において、発症者51名中4名（4年
1組の児童2名、4年2組担任、5年1組担任）についてリ
アルタイムPCR法によるNV遺伝子の検出を行った結果、
4名全員からNVGⅡが検出され、糞便1g当たりのNV遺
伝子コピー数は106～1010コピーであった。系統樹解析を実

施したところ、NV遺伝子の配列は一致し、遺伝子型は
GⅡ/3であることが明らかとなった。 
以上の結果から、本事例はNVGⅡ/3を原因とする感染性
胃腸炎の人→人感染による集団発生であり、4年生では11
月2日の男子トイレ汚物から感染が拡大し、5年生では11
月5日の教室内における吐物から感染が拡大したことが示
唆された。 
2010 年 10 月以降、市内の小学校や保育所等における
NVGⅡ/3の集団感染事例は 12件発生しており、市内の感
染性胃腸炎患者から検出されるNVも全てGⅡ/3であるこ
とから、今後の NVの遺伝子型の動向（流行する遺伝子型
の変化）が注目される。 



 

 

学術誌発表 
 

関東におけるPM2.5のキャラクタリゼーション 

（第２報） 
 

大塚 大、小倉潔（千葉市環境保健研究所） 

  

掲載紙：関東地方大気環境対策推進連絡会浮遊粒子状物質

調査会議  平成21年度浮遊粒子状物質合同調査報告書
（1都9県6市） 
 
要旨：平成 21年度に実施した浮遊粒子状物質の共同調査
結果についてとりまとめたものです。平成 19年度までと
は調査内容を変更し、3年計画の初年度として実施した平
成 20年度に引き続き、その 2年目として微小粒子状物質
の夏期における二次生成粒子の高濃度化現象に焦点をあ

て、広域的な濃度レベルの把握に加え、二次生成粒子成分

濃度とその前駆物質であるガス状物質濃度を同時に観測

し比較することにより、夏期における広域二次粒子汚染の

メカニズムについて検討しています。なお、この報告書は、

関東地方環境対策推進本部大気環境部会の浮遊粒子状物

質調査会議で計画、実施した調査を、その計画、調査を引

き継いだ関東地方大気環境対策推進連絡会の浮遊粒子状

物質調査会議が取りまとめたものです。千葉市は本編4 調
査結果 4.金属元素成分濃度の執筆を担当しました。 
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○千葉市環境保健研究所条例 

平成 4 年 12 月 18 日条例第 52 号  

(設置 )  

第 1 条 本市は，保健衛生及び環境に関する試験，検査，調査及び研究を行い，公衆

衛生の向上及び環境保全に寄与するため，次のとおり千葉市環境保健研究所 (以下

「研究所」という。 )を設置する。  

名     称  位      置  

千葉市環境保健研究所  千葉市美浜区幸町 1 丁目 3 番 9 号  

(業務 )  

第 2 条 研究所は，次の業務を行う。  

(1) 保健衛生及び環境に関する試験及び検査  

(2) 保健衛生及び環境に関する調査及び研究  

(3) 保健衛生及び環境に関する研修及び指導  

(4) 公衆衛生情報の解析及び提供  

(試験等の依頼 )  

第 3 条 本市に住所を有する者又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その

他の団体は，研究所に試験，検査，調査又は研究を依頼することができる。  

2 市長が特別の理由があると認めたときは，前項に規定する者以外の者に対しても，

その依頼に応ずることができる。  

(使用の許可 )  

第 4 条 研究所の設備を使用しようとする者は，市長の許可を受けなければならない。 

(手数料等 )  

第 5 条 前 2 条の規定により研究所に試験，検査，調査若しくは研究を依頼する者又

は研究所の設備を使用する者は，手数料又は使用料を納付しなければならない。  

2 前項の手数料の額は，健康保険法 (大正 11 年法律第 70 号 )第 76 条第 2 項の規定に

より厚生労働大臣が定めた算定方法又は老人保健法 (昭和 57 年法律第 80 号 )第 30

条第 1 項の規定により厚生労働大臣が定めた基準により算定した額の範囲内で規

則で定める。  

3 前項の規定によることができない手数料の額については，規則で定める。  

4 第 1 項の使用料の額は，現に要する費用を基準として市長が別に定める。  

(平成 6 条例 20・平成 12 条例 59・平成 14 条例 35・一部改正 )  

(手数料等の納付時期 )  

第 6 条 手数料及び使用料は，これを前納しなければならない。ただし，市長が特に

必要があると認めたときは，この限りでない。  

(手数料等の減免 )  

第 7 条 市長は，特に必要があると認めたときは，手数料及び使用料を減額し，又は

免除することができる。  

(委任 )  

第 8 条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。  



 

附  則  

この条例は，規則で定める日から施行する。  

(平成 5 年規則第 8 号で平成 5 年 3 月 8 日から施行 )  

附 則 (平成 6 年 3 月 24 日条例第 20 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は，平成 6 年 4 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例による改正後の千葉市職員医務室設置条例，千葉市療育センター設置管

理条例，千葉市病院事業の設置等に関する条例，千葉市保健所使用料及び手数料条

例，千葉市休日救急診療所条例及び千葉市環境保健研究所条例の規定は，この条例

の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料について適用し，同日前の診療等

に係る使用料及び手数料については，なお従前の例による。  

附 則 (平成 12 年 12 月 19 日条例第 59 号 )  

この条例は，平成 13 年 1 月 6 日から施行する。  

附 則 (平成 14 年 9 月 25 日条例第 35 号 )  

この条例は，平成 14 年 10 月 1 日から施行する。  



 

○千葉市環境保健研究所条例施行規則 

平成 5 年 3 月 5 日規則第 9 号  

(趣旨 )  

第 1 条 この規則は、千葉市環境保健研究所条例 (平成 4 年千葉市条例第 52 号。以下

「条例」という。 )の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

(試験等の依頼 )  

第 2 条 条例第 3 条の規定により、千葉市環境保健研究所 (以下「研究所」という。 )

に試験、検査、調査又は研究を依頼しようとする者は、千葉市環境保健研究所試験

等依頼書 (様式第 1 号 )を市長に提出しなければならない。  

(使用許可の申請 )  

第 3 条 条例第 4 条の規定により、研究所の設備を使用しようとする者は、千葉市環

境保健研究所設備使用申請書 (様式第 2 号 )を市長に提出しなければならない。  

(手数料の額 )  

第 4 条 条例第 5 条第 2 項の規定による手数料の額は、別表第 1 のとおりとする。  

2 条例第 5 条第 3 項の規定による手数料の額は、別表第 2 のとおりとする。  

(手数料等の減免 )  

第 5条 条例第 7条の規定により手数料及び使用料の額の減免を受けようとする者は、

手数料・使用料減免申請書 (様式第 3 号 )を市長に提出しなければならない。  

附 則  

この規則は、平成 5 年 3 月 8 日から施行する。  

附 則 (平成 5 年 11 月 26 日規則第 75 号 )  

この規則は、平成 5 年 12 月 1 日から施行する。  

附 則 (平成 6 年 3 月 31 日規則第 18 号 )  

この規則は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 (平成 10 年 3 月 23 日規則第 13 号 )  

この規則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 (平成 12 年 12 月 28 日規則第 115 号 )  

この規則は、平成 13 年 1 月 6 日から施行する。  

附 則 (平成 14 年 10 月 1 日規則第 49 号 )  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則 (平成 16 年 3 月 26 日規則第 16 号 )  

この規則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。  

別表第 1 ～第 2（略）  

様式第 1 号 ～様式第 3 号（略）  
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